


海洋工学連絡会の1既要

海洋の自然を解き明かし、その本質をそこなわないように利用、開発

してゆく開発工学が対象とする範ちゅうは極めて広範なものでありま

す。

従来、既存の工学諸分野がそれぞれの伝統分野内の海洋工学について

学問や技術の進歩を進め、多大の成果を上げてまいりました。

しかし、今後、海洋の利用、開発をさらに実質化し拡大していくには、

より深く未知なる環境に踏み込み、より高く、新しい目標に挑戦してい

くことが必要であり、このためには広範な既存工学分野の有機的な協力、

既存工学分野間にある境界領域の発展、関'係の深いハイテクを取り込む

ことによる海洋工学の高度化が是非とも必要となります。

そこで、海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して、上記の目的

に沿った活動をするために、『海洋工学連絡会」を昭和６３年１月２６

日に設置いたしました。

本会の当面の活動は、共同調査、情報交換を行い、年２回の集会を開

催することであり、現在までに「今後の海洋開発に対する期待と各工学

分野の役割」、「海洋開発における境界領域（その１）」、￣海洋開発にお

ける境界領域（その２）」等のテーマで、１７回の海洋工学パネルを開

催してまいりました。

今後、さらに海洋工学に関係の深い学協会に参加を呼びかけ、充実し

た構成にしたいと考えています。皆様方の積極的なご支援をお願いしま

す。

f7油技術協会、（社)土木学会、（社）日本建築学会、（社)資源・素材学会

日本水産工学会、（社）日本造船学会
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第１８回海洋工学パネル

’海洋開発と法との関わり

－未来を築く政策と法整備一

パネルテーマ

1．運輸省における海燕空間利用の促進と法制度

秋田務氏運輸省運輸政策局技術安全課技術開発推進官

海洋空間の一層の有効利用による運輸関連施設等の社会資本の円滑な整備に資す

るとの観点から、超大型浮体式海洋構造物（メガフロート）の開発が行われている。

技術開発については、平成７年度から３カ年計画で、３００ｍ模型による実証試

験が行われた。また、平成１０年度からは１ｋｍ規模の大型模型により具体的な利

用を想定した研究開発が行われる予定である。

一方、メガフロートの実用化に関しては、その設置についての許可、安全。環境

規制の外、登記、税制上の取り扱い等法制面において明らかにすべき事項があり、

これらの検討･も並行して進める必要がある。

本講演では、メガフロートに関し現在行われている法的検討･の概要について紹介

する。

２．漁業・議殖業における制度と課題

多屋勝雄氏東京水産大学資源管理学科教授

わが国の漁業，瀧殖業の制度は、沿岸では漁業権と許可制度によって、沖合。遠

洋漁業では漁業許可制度によって規制されている。さらに漁業権は漁業･協同組合に

よって管理されているため、漁業協同組合制度もわが国の漁業を特徴づけている。

これらの漁業権および漁業許可・漁業協同組合の制度は、戦後制度改革の目玉とし

て改革された経緯がある。従ってこれらの制度改革によって当時の漁村の民主化が

実現し、漁業秩序が維持され、それによって戦後の生産力発展に大いに寄与したの

である。しかしながら制度改革も約５０年が経過したので、資源に対する過剰能力

の問題など、社会状況の変化の中でその機能の再評価と新しい社会状況への対応が

要請されているのである。

討論１

国際会議報告

３．海洋開発,の将来について

村上正一氏科学技術庁研究開発局海洋地球課課長

政府の海洋開発審議会に於いては、従来から長期的な海洋開発の進め方について

検討してきている。平成２年の長期答申がその後どのように実行されてきたか、そ

の後の海洋法条約のわが国への発効、環境評,価についての法整`備、メガフロート等

の技術の進展展を踏まえ、２１世紀を迎えるに当たって今後どのように海洋開発を

進めるべきか、平成９年はじめから約１年にわたり検討され、６月にまとまった基

１
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本問題懇談会報告書の内容を概説する。また、海洋地球研究船｜みらい」の就航、

ナホトカ号の沈没部調査等、最近の海洋開発を巡るトピックスについて解説する。

４．２１世紀の国土のグランドデザインと海洋・沿岸域

頼あゆみ氏国土庁計画。調整局総務課課長補佐

２１世紀を間近に控え、国民の価,値観や生活様式の変化、地球時代、人口減少・高

齢化時代の到来等、我が国の国土と地域を取り巻く諸条件は大きな変化に直面して

いる。こうした中で、平成１０年３月３１日、５つめの全国総合開発計画「21.世紀の国

土のグランドデザイン～地域の自立の促進と美しい国士の創造～」が悶議決定され

た。

新しい全総計画においては、「国土の保全と管理に関する施策」の一つとして「

海洋・沿岸域の．保全と利用」が掲げられ、地球環境への意識の高まりと国連海洋法

条約上の我が国の権利と責務を踏まえ、海洋・沿岸域を貴重な国士空間として認識

し、適性に保全するとともに多面的に利用することが基本とされている。

新しい全総計画全体の概要と海洋・沿岸域施策について紹介する。

討論２

５．海域及び海浜地の管理の現状について

青uし俊行氏建設省河川局防災・海岸課海洋開発官

匹|面環海の「海洋国日本」にとって、海洋（海域及び海浜地）は古くから生産活

動だけではなく、生活の上からも深い関係にあります。一方、海洋の法的な位置付

けは、個別の公物管理法や規制法などによって、一定の区;域や目的に対する管理が

行われてきただけで、海洋全体にわたる管理のための法制度は未だに整備されてい

ません。これらの個別の公物管理法や規制法などの法制度の隙間は、国有財産法や

地方自治法などに基づいて地方自治体が策定する規則や条例によって、部分的に埋

められていますが、地方自治体間の不整合や公物管理法との不整合など、海洋に関

する法制度上の隙間を覆いきるものとはなっていません。これらの現状と問題点に

ついて紹介します。

６.わが国の海洋開発政策の現状と諸課題について

染野憲治氏通商産業省資源エネルギー庁長官官房総務課

海洋開発室総括班長

昨年、閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」では、今後成

長が期待される１５分野の一つに海洋関連分野が位置づけられれおり、海洋に関する

新規産業の創出、既存産業の高度化を図ること、また、従来の規制の見直しを行っ

ていくこととされている。具,体的には、２００１年頃までを目途に実施していく施策を

記述し、今後開発されていく分野が端的に分かるようにされている。これにより、

民間分野でこれから行うべき研究開発や技術開発の方向が読み取れるというメッセ

ージ的な役割を持っている。
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の背景と内容について総ここでは、「経済構造の変革と創造のための行動計画」の背景と内容に

括的に説明を行うとともに、通商産業省における取組の状況を紹介する。

討論 目
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海洋工学連絡会運営委員会委員長原田宏

おはようございます。本日はご多用の中、雨天にもかかわりませず、朝早くからお出で

頂き、減ども海洋工学連絡会運営委員会といたしまして、第１８回海洋工学パネルを開催

出来ましたことを大変うれしく存じます。

今回は、ただいま司会者が紹介しましたように、「海洋開発と法との関わり－未来を築

く政策と法整,備」と題して、我が国の海洋開発に関係する６省庁の方々にご講演を頂くこ

とになっております。

今年はポルトガルのリスボンで海洋博を中心とした国際博覧会が開催され、日本からも

大勢の方々が出向いておられます。欧米では昨年同様、海洋開発の分野はOTC、０M[AE、

PACONあるいはＭＴＳが活発に行われており、これらの会議の模様に関しては午後一番

に、これらの国際会議にご出席された方々から概況をご報告して頂きます。国内でも私の

所属する土木学会の第２３回海洋開発シンポジウムが、６月９日、１０日に開催されまして、

９４編の論文と参加者４００名を超える多くの方々の地道な研究開発が進んでいることが分

かりました。また、前田副委員長の所属される造船学会では、７月１６日、１７日に第１４

回海洋工学シンポジウムが開催され、７０編の論文と３２０名の参加者が集まり、年毎に研

究開発の発展を見ております。

我が国の社会環境は、７月１２日の参議院選挙で自由民主党が敗退の結果、橋本総理退

陣、本日７月２４日、午後２時頃から、次期自民党総裁の選挙があるそうで、ここ数日、

政界はあわただしい毎日であります。まったく、昨年の今頃ではとても考えられないほど

の不景気の風が今年は強く吹きまくっております。建設分野では公共投資の前'倒し発注も

ままならず、一方、行政改革が云々されている官公庁の先行きの不透明さと相まって、多

くの産業界はバブル崩壊後、さらに強く不況感に覆われているように思われます。

<のか、将来の我が国の海洋開発に－継の望みをかけて、．何とかこの不況の年を希望の年

に変えて参りたいと心から願うものの－人であります。

これをもって私の開会の辞といたします。

４
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運輸省における海洋空間利用の促進と法制度

秋田務

運輸省運輸政策局技術安全課技術開発推進官

１．はじめに

海洋空間の一層の有効利用により運輸関連施設等の社会資本の円滑な整備に資するとの観点から

超大型浮体式海洋構造物（メガフロート）の開発が行われています。

技術開発については、平成7年度から3ケ年計画で、300m模型による実証試験が行われました６ま

た、平成10年度からは1kJ､規模の大型模型により具体的な利用を想定した研究開発を行っています。

一方、メガフロートの実用化に関しては、その設置についての許可、安全・環境規制の外、登記、

税制上の取り扱い等法制面において明らかにすべき事項があり、これらの検討･も並行して進める必

要があります。

ここでは、我が国の海洋利用の現状を振り返るとともに、メガフロートに関して現在行われてい

る法的検討の概要について紹介します。

２．我が国の国士の現状

我が国の国土は、約38万平方kmの面積を有していますが、これは、世界の陸地面積の400分の１，

国の大きさとしては世界で60番目になります。これに対して、海岸の総延長は3万3314kmにも及んで

おり、これは地球を4分の3周する距離となります。また、水深毎の海域面積は、水深20mより浅い海

域は約3万平方km、これに対して水深20m～50mの海域が約5万平方km、水深50m～100mの海域は約8万

平方kmとなり、水深100mより浅い海域の面積は合計で約16万工Ｉｚ方kmと国土面積の約42％に相当しま

す。

一方、利用状況ということで見たとき、我が国の国土面積の約8％に相当し、比較的条件の良い水

深20m未満の海域は、１２世紀に神戸で始まり江戸時代以降盛んに行われた埋立によって、現在は臨海

工業地帯や港湾、倉庫。物流機能、住宅・都市等に既に相当高密度に利用されています。

更に、海洋法条約の発効（1994.11.16）、我が国の批准（1996.7.20）により、我が国の200海里

経済水域は、国土面積の12倍にも達することになり、これは海域面積で、世界第７位になります。

これからは、これらの前面に広がる広大な海洋空間を新たな国土としてどう利用していくかが課

題であり、また、沿岸域を如何にして更に密度を上げて活用するかが、２１世紀の日本の活力、新し

いフロンティアを考えたときの大事な･切り口になると考えられます。

Ｒ
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３．海洋との係わり

以下に従来の海洋利用を示します。海を陸地に変えて使うためこれまでにいろいろな方法が用い

られています。

(1)埋め立て。干拓

我が国では、従来、海の埋め立てや干拓により生活・産業空間を確保してきました。特に、戦後

の、基本的にはこの50年、我が国の高度経済成長に伴い東京湾。大阪湾・伊勢湾の内湾を中心に約１

９万ha、ほぼ大阪府に匹敵する面積が埋め立てられたといわれています。

その上に港湾・物流施設、工場、コンビナート等が建設され、日本の経済発展をリードしてきた

ことは、ご存じのとおりです．。

L￣［F句･記■苣
嵜

図１．横浜港古図

(2)浮体を用いた海洋利用

しかし、先に述べた様な沿岸域の利用の高度化に伴い、近年、埋め立てや干拓の他に浮体を使っ

た海洋利用が増加しています。

日本各地を見たとき、例えば、以下の様な浮体構造物があります。

・ＭＭ２１の浮体によるぷかり桟橋

・呉ポートピアランドのエストレーヤ

・横浜港の氷川丸

・別府港のオリアナ丸

６

一一一二副祠冒



・福山のフローティングアイランド

・洋上石油備蓄基地（白鳥、上五島）

・アクアポリス（沖縄）

・石油掘削リグ

この他、ノルウェーなど海外には浮体橋梁の例も有り、浮いている橋の道路の上を、浮いている

ことを意識せず車が走っています。

日本でも大阪港の舞洲と夢洲を結ぶ、400mの旋回浮体橋が建造されることになり、既に着工して

います。これは、サブの航路に橋をかける必要が生じたため、この様な工法がとられたものであり、

メインの航路が使えないときは橋を旋回させて航路として使うものです。

」

図２．上五島洋上石油備蓄基地

図３．ノルウェーの浮体橋梁（ノルトホノレトラント;橋）

７
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４．メガフロートの開発について

国民生活や経済活動の発展に伴い、容易に利用可能な浅い海域の相当部分が既に埋められている

中、従来の浮体構造物は数百メートルの規模が最大になっています。しかし、今後水深の深い海域

や軟弱地盤のあるような海域を空港や都市機能として活用していくためにはその規模を格段に拡大

する必要があり、その観点からメガフロートの研究開発が進められています。なお、メガフロート

には環境にやさしい、免震性、短工期、移動性といったメリットも考えられています。

これらの背景から、平成7年よりメガフロート技術研究組合で研究開発が進められています。今年

度からはフェーズ2と称する第２期に移行し、長さ約1kmの淳'体模型を製作して、実際に飛行機を離着

陸させるという第２段階の実証実験に入っています。

研究開発についての詳しいことは、別の機会に譲りますが、いずれにせよメガフロートの実用化

を考えたとき研究開発という技術面のみでなく、法制面の検討も技術開発に歩調を合わせて検討を

行う必要があると考えられます。

超大型浮'体式海洋構造物（メガフロート）について

(フェーズＩ〕

<メガフロートの研究開発（H7～9)＞ ＜メガフロートの実用化イメージ＞

〃数ｋｍ規棋・弾性浮休としてiikNf

・洋上接合・１０ｏ年耐用

＜ａＱｏｍｌ鰹'の連:iii＞
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５．メガフロートを巡る法制度について

これまでの浮釧体構造物の例を見てみますと、現在、最大のものは石油公団が実施している洋上石

油`備蓄のための施設と思われます。これらは大きさで見たとき白島で26ha、上五島でl9haとなりま

す。前章で示した施設の例で言うと、lUYI21のぷかり桟橘で約Ｌ５ｈａ、大阪の浮体橋で約2ha、エスト

レーヤ号で約O5haと、ほとんどが2ha以下になります。

白鳥上五島

白島石油備蓄(株）

（第３セクター、公の出資７２
%）

上五島石油備蓄(株）
（第３セクター、公の出資７１

%）

事業主体

北九州市占有許可者 長崎県

長さ397m×1幅82m(長さ25.4m）
×8隻=260,432,2(26ha）

長さ390m×幅97m(長さ27,6Ⅱ1）
×5隻=189,150㎡(19ha）

浮体構造物
（貯蔵船）

約90hａ水域専用面
積

約63hａ

表１．浮体構造物の実施"例

これに対し、メガフロートは海洋空間の全く新しい利用形態を与えるもので、従来の浮体構造物

と比較したとき、格段に規模が大きい、100年耐用といった特徴があります

そのため、現時点では、その設置、運用についての法的手続、規制等が必ずしも明確になってお

らず、まだまだ検討･すべき点が残されています。表２は、メガフロートが関係する可能性があると

思われる法律をまとめたもので、全部で100近くにものぼりますが、ここでは海面利用を中心に紹介

します。

９

占有許可者

浮体構造物

(貯蔵船）

長崎県

長さ390m×幅97m(長さ27,6Ⅱ1）
×5隻=189,150mg(19ha）

北九州市

長さ397m×1幅82m(長さ25.4m）

×8隻=260,4321,2(26ha）

水域専用面

積

約63hａ 約90hａ

事業主体

上五島

上五島石油備蓄(株）

(第３セクター、公の出資7１
%）



１－－殻３‐嵩域の閏莞。占用に鹿する法制度

･同十鯵合開発法（設昼塙所関連）

・国土利用計画窪・童i警差・

・公有水面埋称法。埋韓注,

・民間亭業者の能力の活用による特声沽雪の竺蕾‐水産資諌保菫法・

の促進に関する臨時措置法。沿岸璽場整癒麗発法

・閣丙固廃空港株式会社法.‐海洋水三資源開発促進法

･東京湾機翫道路の建設に関する特別措置注一港湾法。

4．用途。梼造安全に関する法制度

（利用用途関連）

・航空法

・空浩塗鏑怯

。公共扇飛行場周辺における航空橿豊言による

障害の防止などIこ関する法律

・都市計亘注

・道路法

･共同溝の整儘等に関する特別措置注

･高速自動車国道法

･駐車場法・

・自動車ﾀｰﾐﾅﾙ注

･都市ﾓﾙｰﾑの整備に閏する法律

軍軌道注

･鉄道事業注

・琵市公園法

一木道産

｡電気事業法

一ガス事業注・

-下水道技

-廃棄物の処理及び滑搭に関する法律

｡電波法

(福遣安全麗運）

・jk鶏Ｈ１安全法

･港湾法

，海岸桂

､航空法

･空港楚傭怯

･建築基準法

。垢防圧

｡港則法

｡海上交通安全性

-樽岸法

=河川法

･国有財産法

･地方自治澤

一公有水面篁立群

・航空差

一電気通信事婁法

(環埴保全閨辿）

･軍境影零評価法一

。巨然環境保全注

゜自然俗面潅

･海洋汚染及び海上災害の防止に閏する笙律

一公共黒飛行場周辺における蔑童賎塁言によ畠

障害の防止に閏する法律・

・竪音規割注

。擾勤毘制捷・

･水質汚濁助J1旦詫

･蔵戸内海環境保全特別播證注

・大気汚染防止法・

‐文化財保悪法

一鳥獣保護及狩巍二関スル法律・

・浄化槽法・

・庚蕊物の処理及び清掃に閥する法律

。港湾怯

･民法

･不動冨豊王達

･鍾業法

･借地借家法

｡国有財産法

・商法・

・道路法

一窒物の区分所有等に閨する法律

一都市公園庄一

￣

● ２－資金調達に閏する法制度

･空港豊'百特別会計寸去

・港湾堅鐺緊急措置桟

・港湾笠債伝准濤

･港湾整備特別会計法

・髄館蔓垣公団法

･地方自治法

・馳方財政法

・企業担保法

･工場橿当注

・観光施設財悶垢当洋

･産人涜法一

・所得犠法一

．地方税怯・

・狙観特別措置法一

表２．メガフロート関係法令一覧



６．メガフロートによる海面利用について

ご存じの;様に海は公共物であり、私権は及ばないのが大前提です。具体的には、特定区域である

港湾区域については、港湾法に基づき港湾管理者（知事、市長等）が、漁港の区域については漁港

法に基づき知事、市町村長が、海岸保全区域については海岸法に基づき港湾管理者が管理者となっ

ています。

これまでの多くの浮体構造物の実施例では、海面の利用を当該海域の管理者による「水域占用許

可」に拠っていることから、メガフロートについても、相当程度対応できるのではないかと考えら

れます。

しかし、メガフロートの円滑な導入ということを考えたとき、水域占用許可には幾つかの問題点

も考えられます。例えば、現在の占用許可期間は、港湾区域の場合、最長で10年、一般的には3～５

年で、漁業区域の場合には1年で、更新している例も多い様ですが、100年の利用を前提としている

メガフロートにおいて、その安定的な利用が確保されるためには、検討が必要だと考えられます。

水域占用許可以外の取り扱いとしては、メガフロートの設置により人工地盤ができることを重視

して土地に準じて取り扱う方法やメガフロートを海底土地の上の構築物として取り扱う等の方法も

考えられますが、いずれにせよメガフロートを法律上どう位置付けるかは、今後の課題であろうと

考えられます。

７．運輸省のメガフロートの検討体制

次に、運輸省で行っているメガフロート実用化に向けての取り組みについて紹介します。

図６にあります様に、現在運輸省のに'二'に技術総括審議官をヘッドにメガフロート実用化検討会を

設けています。この実用化検討劒会を親委員会に、技術開発分科会。法制問題分科会が、更に産官学

の場として利用推進アドバイザリーグループ、空港利用調査検討会が設置されています。

今回、ここで紹介させて頂いたものは、法制問題分科会を支援するため設置された（財）運輸政

策研究機構を事務局とする超大型浮体式海洋構造物法制問題調査検討会において行われた調査を引

用したものです。

８．最後に

私としては、丁度、今、日本全体の閉塞感、停滞感が言われる中、メガフロートの様な新しい技

術の実用化により新しい分野が開かれ、新規需要の創出、新たなビジネスチャンスに繋がることに

より、現在の状況のブレイクスルーとなることを期待しております。

また、新しい仕組み‘技術を取り入れていくことにより、もちろん色々なものの手直し・変更と

いう煩雑さはありますが、それでもそういう新しい仕組み・技術により、より良い社会を作ってい

くという使命感・期待感の様なものをメガフロートに感じており、皆様の幅広い協力をお願いした

いと考えています。
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運輸省メガフロート

実用化検討藝会
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ﾒﾝﾊﾞｰ:藤棚:職lii､雌局､§

鯛､澱胤､瀧局､腱ｌｉｉ

座長：東大吉田教授

ﾒﾝﾊﾞｰ:学雛鰯(鮒､鱗､蛾)､鵬熱

（剛､糊､雌､榊士ﾎⅢ)､鰍局、

ｉ鯛､|繊胤､雌１W､柵､柵､鍬lＷ

ご
「

当
プ

･第１回検討･会(H９．５９）

｡第２回検討会(119,7.18）

･第３回検討会(H1qL23）

･第４回検討･会(H10.3.31）

ｉ超大型浮体式海洋構造物

法制問題調査検討会’

壱一一一苫座長：一橋大学高橋教授、

｜ﾒﾝﾊ韓‐:辮繍､鵬！（

｜ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ:鰍lii､雌li;､ili鮒､鰯ｌｉｉ、｜

鵬lii､ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄlMWiWMM6I
I---_--------------------

法制問題分科･会

座長：運輸政策局

政策課長

ﾒﾝﾊﾞｰ:襯慰:融胤髄同､Ｍｉ

鍋､瀧胤､雌同

匡鱒圖鱸
｡第１回分科会(H10.6.8）

図５．メガフロート実用化の運輸省内検討･体制
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漁業。養殖業における制度と課題

多屋勝雄

東京水産大学資源管理学科．

１、はじめに

わが国の漁業・養殖業の制度は、沿岸での漁業権制度と沖合・遠洋における許可制度と漁業協

|司組合制度によって特徴づけられる。これら漁業権および漁業許可、漁業協同組合の制度は、長い歴

史的経過の中で構築されてきたものであり、それぞれに意味と内容を持っている。そして現在の制度

は戦後一連の民主化政策の中で改革がなされた。改革当時の制度は封建的であった漁村の民主化や新

しい漁業秩序を構築し、戦後の漁業生産力が大いに貢献したのである。しかしながらそれらの制度は

約５０年が経過した現在、資源に対する乱獲や過剰投資などが表面化し、その機能・役割は大きく変

わってきているので社会状況への対応が要請されているのである。本稿ではこれまでの漁業制度の内

容と役割を概観し、現代新たにでてきている漁業制度の問題の検討･をおこなう。

２，水産業の制度の概観

１）漁業協同組合の歴史

漁業協同組合はわが国の漁業制度の根幹をなしている特徴ある制度で、またtLk界的に評価されてい

る樵業者による資源の自主管理を支える組織である。以下ではこの漁業協同組合の成り立ちについて

を述べる。

わが国に漁業組合ができたのは、明治１９年に農商務省令によって「漁業組合準則」が制定された

のが始まりである、この時代、旧来の幕藩体制による漁業慣行が崩れていたため漁業秩序を維持する

ために新しい漁業制度が制定される必要があったのである。その後明治３４年には明治漁業法が制定

されるのであるが、漁業組合は漁業権を取得する主体として,位置づけられていた。さらに昭和８年の

漁業法改正では、１，共同利用施設の設置、２，漁業協同組合が導入され責任組織としての出資組合制度

の導入、３,漁協での自営業務導入。４，漁業協同組合連合会の設立、がなされ昭和１３年の漁業法改正

では貯金受け入れや農林中金への加入がなされている。これらの近釧代的制度も戦争のため昭和１８年

には国策協力機関化がなされ協同組合としての自主性を失うことになった。

戦後の昭和２４年になると近代的な水産業協同組合法が施行されこの制度が現在に至っている。現

在の漁業協同組合の数は平成５年に３千１６９組合、平成３年の沿海地区出資漁協組合員数５２万９

千人、職員数１万９千２百人であった。

漁協の事業は、各種共済を扱う共済事業、貸付や貯金などの信用事業、必要物資の供給を行う購

買事業、漁猿物の販売や加工。`保管を行う販売事業、共同施設の利用事業、をおこないその他に水産

動物の繁殖保護や人工魚礁。増殖場造成など漁業生産に関する事業を行っている。
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漁協の事業は、各種共済を扱う共済事業、貸付や貯金などの,信用事業、必要物資の供給を行う購

買事業、漁獲物の販売や加工・保管を行う販売事業、共同施設の利用事業、をおこないその他に水産

動物の繁殖,保護や人工魚礁・増殖場造成など漁業生産に関する事業を行っている。

２）漁業権

漁業権の種類は漁業権を①漁業協同組合が漁業権をもって漁場を管理し、組.合員に平等一定

の水面を共同に利用して漁業をいとなまさせる共同漁業権。②水深二七メートル以上で行う定置漁

業jiE、③養殖業を営む区画漁業権がある。漁業権の免許は「適格性」と「優先l'頂位」とによって免

許され、特に共同漁業権は地元漁業者で構成される漁業協同組合に免許されている。

これから沿岸漁業を始めようとする場合、釣りなどの自由漁業の場合はそのまま始められるが、

採貝採草漁業、定着性漁具による漁業（小型定置網、刺し網や敷網、地引き網）等の漁業権漁業の場

合は①最初に漁業雇用者として働き、９０日以上の漁業の実績ができた段階で、組.合員資格の申請を

行い組合に加入する。②さらに漁業権漁業への参入は、組合の漁業権漁業の行使規則にもとづいて

審査され許可される。このように共同漁業権の漁業を行うには行使権がなければ参入できない。この

ような参入規制があるのは少ない資源を枯渇させないように参加漁業者を規制しているからである。

入漁権旧来から特定の漁場に他の漁村から入漁して操業を行う慣行があった、そのような'慣行を

尊重して当事者問の契約によって入漁することがありそのような権利を入漁権という。

海区漁業調整委員会入漁権の設定、消滅や漁業権の行使方法について強い権限を持った委員会。

現行漁業制度の最大の特色は，明治漁業法に比べて，漁業調整委員会制度を取り入れたこと

である。漁業法（第１条）の目的で「漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運

用によって水面を総合的に利用し，漁業生産力を発展させ，あわせて民主化を図ることを目的

とする｡」と規定されている。現行の漁業制度においては，いかに水面を総合的に利用し，いか

に漁業生産力を発展させるかは，漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構＝漁業調

整委員会システムの運用を図つたうえで行うことが原則となっているのである。

３）許可漁業

「許可」とは，本来自由である行為を公共の福祉上の要請から法令によって一般的に禁止し，これ

を特定の場合に解除するものである。したがって許可によって本来の自由が回復するので新たに権利

が設定されるのではない。漁業の許可は，水産資源の`保護，漁業調整の目的から自由に営むことを一

般的に禁止し，行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除するものであって，本来の自由の回復

であるので，他の漁業を排他して独占的に営む漁業;権とはその性格が本質的に異なっている。

許可漁業には都道府県知事の行う知事許可漁業と農林水産大臣の行う大臣許可漁業がある。

４）ＴＡＣ法

「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」は平成８年に施行された。この国連海洋法条約は，

領海，排他的経済水域，大陸棚等海洋問題一般を包括的に規律する条約である。国連海洋法条約の内

水産業にとって重要な事項は，沿岸国が200海里の範囲内において排他的経済水域を設定できること

である。そして，沿岸国が排他的経済水域を設定した場合には，沿岸国は，自国の排他的経済水域に

おける生物資源の漁獲可能量（TAC1TotalA11owableCatch）を決定するとともに，生物資源の

保存・管理に関する措置を講じなければならないことが義務づけられている（条約第６１条)。
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この規定は,条約上の排他的経済水域を設定する場合においての権利と義務の関,係にある。つまり，

排他的経済水域を設定せず漁獲可能量は決定しなくてもよいが，この場合は，わが国の領海以遠，す

なわち１２海里から２００海里の海域は原則として公海として扱われることになり，この海域において

は生物資源や鉱物資源の管轄権も失うことになるので，このような選択を行うことはできなかったの

である。わが国としては，この条約に定められた権利を主張するとともに義務の履行を的確に図って

いくためには，水産業等の立場から，漁獲可能量を定め，生物資源の保存・管理に関する措置を講ず

るために，このＴＡＣ法の制定が必要と旗ったのである。

海洋法に関する国際連合条約（平成８年７月１２日条約第６号）

第６１条生物資源の保存

（１）拾岸国は，自匡|の排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量を決定する。

（２）沿岸国は，自国が入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して，排他的経済水域

における生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを適当な保存措置及び管理措

置を通じて砿螂保する。このため，適当な場合には，沿岸国及び権限のある国際機関（小地域的

なもの，地域的なもの又は世界的なもののいずれであるかを問わない｡）は，協力する。

（３）２に規定する措置は，また，環境上及び経済上の関連要因（沿岸漁業社会の経済上のニ

ーズ及び開発途上国の特別の要請を含む｡）を勘案し，かつ，漁獲の態様，資源間の相互依存

関係及び一般的に勧告された国際的な最低限度の基準（小地域的なもの，地域的なもの又は世

界的なもののいずれであるかを問わない｡）を考慮して，最大持続生産量を実現することので

きる水準に漁獲される種の資源量を維持し又は回復することのできるようなものとする。

（４）沿岸国は，２に規定する措置をとるに当たり，漁獲される種に関連し又は依存する種の

資源量をその再生産が著しく脅威にさらされることとなるような水準よりも高く維持し又は回

復するために，当該関連し又は依存する種に及ぼす影響を考慮する。

（５）入手することのできる科学的情報，漁獲量及び漁獲努力量に関する統計その`他魚類の保

存に関連するデータについては，適当な場合には権限のある国際機関（小地域的なもの，地域

的なもの又は世界的なもののいずれであるかを問わ瀧い゜）を通じ及びすべての関係国（その

国民が排他的経済水域における漁獲を認められている国を含む｡）の参加を得て，定期'的に提

供し及び交換する。

５）漁業と補償

漁業補償については，一般に多くの誤解がある。その例をあげると「，漁業権を買い取って補償し

た。永久補償された海であるので，再度免許されない」などである。補償は漁業権の制限や消滅にと

もなう営業権の補償であって漁業権そのものが買い取られたわけでもないし売買できない。さらに一

度漁業権が消滅しても、漁業法の規定に基づいて必要がある場合に知事は漁場計画を樹立しなければ

なならい。

（１）、補償の根拠は「他人の'権利を侵害した者は，それに対する損害を賠`償しなければならな

い｡」という民法の規定によるもので。海面を埋立てしたり，海面に工作物を設置したりな

ど，どのような行為によっても，そこで営んでいる漁業に対して損害を与えた場合には，こ

れに対して補償の請求ができる。このことは，何も漁業だけではなく，そこで釣り人を乗せ

て遊漁船業を営んでいる者など，損害をこれによって受ける者は同じように補償を請求する
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ことができる。そして損害が発生する前に補鐺債が行われるのが通常である。この場合は，工

事中や工事が完成後に漁業に与えるであろう損害の額を算定して，いわゆる事前補償が行わ

れているのである。

（２）漁業権（入漁権を含む）の場合は漁業権の対価補償（漁業権は譲渡性がなく取引価格が

ないので，いわゆる収益`価格によっています)。

（３）許可漁業，自由漁業の場合は漁業権漁業以外の自由漁業または許可漁業においても，当

該漁業の利益が社会通念上,権利と認められる程度にまで成熟しているものについては，

漁業権の場合と同様に補償が行われます（同第２条第５項)。

（４）その他の場合は漁業権等の消滅または制限により，漁業者に雇用されている者が職を失

う場合には，再就職するまでの期間中所得を得ることができないときは，これらの者の

請求により，再就職に通常必要とする期間（細則において１年以内と定めています｡）中

の従前の賃金相当額の範囲で補償される。

２，現行制度の問題

現行制度はlIlAC法を除き制度改革後５０年を経ているので、経済社会の変化のなかでその役

割・機能を買えてきているので見直しが必要になっている。どのような見直しが必要かは論者

によって異なる。現在の課題を挙げると次のようになる。

１，現状の漁業への後継者や新規参入をどのように促進していくか。現状の沿岸漁業や沖合

漁業には制度上の参入障壁があるために意欲のある若者が漁業に参入しにくい仕組みになって

いる。これは漁業権漁業、許可漁業ともにそうである。

２，資源の管理をどのように進めていくか、漁業法による漁業権制度～協同組合制度、許可

制度、海区漁業調整委員会だけではそのような資源管理が不十分であった。

３，わが国の漁業生産と漁業地域の経済をどのように維持していくか、もし漁業生産や漁業

地域経済を維持していくならどのような制度で行うの瓶水産物の`供給はその約半分を輸入に

依存しいるが､輸入が増えることによって漁村の地域経済が後退し､漁業からの撤退が相次い

でいる。

４，遊魚や海洋開発など海面を利用する産業とどのように調整していくか、制度の整備は？

５，ＴＡＣの運用の問題､ＴＡＣを内容のあるものとするためにどのような追加施策が必要か？

６，水産生物は法制度上の“無主物，，として位置づけられている。

以上にあげた問題について以下に議論することにする。

１）漁業への労働力・資本の参入障壁の問題

戦後の漁業制度改革では漁業の民主化のために、網元（農業での不在地主）や前期的商業資本の排

除があった。これによって漁村における貧しい漁業労働者の網元や前貸し資本など漁業資本からの隷

属からの解放が行われた。しかしながら５０年を経過した現在漁業者・漁業労働者の状況は大きく変

わった。漁村において労働力流出が激しく、昔のように特定の資本家が過剰人口である漁村から労働

者を調達するといった資本不足・労,働力過剰の状況ははな<なった。このため現在は基本的に漁業労

働者が漁業資本に隷属するといった状況はなく、漁村の労働者は都市労`働と漁村労働とを見比べなが

ら選択するようになった。
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資本参入障壁

このような状況の中で、沿岸漁業特に漁業権漁業においても陸上資本の参入を受け入れて、

漁業・養殖業。遊漁。海洋レクレーションのそれぞれとそれらの複合による活性化が考えられ

るがこのような、資本の導入と資源管理をどのように両立させるかが問題となってくる。漁業

権漁業はその海域に定住する漁業者に漁業協同組合を組織させ、漁業権を与えている。それは

不在地主を排除するため羽織漁師（漁業の資本家）や網元のような外部資本を拒否するための

仕組みであった。しかし、漁業においても高度な技術を持った外部資本を導入して地域の労働

力資源と水産資源の有効利用が行える場合も考えられ、このような外部資本を漁村活性化のた

めにどのように弾力的に導入していくか制度の弾力的運用で行うのか、制度そのものの改変が

必要であるかが検討される必要がある。現在の漁業を営む漁業者に優先的に漁業権を与える制

度では、沿岸漁業は零細漁業経営のみしか存続できないことになり企業的沿岸漁業の展開の可

能性は閉ざされているのである。

労働力参入障壁

漁業権漁業を行うには、一定期間漁業に雇用者として働き、漁業協|司組合の総会において正

組合員の資格を取得し、さらに組合内部の行使規則に基づき漁業権の行使権を取得しなければ

ならない。この場合、組合員資格取得と行使権取得の二段階の手続きがいる。これらの参入障

壁があるのは一定の資源を利用しなければならないという資源管理上の理由のためである。こ

れまでの漁業への現実の参入者はそのほとんどが漁業者の子弟であった。これも基本的には資

源制約からくる問題である。このように外部の者が漁業に参入しにくい理由は、資源制約の他

に次の四つの理由があげられる。つまり①漁船。漁具なの資本投資が膨大にかかる。②漁業の

収入の不安定性等があるので収入に対する見通をもつことができない。③組合員資格、漁業権

行使権、など制度的参入障壁があるために参入しにくい。④漁業の技術が特殊・高度なので熟

練期間が長期に膜る゜等の理由である。

わが国の漁業は、これらの参入障壁が高いといった問題を持っているのである。もし参入障

壁をなくし資源や漁業を適切に管理すれば多数の漁業経営が成り立つ可能性を持っているので

ある。これは農家当たりの耕地面積が世界的には少ないのとは異なるのである。つまりわが国

の２００カイリ領海は世界で７番目に大きく、漁業者当たりの海面面積もそれ以上になるのであ

る。現在は労働力不足で漁業経営が成り立たない場合が多いが。もし労`働力参入障壁をより容

易にすれば活力のある労働力が参入し、わが国の漁業に新しい工夫が重ねられれば生産力が増

大する漁業の労働力吸収力は増えると思われるのである。

不景気による就職難が続く中で農業では就業希望者が増えているという。筆者の知っている

漁業の参入例をあげると、①横浜市漁協芝支所のシャコの底引き網漁業への若者の参入や②日

間賀島漁協における潜水器漁業への参入の例あげることができる。芝支所の例ではシャコの漁

業管理と販売をしっかりすることによって資源と価格を維持し６００万円以上の所得を確保して

いる。日間賀島の例ではアオヤギ、ミルクイ、ウチムラサキ、タイラギなどの貝類の資源を潜

水時間を制限することで資源を守りながら漁獲している。このため－人８００万円の水揚げをあ

げて約５００万円以上の所得を実現しているのである。これらの先進事例では残念ながら漁業管

理に成功したところで漁業者の子弟が漁業に参入する例である。いずれの場合も高卒で一人５００

万円以上の所得を実現するといった高い所得が前提となっている。
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このように海洋の資源は資源と漁業の管理をうまく行えば高所得を生み出すことができるの

である。この場合、労,働力の参入は卵が先か親鳥が先か？の議論に似ている。現在労働力が不

足しているので総意工夫が生まれず、資源先獲り競争が起こり、高コストの乱獲体質の漁業に

なっているが、労働力が補充され人材がそろうと総意工夫が行われていくのである。

区画漁業権への参入

現在魚類養殖業やのり養殖業では闇の漁場貸し借りが行われている。これら区画漁業権は管

理漁業権として組合が管理しているのであるが、様々な事情から権利の賃貸が行われているので

ある。例えば福岡県の有明海では、漁業権を管理するのは一つの組合である。この組合は長年の

いきさつから漁業者に均等にのり漁場の行使権を与えてきた。しかし中には権利を持っていて行

使しないもの、人から借りて経営規模を拡大して経営するところがでてきたのである。このよう

にのり養殖では生産の産地間競争が激しく、画一的な区画漁業権の配分では規模拡大や競争力の

強化ができないのである。魚類養殖でも漁場行使権の賃貸によって漁場規模を拡大している例が

みられる。いずれにしても現在のような区画漁業権の制度では、零細規模の漁家のみを残して大

規模企業的養殖業の展開の可能性を少なくしている。現在でも企業的大規模養殖業は－部で存在

しているが、これも免許上は共同経営という名目で、制度上の問題をクリアーしているのである

が、このような零細規模経営ばかりで活力ある、技術力のある企業や資本を導入できるか問題な

のである。

２）資源管理と漁業法の関係

従来の漁業法による資源．漁業管理体制で十分であったかという問題である。ＴＡＣ法が出来るま

での資源の管理や漁業の調整は、漁業法の漁業権制度、協同組合制度、許可制度、海区漁業調整委員

会及び水産資源､保護法によっていた。漁業管理は沖合と沿岸では異なるのでそれぞれ分けて考えるこ

とにする。

（１）沿岸での漁業管理一沿岸での資源。漁業管理は主に漁業権制度と知事許可制度によって

いる。沿岸の漁業協同組合に漁業権が与えられ、それを漁業協同組合が自主的に管理し

ている｡そのため定着性の貝類や藻類などの資源に関しては比較的よく管理されている。

それに対して回遊Ｉ性の強い魚類に関しては各組合の地先に来たときに先獲（さきどり）

されるものが多い。このような回遊性魚類の資源管理は漁業協同組合を越えた資源管理

組織で行われているが、成功しているものも未成功のものもある。このような資源に関

しては他方で知事許可によって参入制限によって漁獲努力量;（資源に対する漁獲の強さ）

が制限されていることになっている。しかしながら近年の漁具や漁船の能力の発達がめ

ざましく、許可制限が努力量の制限につながっていない場合が多い。そのため沿岸遊泳

資源の乱獲は著しく、また資源先獲りや過剰装備による不合理漁漉も著しい。今後の問

題としては遊泳資源に関してであるが資源規模や広がりに応じた漁業管理組織がつくら

れ、管理計画が立てられ、個々の経営を統括して主体的に管理できる制度が必要である。

（２）沖合での漁業管理一沿岸域では漁業権を地元の組合が持っており、資源は共有であるが

－定の組織の基に管理されている。それに比べて沖合の知事許可漁業や大臣許可漁業で

は許可数を一定に保つことで漁獲努力量の拡大を制限し、資源管理を進めようという発

想であった。その要が海区漁業調整委員会の役割である。海区漁業調整委員会は海区の
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資源の合理的利用を図るために設けられ、そして、資源の管理に関して一定の役割を果

たしてきたのであるが、当初目論まれた役割。機能は－部しか果たさなかった。問題と

しては①そもそも資源に関する科学的情報は少ないため資源管理の機能は限界があった。

②さらに海区漁業調整委員会は地元の漁業協同組合長などの名誉職的な位置になってし

まった。③そして地元の利益代表者が委員を務めているため、地元に利害関係のある問

題に関しては合理的な解決を図るのが難しかった。このような問題があったので海区漁

業調整委員会は資源に対して拡大する漁獲努力量を制限したり、漁業者の先獲り競争に

よる過剰投資などの不合理漁獲を抑えることが出来なかったのである。現実問題として

は、乱獲状態に対して地元出身の海区漁業調整委員は許可数を半分にするといったこと

は漁業者の顔を知っているだけに出来ないのである。このように許可制度と海区漁業調

整委員会制度は必ずしも資源管理を完成させるものではなかった。このような時に国際

海洋法条約の批准に伴ってＴＡＣ制度の導入がなされたのである。

(3)ＴＡＣ（漁獲可能量）制度と漁業管理一現在ＴＡＣ対象魚種はマアジ、マイワシ、サン

マ、サバ類、スケトウダラ、ズワイガニ、スルメイカの７魚種である。これらの魚種が

ＴＡＣ対象になったのはそれぞれの異なる理由からである。マアジ、マイワシ、サンマ、

サバ類の小型浮魚については、漁業による乱獲問題はあまりない。それはこれらの資源

が海洋環境等の条件が良ければ大発生するからである。そのため資源状態が悪いからＴ

ＡＣ対象魚種になったのではなく、それらの漁獲が外国船と競合するからである。海洋

法条約では２００カイリ内資源に関してＴＡＣを決めて、自国漁獲分を明らかにして、

その上で余剰がある場合には外国船に配分することを命じている。このためこれら浮魚

のＴＡＣ決定は生物学的な意味ではなく（浮魚資源の生物学的な許容漁獲量を推定する

ことはほとんど困難である)、それは、一つは、余剰資源がないことを示す政策的必要か

ら出てきたＴＡＣである。二つは、これらの資源の漁獲は過剰に漁獲され市場で価格暴

落する場合が多い、これらの価格暴落を抑えるための政府による生産調整の意味合いを

持っている。従来サンマ戸'、豊漁時の価格暴落が激しくそのために業界による自主的な

生産調整が行われていたかこれは独占禁止法に引っかかる恐れが強く、そのため独占

禁止法が適用されないＴＡしという「国による生産調整」に切り替えたわけである。

３）漁業生産維持と漁業地域経済の維持と漁業制度

わが国の水産物供給はその半分が国内生産で半分は輸入でまかなわれている。今後も輸入水産物が

増え続けると思われるが、わが国の水産業の国際競争力はなぜ弱いのであろうか？また漁村の地域経

済はこのような国際競争力を失う過程で、活力を失い地域経済は大きく後退していると言わざるをえ

ない。もし国際競争力のある漁業生産を回復し漁業地域経済の活'性化を促す方法はないのか、それは

従来どのような制度的枠組みの中で構築されたのか、改革が必要とするならどのような制度改革なの

であろうか？

わが国は世界でも有数の水産資源を抱え、世界でも有数の消費市場を抱え、さらに漁労技術も世界

有数である。このように資源、市場、技術と三拍子そろった産業であるが、唯一資源と漁業の管理が

誤っていたので儲からない漁業が出来てしまったのである。管理,体制が充分でなかったところでは漁

労技術の高度化と消費圧力が乱蝋と不合理漁鍵を招いてしまったのである。
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従来の漁業政策は金融・財政政策によって漁港などのインフラを整備し、漁業に対しては利子補

給などの装,傭の近代化に費やされてきた面が強い。このような財政投融資政策の効果を見直し政策転

換を図らなければならない。現在の生産体制の予想を述べておくと、現在２８万７千人の漁業就業者

は、今後昭和一ケタ世代がリタイア~することによって大幅に減少すると考えられる。その後の生産

は①少ない就業者で従来の漁獲金額を維持する場合、②少ない漁業者に比例して漁獲金額が少なく

なるこの場合、③漁業者減少が連鎖反応を起こして大幅に縮小し、漁業生産も大'幅に減少する場合

が考えられる。政策としては①が望まれるのであるがそのような道筋をたどるには合目的な政策誘

導が必要である。このぱああい､農業で議論されているように、わが国の漁業をどのように位置づけ、

保護政策が必要か必要でないか、僻地。離島および地方の漁村・漁港、大都市の近郊漁村に対する、

それぞれの政策が必要である。また環境問題に対する政策的取り組みも必要で、とくに養殖業におけ

る密殖を軽減する手だてが必要であろう。このような政策展望をたてた上で制度問題を論じる必要が

あるだろう。

４）遊魚や海洋開発など海面を利用する産業とどのように調整していくか、制度の整備は？

海面は漁業のものではない、海面は船舶の航行路として、海洋レクレーションの場として、さら

に海底鉱物資源の採集の場として、様々な使われ方をしている。このような海洋の多面的な使われ方

に対して漁業との調整をどのようにしていくかが問題になっている。海洋レクレーションについては

漁協や漁業者の経営するマリーナ、ダイビングスポットへの渡船、漁業者の兼業としての遊魚案内業

など様々な側面で展開している。横須賀の晦業公社の展開などもその例である。この場合、他産業の

海面`使用と漁業権行使をどのように調整していくかが問題になってくる。

また近年沿岸域における干潟や砂泥域など生物の環境浄化概能などが言われているし、海洋生物

資源の多様性とその’保全が言われるようになってきた。このような国民の共有財として海洋環甫境を守

るのに、海洋環境を総合的に保全する体系的な法制度が整備されることが望まれてくるようになって

いる。従来海洋環境の保全はそこで自然資源を利用し営業権を持っている、漁業者の役割に期待がか

けられていた。しかしながら漁業も経済活動であるので、必ずしも環境側保全の役割を演ずるわけでは

なかった。

例えば、各地の埋め立てによる漁業補償闘争は、漁業漁業所得が低くて高齢化した漁業者にとっ

て、補償額を上げるための条件闘争でしかなかった。これが経済団体としての漁業団体が環境保全を

行う限界である。従って、道路や橋、工場用地などを`作る公共事業は、公共用地埋め立て法があるも

のの、実質的に公共団･体と法律的に権利を認められた漁業協同組合との政治交渉になってしまってい

る。そのため海洋の公共事業は、形としてのアセスメントがあるものの、一方では海洋環境の代弁者

は先に述べた最終的には開発を受け入れる漁業者しか沿らず、事業主幽体は公共団体であるためコスト

と便益の概念が低く、さらに事業費は税金から支払われるために無制限の出費が許されることとなっ

てしまった｡このような過程でわが国の沿岸域は世界でも最も埋め立てが進んだ国となったのである。

用地は内陸部に求めればあるにも関わらず、バブル経済の時期に土地造成による錬金術をねらって埋

め立てが加速されたのである。

従来、海岸や河川湖水に近くに住む人々は水辺で釣りや水泳、貝拾いなど様々なリクレーション

を楽しんでいた、これらの楽しみがそれを保護する法律制度がないことによって奪い去られてきた。

これは入浜権、遊魚権と呼ばれているが、なんの手当もなく奪われたのである…例えば大阪湾は埋め

立てが進み、６割の海岸線が私有化され立入禁止になっている。そして現代では、各地の埋め立て地
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の未利用地が明らかになり、さらに膨大な資金を使って人工海浜を作ろうとしているところもある｡

このように海面の海洋環境を鮴保全する法律制度の整備が遅れていることが最大の問題なのである。

５）ＴＡＣの運用の問題、ＴＡＣを内容のあるものとするためにどのような追加施策が必要か？

わが国のＴＡＣ制度の管理体制は、若干不十分な制度である、すなわち漁獲量が規定量に達した段

階で終漁宣言を出して終わる仕組みである。また韓国との調整が進んでいないので韓国漁船が漁獲を

続けていることも考えられ、終漁に従わないわが国漁船の罰則規定もない状況である。諸外国のＴＡ

Ｃ制度の例をみると、当初はＴＡＣ管理をするために終漁期をもうけるオリンピック方式を併用して

いたのであるが、オリンピック方式期間内に先を争って漁獲するため、漁船、漁具、乗組員すべてが

過大になり、過剰投資を招くのである。このため欧米の諸外国では個々の漁船に漁獲量を割り当てる

ＩＱ制度や（個別割当制)、さらに漁獲割当を自由に売買できるＩＴＱ（譲渡可能割当制）が導入さ

れている。がわが国でもＴＡＣ管理をどのよう旗仕組みで実行するかが問題になっている。現在は漁

業協定制度が実行されているが、これは漁業種類間の紛争が多いことに目を付け、漁業種類間で協定

を結んで資源管理をはかろうとするものである。いわば漁業者集団の自主管理にゆだねた管理方策で

ある。この方式がどの程度有効であるかは時間の経過をみないとわからない。業界団体によってはＴ

ＡＣを守るのにＩＱ方式が良いという考えもあり。現在のＴＡＣ法でも業界団,体が内部でＩＱ方式を

導入することを認めており、今後のＩＱ方式の導入が注目されるところである。

６）水産生物は法制度上の“無主物”

理念としての海洋の資源は国民の共有財産であるが、現実のわが国の法制度はそれに対応するも

のになっていない。例えば水産資源は現在の法制度では“無主物，’であり、漁獲した段階で所有権

が発生する仕組みになっている。このような制度上の問題が資源管理を難しいものにしている、英国

やドイツ等のＥＵ諸国、アメリカでは海洋の資源は国の所有であることを法制度で明確にうたってい

る。そのため漁業資源はそもそも国家のものであり、それを漁業者に漁獲させるという制度的立場を

とっている。そのため優良な漁場に入るには漁場賃料（レント）を国家が徴収して国民に還元してい

る。わが国の:場合は、本来自由な“無主物'’である水産資源を、混乱が起きないように一旦漁獲禁

止にしておいて、その上で許可を発行するという建前をとっている。そのため、将来漁業管理費用を

漁業者から徴収しようとしても、費用徴収の背景となる法制度がないか希薄であることが問題となっ

ている。
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■討論１

●司会（佐久田）皆様方の活発なご質問あるいはご意見の開陳などをお願いしたいと思

います。挙手のうえ、お名前と所属をおっしゃっていただき、ご質問、ご所見を伺い、お

答えいただきたい先生のお名前を挙げていただければありがたいと思います。

●柴山（横浜国立大）新規参入のことについてちょっと気になりましたのでご質問しま

す。もともとはモピリテイが高く、親の職業と子どもの職業の間の関係性が薄くなってい

るということですが､先ほどのお話で､父親が漁業者でなくて新規に参入する人は､287劇000

人に対してどのぐらいいるのでしょうか。

●多屋（東京水産大学）現在、新規参入者が非常に少なくて、基本的には父親が漁業者

である人のなかの一部が新規参入するわけで、業外からの新規参入はほとんど見られませ

ん。２～３％以下で、特異な例だけだろうと考えられます。

●柴山そうすると非常に閉鎖的な産業構造ができあがっており、しかもお話の様子では、

資源管理と生産者の側からの生産方法の検討が多く、消費者の観点が抜け落ちているよう

な感じを受けたのです。もちろんそういう検討もされているとは思うのですが、日本全体

で水産物をどう消費し、これからの食料需要の中でどう位置づけていくかということと漁

業の関係をどう捉えておられるのでしょうか。

●多屋漁業の法制度的なlMiI題では、わが国の水産物消費が非常に重要であります。レス

ター。ブラウンは､先進国になると穀物食から畜産物消費国になっていくと言っています。

例えば、牛肉をどんどん食べたら幾.何級数的に土地の使用率が上り、土地が必要になる。

日本の場合はそういうことが当然できなかったので、動物性たんぱく質を近代化の中で消

費していくという過程で海にたんぱく質を求めて成功したのです。動物性たんぱく質の半

分以上を海に求めているということで、現在のわが国は半分を輸入に頼っています。

この場合、水産関係の中で二つの議論がありまして、一つは、食料政策として将来食料

が足ら抜くなるから農業や漁業を保護しなければいけないという議論がありますが、私は

そうは考えていなくて、食料生産は政策によって大きく変わってくるだろうと考えていま

す。

昨年、一昨年とアジア大平洋地域の需給バランスを考えていきましたが、どうなるかは

なかなかわからないのです。一般的な食料悲観論者は食料が足らなくなるといっています

が、そのいちばん大きな位置づけは中国だろうと考えられています。中国で経済成長が続

いていくと食料消費が増え畜産物消費が増え、畜産物消費が増えていくと、それに対応す

る土地が十分ないと穀物供給ができなくなり海産物の消費が増えていくが、海産物の生産

量はそれほど伸びないだろう。そういうのが悲観論者の考えです。私は政府の農業関係の

政策決定によって需給構造が決まってくるから、中国政府、わが国政府、アメリカ政府が

危機感をもって食料･増産をやれば増産可能であると思います。

いちばん大きな問題は、中国が今後どうなるかということであります。たんぱく質の需
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要が増えて供給が間に合わないということがいちばん中心問題になるわけですが、その後

見てみますと、中国の農産物、特に水産物の生産は倍々ゲームに増えまして、現在、日本

は８００万トンの水産物生産ですが、中国は2,500万トンまで伸ばし、この５年間の間に３

，倍ちょっと増えました。正確な数字ではありませんが、概念的にはそういう感じで伸びた

のです。これは中国奥地で１年間に所得が１万～３万円しかないような農民が、漁業は儲

かるということから近くの河ﾉ||や湖沼で水産養殖業を始めたり、あるいは海面の漁業も始

まり、あらゆる分野で考えられないぐらいの生産増加をしているからです。ですから、政

策誘導によって経済がうまく動けば、食料、水産物が足らなくなるということは一般的に

考えられないというのが私の視点です。

もう一点は、総m体的にＦＡＯは漁業生産量が伸びないと規定していますが、私はそうい

うふうに考えなくて、世界の漁業生産量の中でいちばん大きなウエイトを占めるのが浮き

魚といわれているアジ、サバ、イワシ、サンマなどです。この浮き魚は乱獲をして資源が

なくなるというようなものではなく、自然の再生産にまかされています。自然条件がよけ

れば増えるので、浮き魚資源が大発生すればうまく供給が増えるだろうし、たまたま運が

悪くて、どの浮き魚も大発生しなければ供給が少なくなるだろう、そういう構造を基本的

にとっているのだろうと思います。

その次の問題として、マグロ等は乱獲をしてだんだん少なくなってきているということ

がありますが、一つは、中国での生産が拡大しているということ、二つ目は、世界の水産

物生産の主要部分は浮き魚によって形づくられているので、浮き魚の動向によって食料供

給がどうなるかというのが決まってくる。三点目として、東南アジア各国の漁業生産量が

伸びているのです。乱獲、資源破壊を起こしながら漁獲量は各国とも伸びています。つま

り、水産物の利用はかつてフードチェーンの－番上のマグロ等から始まっていったわけで

すが､量がなくなっていけば浮き魚等の利用していないものを少しずつ利用していくから、

まだまだやろうと思えば量的には確保できるだろう。つまり、各国が努力すればまだまだ

未利用資源があって、利用できるものに手をつけることができる。

そういう三つの点から、水産物食料不足が来るというのは必ずしも適当なことではない

と私は反論しているのです。

●司会どうもありがとうございました。非常に細かなご説明でした。他にいかがでしょ

うか。.

●続いて、多屋先生にお伺いします。食料問題で漁業、養殖業の重要性を私も強く認識

しておりますが、'例えば、先生のお話のなかにもありましたように、必ずしも海面、海洋

というのは漁業者のためだけに存在するわけではありません。それでわれわれのところで

海洋観測などをする時に、直接漁業組合に許可を得に行か欺ければいけないのです。私ど

もが強く思いますのは、たいがいは好意的に対応してくれますが、漁業者というのは一方

の利益の代表になっているわけで、そこに許可を得るのではなく、第三者的なものがあり、

そこで漁業とその他の活動について調整してもらうのが一番いいのではないかと思うので

すが、そういうものは実際に存在するのでしょうか。あるいは将来的に何かそういう動き

があるのでしょうか。
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●多屋私はそのへんはあまり詳しくわからないのですが、海洋観測をするだけだったら

許可はいらないと思います。ただ、魚を採捕するということであれば、都道府県の海区漁

業調整委員会だったと思いますが、特別採捕許可を出さないといけないのです。特別採捕

許可を出す時に地元の漁業者の同意を得なければいけないのです。例えば、そこで実際に

,何かの漁業をやっていて協同漁業権の行使がされていると、それの邪魔をしては漁業権侵

害になりますので、地元漁業者との取り決め、打ち合わせが必要だろうと思います。監督

官庁だけが許可するといっても、梅の現場はちょっとわからないものですから、そういう

形で地元漁業者の了解を得るということは必要だろうと思います。このへんは海を使って

いる専従者である漁業者の取り決めがありますので、それに対-する儀礼といいますか、い

ちおう挨拶が必要だろうと考えています｡今後こういう問題がどんどん起ってきますので、

漁業･側の事'盾をよく知ってもらわないとトラブルが起るのではないかと思います。

●司会先ほど運輸省の秋田先生のほうからメガフロートについていろいろなお話を頂戴

したのですが、メガフロートについてはいかがでございますか。

鯵森山（パシフイックコンサルタント）メガフロートに関して、メガフロートがコスト

縮減に効果があるか見通しみたいなものをお聞かせ願えればと思います。というのは、関

空ですと１兆5,000億円かかった、中部空捲だと７，０００億円かかるとか、そういうすごい

事業費がかかるなかで、メガフロートは主に空港に利用しようということで開発されてい

るようですが、コスト縮減にどれぐらい効果がありそうなのかという見通しが立っていれ

ばお教え願いたいと思います。

●秋田（運輸省）コストの話ですが、一言でいうには非常に難しいところがあるなとい

うのが今の率直なところです。立地条件等によっても相当いろいろ変わってくるでしょう

し、現実の設計による部分も大きなところがあるので、詳細についてはまだまだこれから

詰めていかなければいけないというのが率直なところです。

ただ、￣股的な話をさせていただければ、このへんもまだこれから詰めなければいけな

いわけですが、例えば水深でいった時、２０ｍなり３０ｍの水深を超えるような海域を考え

た場合には、メガフロートに経済的なメリットが出てくる可能性があるのではないかとい

うことが－つあります。

二つ目として、これは行政側の立場としてのことになりますが、従来、埋め立てて独占

的に利用されていたに'｡にメガフロートという方法が新たにオプションの一つとして入って

いくということで、そこでの競争･原理が将来的に期待できないかということが一つありま

す。

三つ目として、関空のお話がちょっとありましたが、関空の時にはセミサブ型というこ

とで今開発しているものとは違うタイプで提案がなされたと理解しています。セミサブ型

と今開発を進めている箱型のポンツーン型というタイプとを比較した場合には、ポンツー

ン型の方がコスト的に格段に安くなります。何割かというのはわかりませんが、ちょっと

抽象的ですがそういうことはいえるかと思います。
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⑤司会具体的な数字はまた別にいたしまして。どうもありがとうございました。

●柴山秋田さんにお伺いします。先ほど水域占有許可と公有面積埋立法と国有財産法が

候補として挙がっているというお話でしたが、これは構造物の規模と目的に応じて使い分

けるという話でしょうか。それともメガフロートについてはどれか一つを使うということ

なのか、それともこの三つのうちのいくつかを適用するという話なのか、そのへんをもう

少し教えていただければと｣思います。

●秋田おっしゃるとおりで、一つは規模に関していうと、２０ヘクタールということに

ついては現実に法制度が適用されているという事実がまずあるのです。それをベースに考

えた時に、それでは３０ヘクタールではどうなのか、４０ヘクタールではどうなのかという

既存の実績の延長で考えていく考え方が－つありますが、どこまで既存の延長で考えられ

るのか、そこが非常にはっきりしないところです。ただ、規模で考えていった時にはいろ

いろな問題点が出てくるというところまでは今認識しているということでご勘弁いただき

たいと思います。

それから、一つを選ぶのかということですが、原則としてはどれか一つに絞り込むのが

望ましいだろうと思っています。ただ、この法的な位置づけがメガフロートの根幹にあた

るということがあり、例えば、メガフロートを土地に準じて公有水面埋立法として扱う可

能性という話をしたわけですが、土地に準じて扱った時に、土地なのに減価I償却の対象と

して考えるということについて問題がないのかどうか、そういう税制上の問題も出てきま

すし、法律上の位置づけがいろいろな面とからんでくるところがあるので、最終的にどれ

か一つということになるのか、どうかは分りません。

●司会土地として云々、また技術的な問題がその間に入ってまいりまして、先ほどの水

深の問題や繋留の問題、あるいは動揺を防ぐについて、そのあとの組み合わせを考えます

と級数的に数が増えてなかなか大変なのです。上物などについて類別などがパラメーター

として入ってくるとまた大変な話になります。現在の運輸省内の委員会で精力的に詰めて

おられるというのは、やはりファンダメンタルのベースになりますね。法規制云々という

ところですから、もうしばらく時間も必要なのではないかという感じがします。

⑩最初のメガフロートでもご説明があったように、いろいろ新しい技術によって海面の

スペースの有効利用が進んできて、日本としてもどんどんそういうことを進めて、漁業権

の問題がいろいろ障害になっているということからこういう組み合わせになっているのだ

と思います。漁業権の問題は非常に根が深い問題で難しいということは私どもも承知して

おりますが、今のお話で、漁業自体も非常に大きな問題に直面してきて自らの死活の問題

になってきているということです。社会的にもいろいろな改革が迫られて大きな変革が起

ろうとしているなかで、かなり抜本的な新しい改革をやる政策提言をしていくようなスタ

ディは行われてもいいのではないかと思いますが、そのへんはどうなっているのでしょう

か。今わりあいとチャンスではないかという気もするのですが、そのへんを両先生にお伺
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いしたいと思います。

●多屋私のほうからいいますと、海の利用に関して、今のところは漁業権が先行してい

て、漁業権の買収が進めば○Ｋになりますが、その前に仕組みとしては環境アセスメント

等があってうまくいっているということになります。現実的には政治的に漁業権者に話が

つけられれば公共事業として進められたりします。

将来を見据えた立場に立って、海面をどう利用したら一番いいのか、現在そういうこと

をやるところがないというのが非常に大きい問題だろうと思います。非常に長期的な側面

から、あるいは水面というのは環境水質浄化機能などいろいろな機能があるので、今後さ

まざまな海面利用が進むと思いますが、その場合、漁業権さえ話がつければいいのだとい

うことだと、むしろ簡単にすんでしまう。先ほどちょっと障害になっていると言われたの

ですが、むしろ非常に安い値段で売り渡されてしまうということが問題なのです。海面の

総合的利用を考える仕組みが基本的にはあまりないのではないかということが問題だろう

と思います。そのへんを今後進めていかなければいけません。

今、政策提言をいろいろなレベルでやっていければいいと思うのですが、現実問題とし

ては、私も官庁にいましたが、担当者はあえてそういう大きな問題に手を染めるというこ

とはできないのです。とくに省庁を超えた大きなテーマを取り上げるということは、世間

から問題が盛り上がってこない限り、自分から手を染めないのではないか。それで大きな

失敗をする可能性もありますし、官庁というのは減点法で失敗すればだめで、そこそこに

やればいいというところがありますので、自らそれほど大きな問題に手を染めるというこ

とはできない。むしろ世間からそれに手に染めないとしようがなくなるような事態が起っ

てくれば、そのときに始めて何とかなるのではないかという私見を持っています。

●秋田減点法のお話でしたが、私自身もずっと今の省庁体制でやってきまして、頭打ち

みたいな感じがあるというのは率直なところです。海洋であれば、例えば、経済構造改革

プログラムということで一昨年にそれなりの計画ができたりしているのですが、抜本的な

ものにはまだまだかなという感じがしています。

私自身が期待しているのは、２００１年に私ども運輸省が建設省、国土庁、開発局などと

統合するわけで、そうなると今の私どもの空港・港湾という業務に海岸や道路といったも

のが一元的に１人の大臣なりリーダーシップのもとでやることが現実のものになってくる

わけですから、むしろそういった中で今の政策の拡大がもっともっといい形で図っていか

れるのではないかということを正直いって期待しているわけです。

q､司会どうもありがとうございます。なかなかデリケートなところでございます。

●寺本（神奈川大学）メガフロートに関連してのお願いですが、世界の人口が来年は６０

億になるだろうといわれ、どんどん増え続けて１００億を超え、１００年先ぐらいには１１０億

までいって止まるだろうという国運関係機関の予測があります。その場合に現在の２０億

トンの穀物生産ではとても間に合わない。陸地の耕地としての利用は１０％で、それ以上

増やせないのは明らかであります。先ほどの多屋先生は楽観的なお話でしたが、私は非常
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に悲観的であります。陸上がだめならば梅で穀物生産も含めてしなければだめではないか

と思っております。そこでメガフロートが出てくるわけです。

メガフロートの上で畑や田んぼをつくる。その場合に繋留したのでは気候変動とかその

他環境に問題が出ますので、例えば、亜熱帯循環に乗せて日本列島ぐらいの面積をフロー

トに乗せて、動かしながら農業をやるということでも考えるしかないのかなと考えていま

す。１００年先ですから少し余裕があるので、もっといい知恵が出ればいいのですが、そん

なことも考えております。昨日も日本工業新聞のインタビューを受けた時にそういう話を

しましたが、それをただの話としないで、そんなことをいっているやつもいるのだという

ことを心の隅に留めていただければと思います。

⑪秋田そういうことになると農林水産省の方とも連携ができるかと思います。

●前田（東京大学）お二方にお尋ねしたいのですが、今、寺本先生から食料生産にメガ

フロートを利用したらどうかというお話がありました。私も同じようなことで、水産の養

殖施設として利用することも可能かという感じがします。海上で淳･体構造物を作ると、あ

る意味では陸上に対して割高になる、建設費がかさむということも当然想･像できるのです

が、それを－つの目的だけに使用すると非常にもったいないと思います。．例えば、空港に

利用すると同時に水産施設として利用する。関空の場合では魚の帽集効果が非常にあると

かエビが集まるとかいわれているので、そういう養殖施設として利用もできます。１，０００

ｍ、5,000ｍのような浮体をつくれば当然下が暗くなります。一時期暗いというのは非常

にマイナス効果といわれたのですが、逆に暗いところを利用して、先ほどの横浜国立大学

の柴山さんではありませんが、シャコを養殖するとか、潮の流れがありますから栄養が豊

富ですし、溶存酸素はくるし、プランクトンはくる。そういう意味で環境もけっして悪く

なく、しかも陽が射さないことによって非常にきれいな色のシャコができる。そういうこ

ともあるいは可能かもしれません。

そうなってくると、区画漁業権の関係等いろいろ出てくると思うのですが、空港と同時

にそういう養殖業も空港の運営会社が兼ねてできるか、そのあたりの可能性はいかがでし

ょうか。

●多屋大分県の海洋牧場は、浮き人工島を建てて、音響馴致により生け賛を使わない養

殖場を作っています。そのへんにマダイが自由に行き来して餌の時だけ集まってくるとい

う海洋牧場があちこちにできて、子どもの教科書にも載っています。そういった海洋牧場

の問題、あるいは人工湧昇流のプロジェクトなどに関わってきたのですが、どれもこれも

コストがかかりすぎるのです。われわれ経済屋のほうからいくと、コストが非常にかかっ

た資金をどこかの貯金にし、その利子で海外から農産物や水産物を買ってきた方が１０倍

ぐらい買えるというものが多く、やはり問題はコストと収穫とをどううまくバランスさせ

るかです。可脂性がないということではなく、こういう浮体物のところでアワビを中間育

成すれば非常に高価なものが採れるということがあります。例えば、前に人工湧昇流を作

ったらイワシが増えるという話だったのですが、その当時イワシは北部大平洋で違って獲

っておりました。いちばん魚群の多いのを獲ると船が沈没してしまうから、魚群の少ない
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ところを選って沈没しないように獲っていたのです。浮き魚資源が増えた時はそういう状

況だったわけです。

ですから、コストの関係からいって、単に魚が増える、食料タンパクが増えるというこ

とではなく、採算性のあるシステムをどれだけ作れるかということが問題になります。む

しろ繊密な形態でどういう高価なものがつくれるか、どんな複合的な要素を組み合わせて

コストを回収できるかという算術になってくるだろうと私は考えております。

●秋田私自身、メガフロートなり浮体構造物がいろいろな用途に使われるだろうという

ことについては認識していたのですが、正直いって、今いわれたような農作物とか養殖と

か、そういうところまではあまり考えが及びませんでした.たしかに前田先生がいわれた

ように、追浜沖の状況などを見ますと、まったく考えられないことではないのかなという

気がしています。

－つだけ補足説明させていただきますと、今は空港が前面に出ていますが、それは必ず

しも空港に特定して技術開発なりいろいろな検討･をしているということではありません

で、いろいろな用途にこれから使われていくだろうという中で、いわゆる要求条件がいち

ばん厳しいものが空港だろうという理解をしています。具体的には電波関係の航法計器等

の問題があるため、そういう要求条件の厳しい施設の代表として空港を想定し、いろいろ

検討を進めているという理解です。

これはちょっと質問とは別になるのですが、法制度の問題点をかなり挙げましたので、

「じゃあ今は何もできないのか」ともし思われたら、それは私の説明の足らないところで、

先ほども話したように、今ある既存の制度で個別のプロジェクトについて特例的、自発的

な形での対応は今でもそれなりにできるのだろうというふうに理解しています。ただ、こ

れを広く世の中に広めて円滑にスムーズに使って頂くようにするという一般的な利用とい

うことを考えた場合には、本格的な法制度の検討が必要で、今日私が述べさせていただい

たようないろいろな問題点をクリアにしておくことが必要だろうという理解です。

●司会どうもありがとうございました。まだまだいろいろご質問やご所見の開陳などが

あるかと思いますが、ちょうど定刻になりましたので、これをもって午前の部の討論を終

わりたいと思います。私は司会者の率直な感じですが、法律云々という非常にデリケート

な問題を現在検討中のところ、あるいは前には官庁におられ今は大学に移ったという立場

から非常に詳細なお話、ご意見などを頂戴できまして本当にありがとうございました。こ

のパネルの目的からしまして、午前の部は＋二分に目的を達したと思いました。改めてお

二人の講師の方々にお礼を申しあげたいと思います。どうもありがとうございました。
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■国際会議報告

●司会（前田）それでは午後の部を始めさせていただきます｡私は造船学会から運営委

員に出ております前田と申します。よろしくお願いいたします。

まず最初に、午後の部の国際会議報告を行います。初めの１０分は○ＴＣのご報告を、

日本海洋開発産業協会（ＪＯＬＡ）調査広報課長の北村さんにお願いいたします。

●北村,潜越でございますが、こういうような話があったのだなというぐらいの感じでご

理解いただければ幸いでございます。

今年のＯＴＣは３０周年でございました。１９６９年に始まりましたので３０回目になりま

したが､それに合わせたお祭りやイベントは特にございませんで真面目にやったわけです。

資料を５０部刷りまして入口に置いたのですが、お持ちでない方がありましたらご入手く

ださい。

いつものとおり５月の第１週の月～木の４日間、アストロホールで開催されました。主

催者はＳＰＥをはじめ11学会と、ＩＡＤＣ(IntemationalAssociationofDrillingConlractor)、

ＰＥＳＡ(PetroleumEquipmentSuppliersAssociation)、ＩＰＡＡ(lndependentPetroleum

AssociationofAmerica)、これはメジャー系ではない勢いのある石油会社の協会、それと

Ｎ○１Ａ(NationalOceanlndushyAssociatio､)はＪＯＩＡとはまったく異なりまして、アメ

リカが掘削のモラトリアムをやっていますが、規制に大反対し、また役所ではミネラル・

マネージメント・サービス（ＭＭＳ）というのがありますが、協力してロビー活動をする

プレッシャーグループです｡更にＵＫ○Ａ(UnitedKingdomOf(ishoreOperatorsAssociation)、

ＩＡＧＣ(IntemationalAssociationofGeophysicalContractor)が協賛しております。これだけ

の石油に熱意のある団体が協力している非常に優秀な展示会。国際会議だということで

す。

７０年になりまして漸く入場者は５万人に回復するかというところだったのですが、３５９

人足りませんでしたた゜その後１０万人の時代がありましたが、８３年から８５年に５万人

になって、８６年の末に油価が１０ドルを切りましたので○ＴＣが３分の１ぐらいになり、

２万人になりました。９０年から３万人になり、９７年は43,394人に回復し、今年は５万人

が期待されました。

今年の注目技術としましては、２ページ目の１１にありますが、シェル・メンサ゜プロ

ジェクト海底生産システムで、メキシコ湾のガス生産装置ですが、これがアウォードを得

ました。それから、石油業界の傾向としましてドリルシップが復活してきました。現在、４０

隻,位と建造ラッシュになっているそうです。それから、去年報告させていただいたときに

アーカー。マリタイムのラム・リグというニュータイプの軽量リグができたとご紹介申し

あげましたが、ハイドラリフトという優秀な会社が同じようなリグを展示しました。それ

からＭ＆Ａがものすごく盛んでございまして、ドリリング・サービスのハリバートンとド

レッサーが合併するというニュースを聞きました。それからドリリングコントラクターの

合`併もオランダのＮＥＤＤＲＩＬＬが米国のＮ○ＢＬＥＤＲ１ＬＬＩＮＧに吸収された

様に従来以上に盛んになって来ております。

論文は論文集に載っているのが２５４です。アメリカが全体の５９～６０％、各国の1愼番は
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資料のようになっています。日本からは無くなっているような状況ですが、少ないなが

ら去年も発表しましたし、今年もありまして、一つは、石油公団の戸野聡理事さんが、太

平洋縁辺の天然ガスの現状について報告されました。これは「アクティブ・アリーナー」

という○ＴＣのオフイシヤルのテーマになっています。技術開発論文ではなくて、太平洋

縁辺ガスの開発状況について述べたものです。二つ目は、横河電機の植木さんが発表され

ました「放射線機器の使用による多層流量計」です。海底生産システムが今年の○ＴＣで

注目されましたが、海底生産システムのための流量計でございます。
展示面積も非常に増え、３０％増して、,付属のアストロアリーナというエキスポセンタ

ーが満杯になりました。展示者数が1,846で、これも大幅に増えました。日本の出展は、

今、ＪＯｌＡが纏めてやっておりませんので、現地法人の新日鐡、姫路の浜中製鎖工業、

そして中国塗料が初めて出展しました。ＶＬＣＣというのは皆さんご承知のとおり、二重

殻に規制され、建造にブームになっているようでして、中国塗料は景気がよくて出展され

たというと失礼ですが､引き合い多寡と報道されております｡社前はＣＭＰ(ChugokuMarin

PaintCoatinglnc）で登録されていました。

○ＴＣはアストロホールのど真ん中にアメリカの大企業が展示するのですが、ど真ん中

を占めているのはハリバートン、シュランベルジャー、ベーカーヒューズ、ドレッサーと

いう四大企業です。海洋開発は海面、海中や海底という髄囲がありますが、この四社は土

の中を掘る素晴らしい技術をもっている会社です。石油会社がＷリング・ニントラクタ

ーと契約しますけれど、必ずこの四社が下に入って、オイル・リゾバー（油層）を掘ると

ころをやるわけです－．ですからその技術はすごいのです。

先程'２卜'しあげましたように、しかもハリバートンがドレッサーを吸収合併するという大

事件がありました。ドレッサーとベーカーヒューズがくっつけば三大企業になって均衡が

とれるのではないかなという素人的感じを持ちましたけれど、ハリバートンがドレッサー

を吸収するのです。ウェザーフォードという会社も士のに1ｺを掘ってＭＷＤで計測しながら

掘るとか、マルチラテラルができます。

ソナーダインというのは中央には展示しませんでしたが、スウェーデンのシムラッドに

次ぐような音響ソナーの会社だそうです。流花（リュウファ）というプロジェクトがあり

ましたが、あのときにアモコ社がテンプレートレスでフローテイングを海底の生産装置に

つないだのですが、それはソナーダインのセンサーでＧＰＳがうまく作動したからテンプ

レートの費用が削減できたということです。

シェル・メンサ・プロジェクトのコンセプトはこれです。水深1,600ｍで、ウェスト。

デルタ・プラットホームという生産プラットホームにタイバックするというものです。生

産ラインを継なぐということですけれど、それが何と１１０キロ、６８マイルです。１１０キロ

の距離を継ないでいるわけですから都市と都市の間くらいの距離です。石油生産ではこう

いう技術開発をしてしまうわけです。シェル。メンサ・プロジェクトは全部記録を塗り替

えたということで、ＯＴＣアウォードの今年の団体賞を鍵得ました。

３ページにグリッド（表）がありますが、セッションの月曜日の最初のときにメンサと

いうのをやりました｡それから､復活しつつあるドリリング・シップの論文がありまして、

ＩＨＣとグストというオランダの会社が二つの論文を発表しました。これは素晴らしい論

文です。とくに８７４９というのは素晴らしいものです。なぜこれが流行るようになったか
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というと、ストレージができ、容量が大であること、それからプラットホームには、ＧＰ

Ｓというのはものすごいお金がかかるわけですが、船にした場合はそれほどお金が掛から

ない。装遡傭するけれど、それほど重装備にしない。そういうことだそうです。

その次のページに、ドリルシップの最近の建造ラッシュの表を掲げました。それから先

ほどいったハイドロリックの軽量リグの絵を掲げております。これは従来のパワースイベ

ルとか、クラウン。ブロックとか、トラベリング・ブロックが全然有りませんで、ハイド

ロリックの油圧で回しながらやるから軽量で作業スペースが充分空いているということで

ございます。これで終わります。

●司会どうもありがとうございました。貴重なＯＴＣの情報をいただきました。

それでは続きまして、今年の４月に行われた国際会議で日本で行われたものですが、「ア

ンダーウォーター。テクノロジー'9８（ＵＴ９８)」と、今年の７月に行われました「○ＭＡ

Ｅ・海洋工学と極地工学に関する国際会議｣の２件のご報告をさせていただきます。「ア

ンダーウォーター。テクノロジー198」は東京のニュー山王ホテルというアメリカの軍の

施設になっていますが、そこで行われまして、主催が東京大学生産技術研究所とアメリカ

の電気学会の海洋部会の東京支部でございます。参加者が２００名、論文数が７８、参加者

のうち外国から９０名ほど来られましたから、自慢できる国際会議といえるかと思います。

「○ＭＡＥ'98」は今年の７月６日～９日、ポルトガルのリスボンで行われまして、主

催はアメリカの機械学会ほか世界中の３０の学協会が集まって主釧催しているものでありま

す。参加者は４８０名で、これはリスボンという名前に惹かれたのか、同伴者がそれとは別

に８０名来ております。論文数が400件でした。

「アンダーウォーター。テクノロジー198」は名前とのとおり、対･象は海中技術になり

ますので、主として海のモニタリングになります。内容は潜水艇、ＡＵＶ、ＲＯＶが論文

数としては圧倒的でしたが、それ以外に水に'｡音響関係の論文が多数発表されております。

ＡＵＶ、Ｒ○Ｖ関係ですと制御とか流体力学的な特性とか操縦'性とか、そういった論文が

ございます。水中音響機器はもともとアメリカが進んでいまです。日本もそれなりにトモ

グラフイーの論文とか､合成開口ソナーの論文とか面白い論文が多数発表されていました.

水中音響関係は日本はいろいろ頑張っているのですが、まだまだ質・量ともアメリカに圧

倒され、これから大いに伸びてほしいと思っている分野です。

「○ＭＡＥ(OffShoreMechanicsalldArcticEngineering)'98」がリスボンで行われました。

今年はリスボンの地で万国博覧会が開かれていまして、今年が国際海洋年ということから

万国博覧会のテーマも「海からの遺産」とし、「ヴァスコ・ダ・ガマ就航５００年記念」と

いう形で大変盛大に行われました。７月２０日はジヤパンデーということで、ＪＡＭＳＴ

ＥＣの観測船等も来航し、大変賑やかに行われました。地球規模での環境問題､食料問題、

エネルギー問題、資源問題、これは非常に海が関連して重要です。メインテーマが「持続

的発展」ということになっています。

会議の論文の内容ですが、昨年の４月に横浜で行われたときに海洋空間利用という新し

いシンポジウムを設け、リスボンでもやはりこれが設けられました。特にワークショップ

として、メガフロートといいますか、フローテイング・エアポートというワークショッブ

を設けまして、日本のメガフロートの活動状況のほか、アメリカのモーバイル・オブショ
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ア・ベースというプロジェクトがありますが、そちらの報告もいただきました。海洋空間

利用のシンポジウムの中で目玉のワークショップということで大勢の方に集まっていただ

きました。

そのほかに、ＡＵＶやリモセンのセッションもございまして、こちらは個別にものを行

うというより、ぜひこういう人たちは、すでに利用できる形まで技術が成熟しているから

いろいろな分野で、特に石油関`係で利用してほしいというのが切実な願いであります。そ

れから水産養殖の発表もございましてこれは非常に興味があったのですが、流体力学的特

性も含めて、網地を簡単な棒と回転するジョイント部分に分けまして、何千、何万という

メッシュでそれを強引に解くというやり方で、魚の網地のダイナミックスをやっていまし

た。曳航トロールの船がぐるっとまわる時に網地がどういうふうに変化するか、それをコ

ンピュータグラフィックスに入れるという形でやられています。

ｏＭＡＥのメインテーマは海洋石油でありまして、今年はとくに目を惹いたのはデイー

プウォーターです。そのなかでのいろいろな新しい技術が現実に使われていまして、そう

いう発表が多数ありました。テンションレグ・プラットホームとか、カテナリムアリング

というのがありますが、それのちょうど中間ぐらいの、3,000ｍ水深でブラジルで実際に

やられている例なども報告されていましたが、トートレグ・プラットホームというちょう

ど斜めにピンと張った状態で、しかもアンカーはサクションアンカーということで、直径

が５ｍか１０ｍぐらいもある鋼製のサクシヨンアンカーをぽんぽん打って、それでピンと

張ったトートレグでプラットホームを押さえるものとか、こんな技術がどんどん発表され

ておりました。そのときに使うロープも繊維ロープでして、これはケブラーとは違う種類

の非常に安上がりのロープを使うとか、ライザー管にしてもカーボン入りのＦＲＰのライ

ザーでコスト的にも非常に安いのを`使うとか、ディープウォーター関係のＭリングの話

は大変興味がありました｡ライザーレスでドリリングというのは当然目玉になっています。

こういう形でデイープウォーターが非常に盛んになりつつあり、海洋石油がまた非常に活

況を呈してきたというのが印象です。

あとは先のお話になりますが、今日はそれ以外に資料を２枚受付でお配りしましたが、

｢オーシヤノロジ－．インターナショナル・パシフイックリム｣の宣伝です｡来年の４月２７

日～２９日にシンガポールで行われます。これはブライトンで行われている「オーシヤノ

ロジ－．インターナショナル｣のアジア版でありまして、こちらはどちらかといいますと、

海洋のモニタリング関係が非常に強いグループという印象をもっています。「○ＭＡＥ'99」

は来年はカナダのセントジヨーンズで７月１２日～１５日に行われます。先ほどのアンダー

ウォーター・テクノロジーは９９年は行いませんで、「アンダーウォーター・テクノロジー

2000」を今のところ日本で行うということで決まっております。開催は４月か５月に行う

という予寵になっています。

以上、駆け足でしたけれど、「ＵＴ'98」と「○ＭＡＥ'98」のご報告でございます。どう

もありがとうございました。
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海洋開発の将来について

村上正

科学技術庁研究開発局海洋地球課長

概要

海洋開発への政府の現在の取り組みを外観するため、まず、関連予算について解説する。次に中

長期的な取り組みとして、政府の海洋開発審議会における検討状況について解説する。｜司審議会の平

成２年の答申「長期|的展望に立つ海洋開発の基本的構想及び推進方策について」がその後どのように

実行されてきたか、その後の海洋法条約の我が国についての発効、環境評価についての法整備、メガ

フロート等の技術の進展を踏まえ、２１世紀を迎えるに当たって今後どのように海洋開発を進めるべ

きか等について、平成９年はじめから約１年間にわたり検討され、平成１０年６月にまとまった海洋

開発審議会基本問題懇談会報告書「２１世紀の海洋開発に向けて」を概説する。最後に、海洋地球jlijW

究船「みらい」の就航、ナホトカ号の沈没部調査など、最近の海洋開発を巡るトピックについて解説

する。

1．平成１０年度海洋開発関連予算

科学技術庁は、海洋開発に関連する行政機関によって構成される「海洋開発関係省庁連絡会議」

の事務局を内閣内政審議室と共に務めている。同会議がまとめた平成１０年度における海洋開発の

推進に必要な海洋開発関係予算及び補正予算は、別紙１のとおりである。海洋開発関係予算は総

額１兆２９９億円、補正予算が１，９９５億円である。ここでは、海岸事業、港湾整備大規模架

橋、漁業関連事業等の海洋開発事業関係経費が大半を占めている。それに対し、海洋調査等の海

洋科学技術関連経費は全体の約８％となっている。このうち、科学技術庁関係では、最終的には

４０００ｍの海底において海底下７０００ｍの掘削を目指す深海掘削システムの開発研究、原子

力船「むつ」を改造した世界最大級（総トン数８，７００トン）の海洋地球研究船「みらい」の

本格運航、地球変動のメカニズムを研究するための流動システムである地球フロンティア研究シ

ステムの充実等に関する経費を計上。補正予算においては、自律型無人潜水機試験機（ＡＵＶ）

の開発に係る経費等を計上。

２．海洋開発審議会の検討

海洋の開発に関する基本的・総合的な事項の調査審議を所掌する政府の海洋開発審議会は、平

成元年に内閣総理大臣より、長期的展望に立つ海洋開発の基本的構想及び推進方策について諮問

を受け、平成２年５月に、２０００年を目指した開発目標等を含む答申を行った。現在政府にお
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いて、海洋開発関係省庁連絡会議における連携のもと、本答申に従った施策が行われている。

一方、近年国連海洋法条約の我が国についての発効（９６年）、海洋地球研究船「みらい」の

就航（９７年）等による海洋観測手段の充実、大型浮体構造物（メガフロート）等の新たな海洋

空間利用の可能性の拡大など、海洋開発をめぐる状況が変化してきている。

また、環境基本法（９３年）及び環境影響評価法（９７年）の制定等、海洋環境蝋保全のための

枠組みが整備されたこと等により、「海洋開発」という言葉そのものの持つ意味合いが変化しつ

つある。

海洋開発審議会ではこうした状況の変化を分析し、現状の問題点を整理するため、平成９年５

月に基本問題懇談会を設置し、平成１０年６月に報告書を取りまとめたところである。（別紙２）

科学技術庁に関連の深い領域においては､従来の海洋のメカニズムの解明に主眼をおいた観測・

研究から、大気。陸域の現象と海洋を結びつけた研究へと力点を移す方向が示されている。例え

ば、大気中の温室効果ガスの濃度変化を海洋の温室効果ガスの収支のメカニズムに関連づけた研

究や、深海掘削による地球変動の歴史や地球内部変動メカニズムの解明研究である。これらによ

り、全体として「地球を理解するための海洋研究」への変化が示されている。また、海洋の開発・

利用面では、二酸化炭素海洋固定等による地球温暖化問題への対応の可能性が指摘されている。

３．最近一年間のトピックス

海洋開発審議会２１世紀の長期ビジョン策定検討開始

青森県むつ市関根浜に海洋観測ブイ等の整備を行う「観測機材整備場」完成

深海掘削の国際会議を東京で開催

海洋地球研究船「みらい」の利用計画策定

「みらいぃ深海調査研究船「かいれい」（10,000,級無人探査機「かいこう」母

船）晴悔にて完成式典挙行

「地球フロンティア研究システム」活動開始、ハワイ及びアラスカにおける日米協

力による研究センター活動開始

熱帯降雨観測衛星（ＴＲＭＭ）打ち上げ

行政改革の最終報告取り纏め：総合科学技術会議、教育科学技術省、国立研の再編

等

地球温暖化防止京都会議（Ｃ○Ｐ３）

学童疎開船「対馬丸」の船体を水深８７０ｍの海底に発見

「ナホトカ」号沈没部の再調査

浮,体式波力装綴「マイティホェール」着水式

海洋観測ブイシステム（TRITON）を「みらい」が赤道海域に展開

成層圏プラットフォーム推進協議会初会合

青森県むつ市関根浜に「みらい」の採取試料を対象とする「試料分析棟」完成

総合経済対策策定

リスボン国際博覧会開会「大洋、未来への遺産」がテーマ

地球温暖化対策推進大綱が地球温暖化対策推進本部において決定

「マイティーホエール」実海域試験の開始（三重県五ヶ所湾）

平成９年５月

５月

７月

９月

１０月

１０脂

１１月

１２月

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

２
２
３
３
３
３
４
４
５
６
７

１
１
年
０１成平
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平成10年度海洋開発事業関係経費政府予算の概要
(単位：百万円）

省庁名 対前年度比９年度 [０年度 術 考

予算額 子･算額 増△減

《沿岸域を含む海洋の総合利用の検討未定》、国土庁 Ｒ

摩
０
▽ Ｉ

海洋利用推進検討費、《国士総合開発事業調整費未定》（１２．５％）

沿岸漁堀整備開発事業、栽培漁業の振興、農林水産省 △２５１０７１285.204 260,133

さけ．ます資源の管理の推進、義殖業の推進、(△８．８％）

沿岸漁業構造改善事業、漁港漁村関係事業、海岸事業、

基盤的な流通加工施設の整備

通商産業省 大陸棚石油開発融資、海洋開発機器建造融資

Iいずれも財投Ｉ

海岸事業､港湾整備事業､港湾機能施設整備事業等、運輸省 △Ｌ６２９488.51049ｑｌ３Ｓ

(△０．３％） 港湾関係民活法特定施設整備事業の推進、特定民間都市開発

事業の推進、小型船拠点総合整備事業の推進、臨海部再開発

促進事業の推進、民有水際線における環境整備の推進、海洋

開発機器の整備、関西国際空港の整備、東京国際空港（羽田

）沖合jjiiLlIlM顎業の整備、中部国際空港の整備、自動車旅行拠

点施設整備、リゾート地域の整備

[財投、ＮＴＴ無利子賃付含む］

郵政省 地域海洋通信整備事業［無利子融資。

建設省 (湾岸道路事業未定Ⅲ本州四国連絡道路事業、527,869 203,594 △324,275

大規樅公園駆業等、海岸保全施設整備事業等､(△６１．４％）(180,664）

海岸環境整備事業、公有地造成護岸等整備事業

i財投、ＮＴＴ無利子貸付含む］

０
＋
’

二
一
ロ

ム□

△350,974１．３０３，２２０ 952.246

(△２６．９％）(180,664】

本表は科学技術庁集計による。

実行段階で決定される予算については、９年度のみ外数として《》で示した。

農林水産省、運輸省、建設省分については、国土庁（一般離勘、奄美分）、北海道開発庁、沖縄開発庁の所管分を含

む。

注１）

注２）

注３）

3５

省庁名 ９年度

予算額

１０年度

予算額

対前年度比

増△減

備考

国土庁 ８

（１２．５％）

《沿岸域を含む海洋の総合利用の検討未定》、

海洋利用推進検討費、《国土総合開発事業調整費未定》

農林水産省 285`２０４ 2６０，１３３ △２５，０７１､

(△８．８％）

沿岸漁堀整備開発事業、栽培漁業の振興、

さけ．ます資源の管理の推進、義殖業の推進、

沿岸漁業構造改善事業、漁港漁村関係事業、海岸事業、

基盤的な流通加工施設の整備

通商産業省 大陸棚石油開発融資、海洋開発機器建造融資

[いずれも財投］

運輸省 4９０１１３９ 488,510 △Ｌ６２９

(△０．３％）

海岸事業､港湾整備事業､港湾機能施設整備事業等、

港湾関係民活法特定施設整備事業の推進、特定民間都市開発

事業の推進、小型船拠点総合整備事業の推進、臨海部再開発

促進事業の推進、民有水際線における環境整備の推進、海洋

開発機器の整備、関西国際空港の整備、東京国際空港（羽田

）沖合jjiiLlIlM蝋業の整備、中部国際空港の盤llli、自動車旅行拠

点施設整IWi、リゾート地域の整備

[財投、ＮＴＴ無利子賃付含む］

郵政省 地域海洋通信整備事業［無利子融資］

建設省 527,869

(1801664）

203,594 △324,275

(△６１．４％）

(湾岸道路事業未定Ⅲ本州四国連絡道路事業、

大規樅公園駆業等、海岸保全施設整備事業等、

海岸環境整備事業、公有地造成護岸等整備事業

[財投、ＮＴＴ無利子賃付含む］

合計 1,303,220

(180,664）

952,246 △350↑９７４．

(△２６．９％）



平成10年度補正予算
旬

海洋科学技術関連経費の概要
(単位：百万円）

省庁名 １０年度

補正予算額

主要項目

科学技術庁 海底地震総合観測システム本体の整備

自律型無人潜水機試験機の開発

海底掘削システム試験機の製作等

13,426

文部省 自律型海中ロボット航行機能設劔備

高品位高精度海底地形調査システム

1,330

農林水産省 漁獲管理に係わる情報システムの開発。整備Ｌ104

運輸省 廃棄物海面処分場を安全に管理するための技術研究開発

20メートル型測量艇の建造

1，０８２

合 計 1６，９４２

海洋開発事業関係経費の概要
(単位：百万円）

省庁名 10年度

補正予算額

主要項目

農林水産省 漁港漁村関係事業

沿岸漁場整備開発事業

沿岸漁業構造改善事業等

60,806

運輸省 関西国際空港の整備、港湾整備事業、海岸事業

東京国際空港(羽田)沖合展開事業の整備

中部国際空港の整備

1０６，６８１

建設省 海岸保全施設整備事業等

海岸環境整備事業等

1５，１０８

合 計 1８２，５９５

3６

省庁名 10年度

補正予算額

主要項目

科学技術庁 13,426 海底地震総合観測システム本体の整備

自律型無人潜水機試験機の開発

海底掘削システム試験機の製作等

文部省 Ｌ330 自律型海中ロボット航行機能設劔備

高品位高精度海底地形調査システム

1，１０４

運輸省 LO82 廃棄物海面処分場を安全に管理するための技術研究開発

20メートル型測量艇の建造

合計 16,942

省庁名

補騨額｜±
要項目

農林水産省 60,806 漁港漁村関係事業

沿岸漁場整備開発事業

沿岸漁業構造改善事業等

運輸省 1０６，６８１

建設省 1５，１０８

合計’182,595



(鋼紙１）

平成10年度海洋科学技術関連経費政府予算の概要
(単位：百万円）

省庁．名 ９年度 {0年度 対前年度比 術 考

予算額 予算額 増△減

崎３．２７３ 燭161 深海掘削船システムの開発研究、先進的技術の研究開発、地⑥３，４３４

科学技術庁 球フロンティア研究システム、深海調査研究、海洋観測に係8９１24.799 25.690

る研究開発、海洋エネルギー利用技術の研究開発、深海微生《881》 （ａ６％〕

物研究、海臓地震総合槻測システムの開発〃整備、海底下深

部椛造フロンティア研究、黒潮の開発利用調査研究等、

《科学技術振興調整澱未定》

国立磯関公害防止等試験研究、水質汚濁防止対策、環境庁 鴻冊ＬＯ７２ １，３１Ｃ

自然環境保全対策等（２２．２％）

大阪湾臨海地域開発整備推進調査費等国土庁 ０4３ 4３

（０．０％） 《国土総合開発事業調整饗未定》《739》

国際深海掘削計画(ＯＤＰ)､政府間海洋学委員会（’○Ｃ)､文部省

８

4５５ 46Ｋ

緑辺海観測国際協同研究計画（ＮＥＡＲ－Ｇ○○ｓ）（１．８％）注４）

つくり育てる漁業の推進、水産資源の調査・開発。管理、農林水産省 △４９９14.534 14.035

漁具・漁法技術開発､海洋環境保全対策､海洋空間利用調査，(△３．４％）

海洋資源利用技術開発

深海底鉱物資源開発調査`国内石油天然ガス基礎調査(海域)、通商産業省 4，１５０2１，６８４ 25.834

（19.1％） 海水揚水発電技術実証試験、メタンハイドレート開発技術等

超大型浮体式海洋構造物の調査研究等の特定研究等Ⅲ運輸省 △2,9141２，５７６ 9,662

水路業務運営に必要な経磯､海洋気象観測業務に必要な経費，(△２３．２％）《2,232》

事業調査費（海岸、空港）、《港湾事業調査等未定》

高分解能三次元マイクロ波映像レーダによる地球環境計測｡郵政省 1５1２５ 1４０

予測技術の研究、ＤＧＰＳ技術を利用して各種測位データを（12.0％）

収集､管理､提供する情報通信システムの構築、ＧＭＤＳＳの

普及と海上情報通信基盤(マリン・イントラネット)の構築等
、1

建設省 沿岸海域基礎調査,海洋測地基準点測量､国際超長基線測量，3Ｍ3９７ 4３０

海岸事業綱査、下水道鞭難鯛査等（８．３％）

(⑤３`２７３ 崎161⑥３，４３４
今、 息ｆ□ 1．９２２7５．６８５ 7７．６０７

《3.718》 （２．５％）

注１）本表は科学技術庁集計による。

注２）実行段階で決定される予算については、９年度のみ外数として《》で示した。

注３）農林水産省、運輪省、建設省分については、北海道開発庁、沖縄開発庁の所管分を含む。

注４）大学及び大学の研究機関の海洋に関する学術研究に係るもののうち、国際共同研究等の－部のみ集計した。

3７

省庁、名 ９年度

予算額

10年度

予算額

対前年度比

増△減

備考

科学技術庁

⑧３，２７３

24,799

《881》

⑥３，４３４

25,690

鐙161

891

（ａ６％）

深海掘削船システムの開発研究、先進的技術の研究開発、地

球フロンティア研究システム、深海調査研究、海洋観測に係

る研究開発、海洋エネルギー利用技術の研究開発、深海微生

物研究、海臓地震総合槻測システムの開発〃整備、海底下深

部椎造フロンティア研究、黒潮の開発利用調査研究等、

《科学技術振興調整識未定》

環境庁 1，０７２ 1，３１０ 238

（２２．２％）

国立機関公害防止等試験研究、水質汚濁防止対策、

自然環境保全対策等

国土庁 4３

《739》

文

塾引
455

4３

463

（０．

（１．

％）

％）

大阪湾臨海地域開発整備推進調査費等

《国土総合開発事業調整愛未定》

国際深海掘削計画(ＯＤＰ)､政府間海洋学委員会（’○Ｃ)､

緑辺海観測国際協同研究計画（ＮＥＡＲ－Ｇ○○ｓ）

△４９９ つくり育てる漁業の推進、水産資源の調査・開発。管理、

(△３．４％）｜漁具・漁法技術開発､海洋環境保全対策､海洋空間利用調査､

海洋資源利用技術開発

通商産業省 2１１６８４ 25,834 、４，１５０

（19.1％）

運輸省 12,576

《2,232》

9,662 △2，９１

(△２３． ％）

超大型浮体式海洋構造物の調査研究等の特定研究等、

水路業務運営に必要な経費,海洋気象観測業務に必要な経費、

事業調査費（海岸、空港）、《港湾事業調査等未定》

郵政省 1２５ 1４０ 1５

（12.0％）

高分解能三次元マイクロ波映像レーダによる地球環境計測。

予測技術の研究、ＤＧＰＳ技術を利用して各種測位データを

収集､管理､提供する情報通信システムの構築、ＧｌｖＩＤＳＳの

普及と海上情報通信基盤(マリン・イントラネット)の柵築等

建設省 397 430 3３ 沿岸海域基礎調査,海洋測地基準点測量､国際超長基線測量、

（８．３％）｜海岸事業綱査、下水道鞭難鯛査等

合計

(⑤３１２７３

7５，６８５

《3,718》

⑮3,434

77,607

⑥161

1．９２２

（２．５％）



(別紙２）

基本問題懇談会報告書の概要

１．我が国と海洋

我が国は、四方を海洋に囲まれており、長い海岸線を有し、排他的経済水域も広大であ
り、水産資源、海路での物流等で恩恵を受けている。その一方、沿岸域では津波､波浪等の

災害が受けやすい面がある等、海洋とは密接な関わりがある。

１１．海洋開発に係る施策のレビュー
関係省庁や有識者からのヒアリングにより、平成２年５月の第３号答申「長期的展望に立

つ海洋開発の基本的構想及び推進方策について」のレビューを行った。

Ⅲ近年の海洋開発をめぐる状況の変化及び問題点

我が国の海洋開発に関連して生じ手北状況変化及び問題点として以下の点がある。
・地球環境問題（地球温暖化に伴う海面上昇の可能性）

・沿岸域の環境保全（浅海域の喪失、砂浜の消失等）

‘油流出事故（ナホトカ号、ダイヤモンドグレース号による油流出事故）

・新たな空間利用の可能性（メガフロートの研究開発の開始）
・食料問題（国内での安定的供給が必要）

・資源･エネルギー問題（油田の開発等）

・国連海洋法条約の締結（96年に我が国について発効）

１V、今後の海洋開発の基本的な構想の策定にあたって

Ｉ～Ⅲ項をふまえて、２１世紀以降の海洋開発の在り方として以下の考え方を基本とする
必要がある。

（１）海洋を通じた地球の理解

・地球規模の現象を解明するために、海洋の調査研究が必要不可欠なものになりつつ

ある。例えば、海洋による温室効果ガスの収支のメカニズムの解明が必要である。

（２）２１世紀の夢を拓く海洋開発

・海洋開発を、２１世紀の我が国の発展の原動力として認識する。例えば、深層水利用、

マリンバイオテクノロジー等の技術の可能性の評価やＣ○2海洋固定等による地球温

暖化問題等への可能性の評価が必要である。

（３）海洋開発の４つの軸

・資源・空間。環境。科学技術を基本的な軸とし、これらを横断的に捉える視点が重
要である。

（４）新たな国際社会秩序の下での海洋開発．

、国際的に責任を果たすとともに、海洋空間の有効な活用等の検討を進める。

（５）船舶の連携

・海洋調査船。研究船等の相互乗船などの有効な船舶の連携を検討する。

（６）選択的な開発

・必要性や経済性等を正しく評価し有効な開発を選択的に行うことが重要である。

（７）開発と環境保全

・環境の保全。創造を促進し、環境を生かした海洋開発を行う理念を確立する。

（８）人材.の育成

・海洋科学…海洋科学技術の人材の育成が重要である。

3８



２１世紀の国土のグランドデザインと海洋。沿岸域

頬あゆみ

国土庁計画。調整局総務課課長補佐

Ｉはじめに

２１世紀を間近に控え、国民の価値観や生活様式の変化、地球時代、人口減少。高齢化時代

の到来等、我が国の国土と地域を取り巻く諸条件は大きな変化に直面している。こうした中

で、平成10年３月３１日、新しい全国総合開発計画「２１世紀の国土のグランドデザイン～地域の

自立の促進と美しい国土の創造～」が閣議決定された。これは、昭和37年（1962年）に策定

された「全国総合開発計画」から数えて５つめの全国総合開発計画となる。

以下では、新しい全国総合開発計画（以下、「全総」という。）全体の概要と海洋。沿岸域

施策について紹介する。

Ⅱ新しい全総

【図表１：全国総合開発計画（概要）の比較】

【図表２：２１世紀の国土のグランドデザイン[構成図]】

戦後50年の経済社会情勢の大きな変化を受けて、国土総合開発における「開発」の理念も

大きく変化してきている。自然とのよりよい関係の構築や国士の質的向上を重視するという

要請が高まり、また、主体についても国主導の地域開発から地域の選択と責任に基づく地域

づくりが求められる時代へと移行している。さらに、国、地域といった視点のみならず、住

民、個人の視点をも加えた課題設定が重視されるようになってきている。

こうした状況の下で策定された新しい全総「２１世紀の国土のグランドデザイン～地域の自

立の促進と美しい国土の創造～」は、以下のような点を特徴としている。

1．長期構想の提示

今回の全総は、経済社会の急速な発展に起因するそのときどきの課題に対-応して国土開発

を進めるのではなく、２１世紀における望ましい国土の姿とそこに至る道筋とを示すことを狙

いとしている。このため、計画期間内のj構想にとどまらず、戦後50年の発展を踏まえ、今後５

０年を展望する長期的視点と、アジア・太平洋地域での日本列島の位置づけを見据えたグロー

バルな視野に立った「２１世紀の国土のグランドデザイン」を提示している。

3９



Clf蕊三三）ロフ上上車交－－i三三i譲念で＝l言冒冒萎董言-i－１重I

菊I[1Mk全国総合開発計画

四全総〉

21iii縄の国土の

グランドデザイン
第三Ｂｉ(全国総合開発計画

（三全総０

全国総合開発鳶個

（全総）

新麹璽総合I;'1発計画

（新塗総）

平成10年３月３１日昭和52年１１月４日 昭和62年６月３０日閣議決定 昭和製年５月３０日昭和37年１０月５日

橋本内閣福田内閣 中曽根内閣佐藤内閣策定時の内閣 池田内閣

１地球時代

（jMDijt環境問題､大競#iﾄﾞ'、

アジア諸国との交ｉｉｌＤ

２人口減少｡ii葛齢化時代

３高度{藷Ml鑑代

１安淀Jjti勵鮒

２人口Ｊｉ灘iのjil肪分散

の兆し

３国土資源､エネルギー

等の司唄性の顕在化

１人口、諸織詣のＺｌ諒?一

種囎中

２産蝋瀞造の急速な変

化等により、地方圏での

雇用問題の深刻化

３本格的|画漂化の進展

lii;５度成長経iｉｉｆ

２人口ji雛の,IdWli澱１m

３情報化､国際化､技術
華新の進展

１ii3iEnjiif識ii2fへの移行

２過大j都rhl問題､耐辮
差のlZhbk

３所得倍増計画(太平洋
ベルト地帯i購想）

背景

lil11l1j?`p国土0ﾙﾉﾂﾝ貯胸川

－種－軸型から多軸型国土MiMiへ

長期榊jMil

お:Iatjね平成12年 】賊22年から27年

Ｃ2010-2015年）

8舗駆㈲]らj<it;1Jね10輪目標年次 Ⅱ癖ﾛ45年 昭和60年

(2000年）

＜多軸型国止構造

１１鍼、』』mi1づくり＞

多ilil瞳2国封櫛造の形成

を目指すｑ、幽日の国土

のグランドデザイン］実

現の基礎を築く。

地域の選択と霞任に基
づくiu域づくりのiXiH;鼬

＜多lil3淵i型国二i、構築＞

宏全でうるおいのある

国土の上に、特色ある槻

能を有する多くの櫛城

立し、特定の地域への人

口や経済機能､行政機能

等諸機能の過度の集中が

瀬<地或間、国際間で相

互にﾈi院､触発しあい噸

がら交流している国土を

形成する。

く豊かな環境の薗随＞

埜本的調麹溌調和しつ

つ、高福祉社会を目ざし

て、人間のための豊かな

＜人間居住の,
総合的刊繊の整備＞

限られた国土盗源を前

提として、地蝋荊生を生

かしつつ､歴史的､伝統

的文化に根ざし、人間と

自然との調和のとれた安

定感のある雌康で文化的

態人間居住の総合的環境
を計画的に整M1洞-る。

基本目標 く地域間の均ijiiある発展＞

都市の過大化による生
産面・生活i面の諸問題、

地域による生産性の格差

について、国民経済的視
点からの総合的解決を図

環境錨1DEirj-る。

る。

ｌ自立の促進と誇りの

持てる地域噸ＩＤ造

２国土の安全と藩らし

の安心の確保

３恵み豊かな自然の掌

１居住環境の総合｡t歴備

２国土の保全と利用

３経済社会の新しい変

化への対応

１定住と交流による地

域の活性化

２国際化と世界都市機

能のpil編ｊｊｉｌ

３安全で質の高い国土
環境の整備

基本的課題 １都市の過大化の防止

と地或'！i;差の是正

２自然il閏W原の有効h棚

３資ｚｋ労働､醐樗の

諸資源の適切な地域配
分

１長期にわたる人間と

自然との調ftl､自然のI直

列ibUi鞭､保存

２開発の基礎栄'1|整備

による開発可能性の全

国土への拡大均ijir化

３地域特性を活かした

開発整備による国土利

用のi宝i編7jiiと効率化
４．安全、,|拓薗、文化fl0

環境条件の整備保全

受と継承

４活力ある経済社会の

ｲﾄﾞﾄﾞ築

５世界に開かれた国土
の形成

く参加と連携＞

_多儀な主体の参りiUとlW1jUui

柵こよる国土づくり￣
（4つの榔勧

１多自然居住地城しl都

市､農山漁村〈中山間地

域等）の創造

２大都Ｔｍリノペーシヨン

（大都市空間の修復、

更瞬有効活用）

３地域連携軸伽|状に連

なる地域連携のまとま

り）の展開

４広域国環交流圏（M1;界

的な交流機能を有するIHM
j1jOの形成

開発方式等 ＜大fli摸ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ欄：!＞

新幹線、高速道路等の

ネットワークを整ＭＩＬ、

大規模プロジェクトを推

進することにより、国土
利用の偏在を是正し、過

密過疎､地域格差を解消
する。

＜定住構想＞

大都市への人口と産業

の集中を抑制する一方、

地方を振興し、過密過疎

問題に対処しｵ向がら、全

国土の利用の均衡を図り

つつ人間居住の総合的環

境の形成を図る゜

く交流ﾈｯﾄﾜｰｸ構想＞

,多極分散型国土を構築
するため、①地域の特性

を生かしつつ、創意と工

夫により地域整備を推

進､②墜幹lib麺鼠情報・

通信体系の整備を国自ら

あるいは国の先導的な指

針に基づき全国にわたっ

て推進、③多様態交流の

機会を国、地方、民間諸
団体の連携により形成

＜拠点開発構想＞

目標達成のため工業の

分散を図ることが必要で

あり、東京等の既成大集
頓と関､Eさせつつ開発拠

点を配置し､､交通通(計匝

設によりこれを有機j勺に

連絡させ相互に影響させ

ると同時に、周辺地域の

特性を生かしながら連鎖

反応的に開発をすすめ、
地域間の均衛ある発展を
実現する。

投資総額を示さずミ投資
の重点化効率化の方向

投資規模 昭和41年から昭和60年

約130～170兆円

累櫛四k府固定｝I誠
Ｃｌ廓40年lilli樹

昭和51年から昭和65年

約370兆円

累積政府固定資本形成

０爵ﾛ50年価|鉛

Ⅱ鍬61を屑DDj2らｴlzhjiiU年911

1,000兆円程度

公､劇こよる累積三!±基盤B讃
（H酢ﾛ55年価㈲

を提示

4Ｃ

ノ

全国総合開発濠晒

（全総）

新麹重Ｉ総合I;N寵計画

（新塗総）

第三Ｂｉ(全国総合|ｉ
（三全j総０

i諾計画 鯛I[1Mk全国総合關

個全総〉

発計画

閣議決定 昭和37年10月５日 昭和製年５月３０日 ﾛ爵ﾛ52年11月４日 昭和62年６月３０日 平|戎10年３月３１日

策定時の内閣 池田内閣 佐藤内閣 福田内閣 中曽根内閣 橋本内閣

背景 １

２

ii3iEnjiif譜ii2fへの

週，kj部Tl:澗題、

差の拡大

iｼﾞｸﾞ行

所得格

３所得倍増計i画i(太平洋

ベノレト地帯構想）

lii;５度成長経iｉｉｆ

２人口ji雛の,IdWlil澱１m

３情報化､国際化､技術

革新の進展

１安淀ﾖｺﾞｶﾞ偶経ij1f

2のjkB職の卿肪分散
３国十資iim､エネルギー

等の葡唄性の顕在化

１人口､諸織;|弓のZ鯨?一

種囎中

２産蝋瀞造の急速な変

化等により、地方圏での

雇用問題の深亥卿上

３本'1tH誰j国漂化の進展

１地球jl寺代

(地jijt環境iH題､>１．$jM#iﾄﾞ'、

アジア諸国との交ｉｉｌＤ

２人口減少｡高齢化時代

３高度{藷Ml鑑代

長!#I櫛jMl lil11蝿p国土0ﾙﾉﾂﾝ貯胸川

－種－軸型力'５多軸型国土MiMiへ

目標年次 U癖ﾛ45年 Ui調５t]60年 8錦52轍]らj<it;1Jね10年間

おj巻ii;iiif棗
12年 】1城22轍nら27年

(2010-2015年）

基本目標 <地域ijlの均ijiiある発展＞

都市の通河上による生

産而・生活i面iの諸問題、

地域による生産性の格差

について、国民経済的視

点からの総合的解決を図

る。

<豊かな環境の薗随＞

埜本《i繍麹盆調和しつ

っ、高福祉社会を目ざし

て、人間のための豊かな

環境を倉1,造rj-る。

<人間居ﾋﾋの

総合的刊繊の整備＞

限られた|国土賀源を前

提として、地蝋荊生を生

かしつつ､歴鋤勺､伝統

的文化に根ざし、人間と

自然との調和のとれた安

定感のある雌康で二jと化的

態人間居住の総合的環境

を計画的に整M1洞-る。

<多ｌｉｌ扮ii型国二i、構築＞

Zi帛全でうるおいのある

国土の上に、特色ある機

能を有-ﾂﾞｰる多くの極力城

立し、特定の地域への人

口や経済機能､行政機能

等諸機能の過度の集中が

瀬<地ｌｊｉ間、国際間で相

瓦にﾈi院､触発しあい噸

がら交流している国土を

形成する。

<多軸型国止櫛置

１１鍼、』1mｶｾﾞづくり＞

多軸型国封llih造の形成

を目指す{１，世紀の国土

のグランドデザイン］実

現の基礎を築く。

地域の選択と溌任に基

づくﾒﾋﾞﾘnjiづくりのiXiil;鼬

基本的課題 １都市の過大化の防止

と地j戎'！i;差の是正

２自然il閏W原の有効1:1棚

３資ｚｋ労働､技il得の

諸資源の適切な地域配

分

１長期にわたる人間と

自然との調ftl､自然のI直

列杓Ui鞭､保存

２開発の基礎栄'|整備

による開発可能性の全

国土へのjlh大均ijir化

３地域特性を活かした

開発整備による国土利

ハリのi宝i編7jiiと効率化
４．安全、,lijG圏、刻上fl0

環境条件の整備保全

１届|主環境の総合｡t歴備

２国土の保全と利用

３経済社会の新しい変

化への対応

１定住と交流による地

域の活性化

２国際化と世界都市機

能のi]i1編ｊｊｉｌ

３安全で質の高い国土

環境の整備

１自立の促進と誇りの

持てる地域の筐ilD造

２国土の安全と藩らし

の安心の確保

３恵み豊かな自然の享

受と継承

４活力ある経済社会の

ｲｉｌｉ築
５世界に開かれた国土

の形成

開発方式等 <拠点開発構想＞

目標達成のため工業の

分散を図ることが必要で

あり、東京等の既成大集
頓と関i1Eさせつつ開発拠

点を配置し､､交通通(計ｉｉ

設によりこれを有機j勺に

連絡させ相互に影響させ

ると同時に、周辺對鰔の

特性を生かしながら連鎖

反応的に開発をすすめ、

地成間の均衛ある発展を

実現する。

<ﾌﾞ司鳰li摸ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ欄ｆｌ＞

;Wi幹線、高速道路等の

ネットワークを整ＭＩＬ、

大規模プロジェクトを推

進することによ'り、国土
利用の偏在を是正し、過

密過疎、地域格差を解消

する。

<定(封謝恩＞

大都市への人口と産業

の集中を抑制する一方、

地方を振興し、過密過疎
問題に対処しｵ向がら、全

国土の利用の均衡を図り

つつ人間届fEの総合的環

境の形成を図る。

<交流ﾈｯﾄﾜｰｸ構想＞

・多極分散型国土を構築

するため、①地域の特似：

を生かしつつ、創意と工

夫により地域整備を推

進､②２選幹lib麺鼠情報・

通信体系の整備を国自ら
あるいは国の先導的な指

針に基づき全国にわたっ

て推進、③多様態交流の
機会を国、地方、民間諾

団lili(の連携により形成

<参加と連携＞

-多儀な主体の参ｶﾛとlW1$Uui

柵こよる国土づくり－

(4つの戦､御

１多自然居住地域(′l都

市､農山漁|:;ｋ中山間地

域等）のi自iU造

２大都Ｔｍリノペーション

(大都市空i調の修復、

更新有効活用）

３地域連携軸伽|状に連

なる地域連携のまとま

り）の展開

４広域国環交流圏（M1;j7L

的な交流機能を有する圏
j鋤の形成

投資規模 昭和41年から昭和60年

約130～170兆円

累櫛四k府固定形成

([IiR和40年価樹

昭和51年から昭和65年

約370兆円

累積政府ｌｉ亙I定礎調１１１成

0爵ﾛ50年価|釣

Ⅱ鍬614屑度からｴlz成皿年DIi

1,0()0兆円程度
公､劇こよる累穂i司十蕊MMｷﾞKljlI

0群ﾛ55年価㈲

投資総額を示さずミ投資

の重点化、効率化の方向

を提示



に報譲f｣冠逓R享電１１〕二ｍ・1k浬§9錆三こつ圃藝呂圭ロ＞＝プニ曇萎－１１－＝ご妄言-逵釘F～ず二一

へ［第１章２１世紀の国土のグランドデ七Fイン］

一種一軸藝国二t二橇r造

(東京隣Ｉ(太平洋ベルト地帯：ゆとりのな]八生活）(地方部:活気に乏しい生活）

・蝿１１市鮒と慨'１ﾖ立度．
。国士liiiiDi職j璽玉難

，人口､識i雛の`|｛中によ』i52h通i諜鱒のｉ６ｉｉ澗題

･都螂におけるil1j域t七会のlii鍵
･Ｉ識|;のI瓢Zによる全国的な罐l｣のim3れ

職lilHaiと災害､､のMili1;Mｋ

身近，f自然の域!〉JﾔH1ll成文(この画－(上

産業朧iの変化と隆櫛11用iI1lの発生｡生産機能のiijﾀ|移転

一価睡凡生活様式の多様化一

・成熟化,自然の再認識

･自由な選択と自己j魔任の確立・男女の共同参画 トトヨ:蝋
▼

、

Ｋ２１ｉ型?ii己〔ワヮ腫璽二Rﾆｰｺﾞ＜リロヮ義雪云白プヲ、－

￣胃５５菫潭豊菊二画勺『遷警量ﾌ毎、＝宴と＝と＝＝E輿【＝潮昌講；冑iiqEmﾖ1画勺曇雲蓬ﾌﾋﾞ壷、乏竺目冨塁曇鍾Ｅ二認霊
知ゅ壹曇国風MTI墾曝翌H三國ルーIi-H噸｡$瀞H鐘:iまl『＝電零屋:寵愛：

蕊

CFP枢｡ｌｉｉＷＩｉ潤勵'らよりｵqzlMjな都『１１｢のﾈｯﾄﾜｰｸの１１ｼﾞｈｊｔＣ目|Ｉ鵜ji11の|職､回鼬噺しＷｉ:化と生j甜拭の倉憧Gjlh田１１時代に相応しし'感;敦i流機能の撒築
・４つの国土軸の形成息北東国土鐡､日本海国土軸､太平洋新国土Z難､西日本国土蕊Ｉ

１

より、多様性に富んだ美しい園壬峯fiH (庵;園の島）を形成国土軸力《相三Eに補完・連携タラ-ることに部

~＆_ノー
国［第２章置HFi重Iの課題とl戦21割

(目標年次2010-2015年までの計i直i期間に|］に､長jlllMlilE(､２１世紀の国土のグランドデザインLl夢譲;のim1礎を築くことを目標）

地域の選択と責任｛こ基づく主''１s｡jbな地域づくりの重視、参ｶﾛと連携による国二[二Ｆづくりの才雛＋

土
淵 (特定課j鋤〔三篁喜二z#曰二日勺言緊L是菖）

(1)自立の促進と蕊Uの(2)唾の6i塗と‘)Xj1Zl塾iMk目MWD0)勘ある霧ｆ６)世鯏調|M)vhた(1)首iiW鎌と１１酉ilM劉(2)塾ilM鏑を抱えるiI蝿の概

持てふlj国iUD急'随暮らし噸CO)|iii係報と辮社会0N蝶国、H城ｉｉｉNｿ､imrhi鍵のj誰U蝶lljｱｼﾞｱ`ﾌﾎ平識９，M醐冗、
,名JI1j；６０，生！#的ｆｊミ．防災Hhm-l二,目ｌｉｉｇ識の|i塗・鰯制鑓ii鐸ＤＩＩ:造,国駮流を侭Ｎｉ‐のijiiiilIと銃;iを固るなど東京エ屑iZi流､国溌H力の|盤(とば

瓦噛の嬢鬘・少子化､i諸iiI極論と霞,醗鍬鐘方ある謎穀驍＆唾ｌ鑑'､091M噸と併(』て､識の(贈Ｉを担うＤｉＮＷｚ洋｡平和0咳
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《課題を達成し、多軸型国土ｊｌＩｉ造への転換の端緒を開くため､多様な主Iilrの鋤UとjjlhI劒８の連|i#lを進めつつ、以下のlM1iHMlIを展開》

［４つびつ単戈田舎〕

●多自然居住地域の創造●大都市のリノペ戸一ション●地域連jj熟hの展開●広域国際交流圏の形成

屯陶ｊＴｉｆや中luIiMj1M莞含tMlI(山榊1等の過i自{こ伴うiiliiM1iHを魅ji5大iirhlこ111域の自立を(mijliし､勵あるjlj9iM会を全国各jllll勅珊堺に広く鰍れ独自性

鋤vij:自嗣篭熱輝臓を21慨HWDlﾖﾆﾋの鋤祗勘》な』|=i竃調をi量iZkl-る）Wijtiriiたゑ黙る寵を有するiｦf琳鐸のある国1鮪(Jill割を祖！（〕鯨等のﾜ閃諭ｶﾞ

ﾌﾛﾝﾃｲｱとして位i園Iﾎﾟﾅ｡l城蛾iを進めｈとともに経ﾀﾞiiiiﾌﾟﾌ畷鋳Ｅ３;i識Xこのii1li動く藷iﾖ1關織を越江広域にわたるに{ﾀﾐ存uよい自ZnMytj国絞昂f活効を砿

諭舶ｳｻ､一ビスとゆとりある)雷(inii境を罰;けるため､対UrI函M1if儲i､．礫をす５６ことにより､鮒Ｉｉ０漣なりからなとするjl鯛1MⅨfとまりを母'二に露１，１城
Ii1kCiH受できる自立ME鰄識値更Wfし､;l1iiliMと梛るまとまりｾｺﾞﾂiiltL全国:'二I空調

[第巴ｺﾞ章計n画の愛〕賑！[二向(ナた取糸１３１コ

(1)「弓参カロとう重j蘂」【二よ｣ろ【雪二とつくり

一地域住民､ボランティア、民間企業等の多様な主ﾙ勅惨jjpする地域づくり、行政単位の枠を超えた地ﾉﾖi間の連M3、国は基幹的な基盤を轄備
一情報の公開､規制の緩和､地方分権の推進など多様な主体の動ﾛのための環境整備

一広域行1酉hdl1U度の活用、自謹勺合併など運携主体の形成､地方公共団'21口の共同事業など1Mh域連Ｍｌｌに対する国の支援
(2)国士基轤投蜜の計画的i§fﾖE進菖

一重轍ｳ基盤jHillf(計画のii羅匪i3I1tに向けた蕊Ｍｉ投擬､liilIlW1iの展開に贋する基盤役i;０

－効率的基盤投iI1f鋤;投資0ｺ惟進､コストの縮iiili､ストックの`嚇FII用､識用j対効果分析等を導入した蓉郵癖価に基づく技Ｉ間Ｋ民間活力の活用）
－地域特性を踏まえた効果的な基鴨投資､次tU』代に備えた;’１果的な基盤};li資

（３）制度．｛本制の翌劃蒲

一計画の効果的推進、土I;勝{脇に関ﾂｰる諸施策との連|蝿国二[二行政の艤侵化の推進、締こな国土計画体系の確立J，

~ミーレ【第２部分野別i施策の基本方向，

(1)国土のli達と管理に関する施|『②文化の創随に関il-る施策(3)i１!]域の整備と暮らしに関11~る施策（`!)Zi:業の展開に関-1rる施策(5)交jiM簾随信体系の整備に関する施篇ｉ

【第ａ部蝿J1或別整備の基うてisこ方向］

北i毎道ﾒﾐ(h域から7中i({阯Ｉｈ＃或に至る１０地」或のほか、豪雪・離島・半島地｣域における整備の基本方向と施策の展開方向
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まず、現在の「一極一軸型国土構造」から４つの新たな国土軸からなる「多軸型国土構造」

に転換することによって、国土の均衡ある発展を図ることを基本方向としている。すなわち、

地域の自立を基礎に、２１世紀において、国民がそれぞれの地域で、経済的豊かさとともに精

神的豊かさを併せて享受できるような国土を創造することである。また、歴史と風土の特性

に根ざした新しい文化と生活様式を持つ人々が住む多様性に富んだ美しい国土、庭園の島と

もいうべき世界に誇りうる日本列島を現出させ、地球時代に生きる我が国のアイデンティテ

ィを確立することである。

【図表３：国土軸のイメージ図】

目標年次を2010-2015年としているこの計画は、計画期間中に多軸型国土構造の形成を目指

す「２１世紀の国土のグランドデザイン」実現の基礎を築くことを目標としている。このため、

計画期間中に取り組むべき基本的課題として、①自立の促進と誇りの持てる地域の創造、②

国土の安全と暮らしの安心の確保、③恵み豊かな自然の享受と継承、④活力ある経済社会の

構築、⑤世界に開かれた国土の形成、の５つを掲げている。

これらの課題を効果的に達成し、多軸型国土構造への転換の端緒を開くため、

（１）中小都市と農山漁村が連携して自立的な圏域を形成する「多自然居住地域の創造」

（２）大都市を修復・更新する「大都市のリノベーション」

（３）都道府県境を越えた広域的な連携を図る「地域連携軸の展開」

（４）東京等大都市に依存しない自立的な国際交流活動を可能とする「広域国際交流圏の形

成」

の４つの戦略を推進することとしている。

２．「参加と連携」による国土づくり、地域づくり

今回の全総では、拠点開発構想、交流ネットワーク構想といった従来の全総で示されてき

た開発方式に代えて、計画の実現に向けた取組として、多様な主体の参加と地域連携による

国土づくりを掲げていることが大きな特色である。

すなわち、国民意識の転換が進み、少子化、高齢化にともなう人的、財政的制約が増すこ

れからの国土づくりは、これまでのような画一的な方式に基づく開発では限界があり、各地

域の個性的な地域づくりへの取組とともに、国、地方公共団体に加え、民間企業、ボランテ

ィア団体、地域住民等多様な主体の責任ある「参加」と、各主体の資質を生かした相互の「連

携｣、特に行政単位の枠を超えた地域間の「連携」が求められる。この計画は、地域の選択と

責任に基づく主体的な地域づくりを重視して、「参加と連蛎」によって国土づくり、地域づく

りを進めることを提唱している。

３．国土基盤投資の重点化・効率化

計画の実現に向けた取組のもう一つの課題として、国土基盤投資の重点化・効率化が挙げ

られている。

すなわち、今後の国土基盤投資に当たっては、長期的な投資余力の減少や現下の財政構造
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改革等を踏まえ、重点化、効率化を図っていくことが重要である。このため、この計画の課

題と戦略に沿った国土基盤投資の重点化を行うとともに、連携投資、コスト縮減、ストック

の有効利用や費用便益分析等を導入した客観的評価に基づく投資を行うなど国士基盤投資の

効率化を進めることとしている。
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Ⅲ海洋.､沿岸域の．保全と利用について

全総においては、三全総で初めて「国土の管理に関する計画課題」の一つとして「沿岸域

の保全と開発」という項目を設け、「海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸陸海域（沿岸域）とし

て一体的にとらえ、多面的な利用が可能な空間としての特色を十分に生かしつつ、沿岸域の

自然的特性、地域的特性、生態環境に応じて、保全と利用を一体的に行う必要がある」とし

ている。

四全総では、「計画実現のための主要施策」のうち「安全でうるおいのある国土の形成」の

一つとして「海洋・沿岸域の利用と保全」という項目を設け、海洋法条約発効を意識し、「貴

重な国土資源である海洋。沿岸域を適切に保全しつつ、自然とのふれあい、資源、空間とし

ての多様な役割、豊かさを今日に生かし、かつ、子孫に継承するため、海洋・沿岸域の総合

的、計画的な利用を進め、新たな海洋時代にふさわしい沿岸域を形成する」としている。

ここでは、沿岸域の総合的・広域的な利用と保全を推進するために、地方公共団体が主体

となった総合的な利用計画を策定することとされ、国はこのための指針を明らかにすること

とされている。これを受けて、四全総推進連絡会議沿岸域連絡会（16省庁）決定により「沿

岸域の総合的な利用計画策定のための試行的指針」が示されている。

新しい全総においては、「第２部分野別施策の基本方向」のうち、「国土と管理に関する

施策」の－つとして、「海洋・沿岸域の保全と利用」が記述されている。

基本的に四全総の考え方を踏襲しているが、環境の視点がさらに重視されるようになった

が一つの特徴である。具体的には、「地球環境への意識の高まりと国連海洋法条約上の我が国

の権利と責務を踏まえ、海洋・沿岸域を人類共有の財産として、また望ましい姿で子孫に引

き継ぐべき貴重な国士空間として認識し、適正に保全するとともに多面的に利用していくこ

と」を基本としている。

また、多軸型国士構造を形成する四つの国土軸との関係では、

｢北東国土il11ll」：関東北部から東北地方の太平洋側を経て北海道に至る地域であり、親

潮（日本海流）に沿う地域に対応

｢日本海国土llM1」：九州北部から日本海側を経て北海道まで至る地域であり、対馬海流に

沿う地域に対･応

｢太平洋新国土軸」：沖縄から九州中南部、四国、紀伊半島を経て伊勢湾に至る地域であ

り、黒潮に沿う地域に対応
一

｢西日本国土Il1i」：従来の太平洋ベルト地帯から瀬戸内に至る地域であり、三大湾・瀬戸

内海等が連なる海域に対応

と位置づけ、これらの地域特性を生かし、全体として望ましい国士構造の形成に寄与してい

くこととしている。

こうした考え方の下に、以下のような具体的な施策が述べられている。

①海と人との多様なかかわりの構築
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沿岸域は厳しい自然条件下にあるとともに、人口、資産の集積が進んでいる。このため、

地震。津波防災対策の早急な実施、海岸保全施設の整`傭及び津波・高潮等の観測・情報伝

達体制の高度化を推進する。

また、その特性を踏まえ、土砂管理、水質、底質の改善、浅場とその連続性の回復、自

然の浄化能力の`修復を広域的、総合的に進め、人間と自然が良好にかかわる美しく健全な

沿岸域環境の復元・創造を図る゜

さらに、臨海部・海岸を多様な機能をもつ空間として、良好な景観の形成、パブリック

アクセスの確保、海の魅力をいかしたウォーターフロントの整勵傭を図る゜また、海を通じ

た連携・交流（｢海流連携｣）を推進するほか、レクリエーション利用者の組織化や利用ル

ールの策定、規制と併せたプレジャーボートの保管場所確保と広域的ネットワークの形成

を進める。

②沿岸域圏の総合的な計画と管理の推進

沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形

成を図るため、沿岸域圏を自然の系として適切にとらえ、地方公共団体が主体となり、沿

岸域圏の総合的な管理計画を策定し、総合的、計画的な「沿岸域圏管理」に取組む。国は

そのための指針を明らかにし、諸事業の活用、民間や非営利組織等の活力の誘導等により

支援する。沿岸域圏が複数の地方公共団体の区域にまたがる場合、関係地方公共団体が連

携し、特に必要な場合、国を含めた広域的な連携により計画を策定。推進する。

③国際海洋秩序の確立と技術開発

排他的経済水域内の水産資源についての適切な権利行･便と義務履行のため、漁獲可能量

制度により再生産資源の特性を生かした資源管理を一層進めるとともに、資源の持続的か

つ高度な利用を進める。

また、２１世紀のフロンティアである海を活用するため、浮体等による空間利用、資源や

海洋エネルギー等の調査、開発を推進する。さらに、海洋環境を保護。保全するとともに、

地球温暖化等の地球規模の諸現象の解明と正確な予測、事故等へ的確に対応するため、国

際機関等とも協力しつつ、観測、調査、研究開発、情報整備等を進める。
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｢２１世紀の国土のグランドデザイン～地域の自立の促進と美しい国土の創造～」（抄）

第２部分野別施策の基本方向

第１節国士の保全と管理に関する施策

第４節海洋。沿岸域の保全と利用

地球環境への意識の高まりと国連海洋法条約上の我が国の権利と責務を踏まえ、海洋・沿岸域を

人類共有の財産として、また望ましい姿で子孫に引き継ぐべき貴重な国土空間として認識し、適正

に保全するとともに多面的に利用していくことが基本である。

我が国の海洋・沿岸域は、それぞれの新しい国土軸に対応する黒潮、親潮、対馬海流に沿う地域

と、西日本国士軸に対応する三大湾,瀬戸内海等が連なる地域に大きく分けられる。このような地

域特性をいかし、以下の施策を行い、望ましい国土構造の形成に寄与していく。

１潟と人との夢犠噸かかわりの繼築

我が１重|の沿岸域は、厳しい自然条件の下に置かれているとともに、人口、資産の集積が進んでい

る。このため、高潮，津波、波浪等による自然災害や全国的に顕在化している海岸侵食に対壜応し、

国民の生命や財産を守り、質の高い安全な沿岸域を形成していくため、地震。津波防災対策の早急

な実施、面的防護方式による耐久性の高い整備等の海岸保全施設の整備及び津波・高潮等の観測・

情報伝達体制の高度化を推進する。

また、陸・海水系のjll:1互作用の下にある沿岸域では、自然の持つ循環、復元性、多様性が劣化し、

海岸侵食、富栄養化や赤潮、多様な生物の産卵・生育に重要な場の減少等の問題が生じている。こ

のため、沿岸域の特性を踏まえ、陸域の取組と併せた自然と調和した土砂管理、水質、底質の改善

及び干潟､藻場､砂浜等の浅場とその連続性の質的。量的な回復や自然の浄化能力の修復を広域的、

総合的に進め、人間と自然が良好にかかわる美しく健全な沿岸域環境の復元・創造を図る゜

さらに、臨海部・海岸を多様な機能をもつ空間として鑿･備し、良好な景観の形成、パブリックア

クセスの確保、海の魅力をいかしたウォーターフロントの整備を図る゜また、海に由来する自然、

生活、文化等にふれあう健康、，保養、学習等のための交流、海洋をテーマとした研究。技術交流、

漁業等の海洋関連産業の連携。交流、イベントの開催、海上交通網を活用した広域観光ルートの形

成等「海流連携」とも言うべき海を通じた連携。交流を推進する。なお、海洋性レクリエーション

利用者の組織化や利用ルールの策定、規制と併せたプレジャーボートの保管場所の確保とその広域

的ネットワークの形成を進める。

２沿岸域圏の総合的な計画と管理の推進

沿岸:域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図る

ため、沿岸域圏を自然の系として適切にとらえ、地方公共団体が主体となり、沿岸域圏の総合的な

管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進する「沿岸域圏管理」に取組
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む。そのため、国は、計画策定指針を明らかにし、国の諸事業の活用、民間や非営利組織等の活力

の誘導等により地方公共団体を支援する。なお、沿岸域圏が複数の地方公共団体の区域にまたがる

場合には、関係地方公共団体が連携し、特に必要がある場合には、国を含めた広域的な連携により、

計画の策定、推進を図る。

なかでも、より良好な環境を形成するためには、広域的な視点から沿岸域をとらえ、長期的な目

標を掲げ、段階的な計画により環境の復元、創造等を行うことが必要である。あわせて、多様な主

･体による個別の事業と計画との整合を図るとともに、管理者間の連携の取組を計画で位置付け、そ

の総合的な推進を図る゜

３国際海洋秩聯の確立と技術闘鶏

排他的経済水域内の水産資源について適切な権利の行使と義務の履行のため、漁独可能量制度に

より再生産資源の特性を生かした資源管理を一層進める。あわせて、開発による影響の緩和も含め

た藻場等の良好な漁場環境の保全と回復、資源管理型漁業、栽培漁業等の展開、調査研究の充実に

より、資源の樽続的かつ高度な利用を進める。また、２１世紀のフロンティアである梅の活用を進め

るため、新たなＩｉｌＭ(１，浮体等による空間利用、水産資源の基礎生産力の向上とその高度利用等の技

術開発及び実用化を進めるとともに、大陸棚の石油、天然ガス、深海底の鉱物資源、潮汐、波浪の

海洋エネルギー等の調査、開発を推進する。さらに、海洋環境を保護・保全するとともに、地球温

暖化、気候変動等の地球規模の諸現象の解明とその正確な予測並びに海洋・沿岸域における事故等

への的確な対応のため、国際機関等とも協力しつつ、海洋に関する観測、調査、研究開発、情報整

備等を進める。なお、海洋における資源開発・管理や調査・研究等を実施する際には、国際的な協

力体制の確立も必要である。
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■計･論２

●司会（前田）お話になる前に必ずお名前だけおっしゃってください。後ほど録音を起

こしましたときに原稿をご発言になった方にお渡しして内容を.修正していただくことにな

っておりますのでよろしくお願いします。

●吉田（東京大学）村上課長さんにご質問させていただきます。先ほどのご質疑のなか

で触れられている問題ですが、海洋の開発に関しては、省庁間のいろいろな固有の問題も

おありになるし、総合的な問題もあるわけです。特に後半のような問題でどんなふうな協

力というか調整がとれるだろうかというお話に関連することですが、国内というか日本の

中のことを考えた場合は今のようなお話であり、一方で海洋の問題は当然地球的な問題で

あり、政治的な国際的な問題であります。水産の問題でいえば、すぐに韓国やロシアとの

間で多くの問題が日常的に起っています。

そういう意味で私が思いますのは、国にある教育基本法、環境基本法や科学技術基本法

というような、個々の法律の上にきてものの考え方をきちんと述べる。あるいは枠組みを

述べる。そういう海洋に関する基本法にあたるものを置いてはどうか。これは仮称海洋基

本法というような名称で|呼べる、枠組みのみを述べるような法律です。それは憲法と個々

の法律の間をつなぐという意味もあるのですが、そういう法律をすぐにはできないとして

も、作ることを目標に掲げ、そのもとに個々の現行の法律を置くことにより、法律間にお

けるいろいろな軋礫等を調整するよう、物事の考え方あるいは順序づけというようなもの

はその基本法の中に書き込まれているわけです。そうしますと、現在起っているいろいろ

なコンフリクト、これは国内的な意味でのお話ですが、そういうものの調整がつけやすく

なるような気がします。一方、国際的には、日本の基本的な海洋に対する姿勢を世界に対

して宣言をするという意味あいも持ってくると思います。

そういう多面的な基本枠組みを含むような法律を将来つくっていくということについて

はどういうふうにお考えでしょうか。急なお話で大変恐縮なことでもありますが、なにか

個人的なお考えでもあれば、あるいは政府なり科学技術庁としてのお考えでもいいのです

が、教えていただければありがたいと思います。

⑪村上（科学技術庁）おっしゃいますように、非常に大きな基本的な問題提起ですので

簡単にお答えすることはできないと思いますが、私のいくつかの経験に錘づいて申します

と、今のお話の中に出てきましたが、科学技術基本法というのが何､年か前にできました。

それを思い起こして見ますと、２０年ぐらい前、科学技術行政を総合的に推進しようとわ

れわれ科学技術庁が提案し、それを法律にしようと取り組んだことがありました。そのと

きは、結局いろいろな行政省庁内の調整等の過程でうまくいかなかったというふうに聞い

ております。それに対して今回なぜ基本法ができたかということについて考えてみれば、

基本的には政治家の先生方が日本の将来にとって科学技術、なかんずく基礎的な研究から

応用開発にいたるまでを体系的、総合的に推進することが不可欠であるという認識をお持

ちになり、そうした政治的なイニシアティブからこういう基本法が初めて出来たのではな

いかと思います。逆にいえば、いわば個別領域の準憲法にもあたるような法体系は、もし
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かしたらそうした政治的な問題提起がないとできないのかもしれないというのが私の印象

です。そのうえで海洋問題について基本法が必要かどうかについては私自身そういう問

題を検討したことがないので、正直なところよくわかりません。作ったほうがいい面もあ

るでしょうし、もしかしたらそれは日本の法体系に対して屋上屋を架すような重複の部分

も出てくるのかもしれません。そうした利害、特質､今後の方向性等を総合的に研究して、

いいとなればそういった問題提起をする、あるいは政治家の先生からしていただくという

方向になるのではないかと思います。現状についてはそういう検討はしておりません。

の司会頓先生は今の,件についてコメントはございませんか。

●頓（国土庁）国土庁でもそういった具体的な検討をしているわけではございませんの

で、非常に個人的なコメントということで少し申しあげますと、海洋に限らず、国土計画

の基本になる法律を今見直すという話が出てきており、それを見直すにあたり関連する法

律を考えますと数限りないことになります。基本法を作るということになりますと、ただ

宣言だけすればいいのではなく、法律屋の野望というものでいいますと、できれば既存の

法体系もちゃんと整備したいという気持ちが出てきます。そういった形で新しく法体系を

整備するということは現状として非常に難しく、それが出来なかったら、法律を作ること

自体に本当に宣言以外の意味が出てこないのではないかという恐れを個人的には抱いてお

ります。

海洋基本法というものを作る気運が出てきて、宣言をしましょうということに意義を見

い出すことで出来てくるものは確かにあると思いますが、既存の法体系、既存の各省庁の

施策にまで切り込んだ形で影響を及ぼしたような法律を作るのは現状として非常に難しい

と、法律を担当している行政官としては思います。

そういう意味では、もちろん法律を作る前に組織の方が先にあったほうがいいかなと思

います。これは本当に個人的な見解ですが､海に対して責釧任をもっている部局が､例えば、

海洋開発の技術の話と国土計画の話というのは非常にかけ離れているように思いますし、

実際に違うところもありますが、海洋という意味では同じ分野になります。そういったの

が今は省庁連絡会議という形でいろいろやろうとしていまして、我点も国土利用という形

で省庁連絡会議というものを全総の関係で作りますが、なかなか中身のあるものにならな

いわけです。そこを超えて組織が本当に作っていければ、意味のある海洋基本法も作れる

のではないかと個人的には考えます。

⑤司会どうもありがとうございました。会場から何かご意見はございますでしょうか。

●勝丼（大成建設）頬さんにお伺いします。２１世紀の国土のグランドデザインという

のは大変理想的というか素晴らしい言葉が並べてあって、－つひとつのキーワードが非常

に大事で、私自身は今回、これを契機によく読ませていただいて感銘を受けたのですけれ

が、問題は､今までの全国総合計画、四全総までを含めての総括がなされていない点です。

今日は１ページでまとめていただいているのですが、このなかでいろいろ基本目標､課題、

開発方式とあり、その下に本当は何が実行されて、･何が実行されなかったのか、そういつ
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た総括が本当は必要だろうと思います。先ほども海洋開発審議会でもそういった総括をし

ながら先に進んでいるというお話がありました。我々はこういう計画というのは計画は計

画で実行はまた別だという感じで一般国民として受け止めていたのですが、それなりにい

ろいろなものが施策として現れているというところは今日のご説明でもだいたいわかって

きたので、もう少し細かい、何がなされて、‘何がなされなかったのか、その原因はどこに

あるのかというところが反省も含めてあればいいのかなというのが私の一つのコメントで

ございます。

それを踏まえまして、いろいろとご質問したいことがあるのですけれど、沿岸域圏の問

題を取り上げており、これを地方公共団体に任せていくうえで広域的な行政あるいは連携

が必要であるということは私もまったく同感であります。それを実行する手立てが、今の

吉田先生のお話にもあったのですが、組織がいいのか、立法がいいのかというところをや

はり具体的に、グランドデザインだからこのままでいいのではなく、どういう形でいけば

これが進んでいくのかというところを具体的にご検討になっているのか、あるいは近々そ

ういうことが進んでいくのかというところを非常に期待を込めているので、ご説明いただ

きたいと思います。

●頓まず、全総全体の反省というような前半のお話については、表には入っていません

が、例えば、四全総から今回の全総にかけて１１年かかっています。最初の数年間は当然

推進しましょうということで推進協議会のようなものを設けて推進していき、数年すると

すぐに国土審議会の中に調査部会を設け、果たしてちゃんと推進されているのかというフ

ォローアップを数年かけて行います。そのフォローアップを受けた形で今回でいうと計画

部会とを設け、計画を作っていただくという意味で、あくまでもフォローアップをしたう

えでの次の計画という形にはさせていただいております。もちろんその中には、これは達

成できたなという話もあれば、目標は掲げたけれどちょっと厳しかったかなという話も数

多くございます。もちろんその原因を考えて次の計画に生かすということで毎回つくられ

ているわけです。

後半の沿岸域圏の管理の話ですが、こちらについては実は四全総でも同じような文面が

あり、そのときは利用が中心となって利用計画を地方公共団体の方に作っていただくとい

う言い方だったのが、今回は管理という話になっているわけです。一つの県なり政令市な

りが湾域全部を持っているようなところについては、それぞれ考えていただくこともでき

るのでしょうが、例えばいちばん端的なところで東京湾を考えた場合、どうやったら連携

していただけるかということは非常に難しい話でして､そのためにどういうふうに連携し、

計画を作るために役に立つような指針を国が進めていくとしたらどういったものかという

検討をここ１年半ぐらいかけてやろうと思っています。

ですから、連携の仕方についてもどこまで示せるかはわかりませんが、例えば協議会と

いった場の設定の仕方についても何か提言できるのか、具･体的なものをどこまでやれるか

ということを、ちょうど研究会を立ち上げるべく準備していますし、これから検討してい

きたいと思っています。ぜひいいお知恵があればお貸しいただきたいと思います。その

一方で、これから我々が本格的な指針を作ろうとしているのは、日本全国を対象にしてい

ますが、例えば東京湾であれば首都圏整備法というものがあり、首都圏整螂傭計画が今年度

5１



中の策定を目指して現在検討されています。この中には当然東京湾の沿岸域の話も入って

きます。これは首都圏整剛備法という法律の性格上、国が主体となって作るのですが、その

中に初めから検討の段階に関係都県や政令市に入っていただき、共に検討を進めるという

形でやっております。これは同じテーブルについているけれど国が主導して計画を作ると

いう一つの,例です。どういった形があるのか、どれがベストなのかというところまで示せ

るかどうかわかりませんが、具`体的な事例を見ながら、役に立つような指針を示していけ

ればと思っています。

●司会先ほどからいろいろ横I釿的なお話、コンフリクトがからむお話が出ており、外国

でも同じようなことが問題にされていると思うのですが、よく国際会議で出てくる話です

と、デイシジョンメーカーが複数あり、目的が複数あります。その場合に意思決定をどう

やったらいいのでしょうか、そのサポートシステムをどうやったらいいのでしょうかとい

うことで、マルティプル・オブジェクテイブ・デイシジョンメーキング・システムという

ものがあり、それとまた法律がからむのです。具体的にはアメリカですとカナダとの間に

いろいろなものを開発する時のやりとりがあり、それを具体的に技術的にどう解決したら

いいか、どういうやり方がいいかという議論をする会議などもあります。ですから、法律

の場合と技術的にそれをマネージメントシステムとして解決するやり方といろいろ複雑に

からんでいるような気がします。この件について会場からご意見はございませんでしょう

か。

●成田（○ＮＲアジア事務所）前田先生のおっしゃったことからちょっとずれているか

もしれませんが、各省庁でいろいろなことをやっていて十分連携がとれないという問題も

あるということですが。たまたま私はライトといって通商産業省の関係でいろいろな海洋

での生物、微細藻類を利用して炭酸ガスを固定化するとか、生物的な固定化という研究を

しておりまして、数日前に海洋工学振興会でもう一つの造船協会の会があり、やはり湧昇

流を利用して非常に人類の食料問題解決に希望が持てるとかいろいろなお話や研究の報告

がありましたが、確かに同じ分野でも連携がとれていないなという感じを受けるのです。

それでどうしたらいいのかということがあると思うのですが、総合科学技術会議は横の

連絡をもっと推進するようなことをやったらいいのではないかという気もします。これは

私がいうことではないかもしれませんが、何か評価基準や全体の中での価`値みたいなもの

をやるというふうにしていったらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

●村上私自身はいわゆるＲ＆Ｄの取り組みのことしか本当をいうとよくわからないので

すが、その領域についても他の政策領域についても、大きな計画を進めるときには事前・

中間・事後の評似価がますます求められてくると思います。

今お話にあった総合開発技術会議というのはい例えばいろいろな候補プロジェクトがあ

り、分野を異にするようないくつかの計画があったとき、日本の国としてはどういう領域

にどのぐらいの研究資源を配分したらいいかということを事前に評価しながら、そのプロ

ジェクトの是非を検討するというような役割を当然もつべきだと思います。

研究開発領域というのは、身びいきかもしれませんが、縦割り行政の中で重複とか自分
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勝手な無駄な行動という、これまでになかった領域なのではないかと思ういます。ただ、

そうはいっても、できれば総合開発技術会議はいろいろな省庁のある意味で上に置かれる

ものですから、この際せっかく行政改革をやるならば、いろいろな行政領域の横断的調整

や連携の一つのお手本になるような領域に自ら位置づけていきたいという希望は持ってい

ます。これからの努力次第ですし、行政改革自体が今後の取組‐みでどういうふうになって

いくのかという懸念もありますが、私などは理工系出身者のある意味で楽観的なキャクラ

ターを持っていますので、そういう方向で努力していければいいと思っています。

●豊田（三菱重工業ＯＢ）私の今までの経験からお話をしまして、壇上におられる方は

みなそれぞれ各省の設置法で決められているのです。要するに、通商産業省の方は通産省

設置法でもってその役割を決められていて、それ以上のことはできない。そうすると、先

ほど吉田先生から出た海洋基本法というものが、頓課長補佐さんが話をされたように従来

の法律の調整で出てきたらいいのですが、－つボンと上に置いても何も意味がないと思い

ます。そういう意味で、今度は行革で各省庁が変わるので、その際に新しい省庁の設置法

のところでどういうふうに説いていただくかに尽きると思います。

と申しますのは､古い話ですが､運輸省の秋田開発推進官からいろいろ話が出ましたが、

私は沖縄海洋博のアクアポリス、上五島の洋上備蓄も省庁と全部といっていいほど私があ

れをやったといってもいいぐらいで、その例だけでなく、その当時、第２白竜海洋掘削リ

グがありました。この時は通産省だけで済んだのですが、第３白竜を建造した時にプロペ

ラを付け、推進器を付けたということで運輸省もうんというということから、当時、日本

海洋掘削の総務部長が１年以上にわたり、石油掘削リグというのは世界で使われるのだか

ら日本の国内法だけでは採算が合わないとされました。つまり、運輸省のいうように船長

を乗せたら日本では掘削リグはできませんということを１年以上にわたって運輸省と交渉

し、その過程において運輸省から、だいぶんやわらかい返事をいただいていました。それ

で最後に第３白竜ができ、じゃあということで実際に持っていったら元の木阿弥で、やは

り船長はいるのだということから、１年間何をやっていたのかということをその方はいっ

ておられたのです。これは今の法律ではしょうがないのです。

だから、法律の基本的な･体系から考えていただかないと、いくら希望を述べたところで

それは希望にすぎない。現実的な解決としては、それらを含むようなプロジェクトを作ら

なければプロジェクトは成功しないと思っております。大変シビアな考え方ですが、私の

経験からそういうふうに思います。

●三橋（漁港漁村建設技術研究所）頓先生にお聞きします。今|い'の２１世紀の国土のグ

ランドデザインは投資総額を示さずということでサラッとおっしゃいましたが、実際に私

も前に役所にいましたので、前の全総の時にはまずそれぞれの予算の分野が自分たちの担

当の分野で、国土庁でどのぐらいの規模のものが認められるかということがまずあり、そ

の段階を通って、その後でさらに大蔵省でそれを基にいろいろと折衝して決まっていくと

いう、いってみれば二段階の行司があったという感じです。ところが今回は、－番上の行

事役をしないということは、そのへんでどうして行司役を止めるのかという点についても

う少しお話を聞きたいと思います。
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●頓投資総額の話ですが、今回、投資総額を入れなかった最大の理由は、もちろん全総

に書いたからといって、すべてが必ず実現しますよというお墨付きをつけてきたつもりは

今までもないのですが、特<に全総で書いて、しかも大蔵省の意見も先にあり、それで書

いたということになると、なかばお墨付きに近いものになってくるわけです。今回は特に

現在も厳しい財政状況ですし、財特法もあり、この先公共事業をどんどん削っていこうか

という話もあるなかで、これは必ずやりますよというような示し方をするべきではないと

いう意見が政治的にかなりあり、書けなかったというのが現状です。

実際にはその中にいくつかお金のかかりそうなプロジェクトも入っているのですが、そ

れは逆に、入ったあとに「その具体化実施にあたっては業態効果分析および環境影響評価

の実施、一層の技術開発および構造基準の見直し、コスト縮減の取組み、財源の確保、費

用負担の調整、地域住民の合意および協力等を踏まえ総合的に検討する必要がある」とい

う堅い文章を加えて、これから検討すべきという位置づけにしています。いろいろな調整

の結果このようになりましたということです。

⑪三橋わかりました。ありがとうございます。

○増田（東京大学）頓先生にお伺いします。海洋の話から少しずれてしまうかもしれま

せんが、人口減少の問題で、世界的には人口は増加するのですが、日本の場合は２１世紀

中にもしかすると人口が半分になってしまう。その場合に、１０年とか３０年のスパンをみ

て建物を作っても、大都市のリノベーションが、要するに不要な建物がいっぱいできてし

まい、それの処理に非常にコストをかかってしまうという問題が、私は個人的に出てくる

のではないかと思っています。そのときに、例えば構造物のリユースといいますか、その

へんも考えた形の国土計画みたいなものを`作る必要があるのではないか。私は専門家では

ないのでわからないのですが、人口の減少問題と、こういうものにかける公共投資に関し

て方針や考え方がありましたら教えていただきたいのです。

⑭頓一般論の話になってしまって申し訳ないのですが、まず人にＩが減っていくというこ

とに関しては、例えば、戦略の中に一番'三1に出てくる多自然居住といった話では、人口が

少なくなっていって最初に影響を受けるのは、今も人口が少なくて減りつつあるところで

すので、村が丸ごとなくなってしまうようなところが、この先、魅力的な地域としてどう

やってやっていくかというときには、一つの村だけではやっていけないでしょうから、近

くの中小都市、あるいは周りの市町村と連携をとり、多自然居住地域という言葉をつけて

います｡そういった連携した形で地域づくりをしていきましょうというような考え方です。

これはまさに人口が減っていくのに対応した考え方の一つではあります。

大都市の話ですと、具体的な施策は何が今つくられているかというのは私もまだ承知し

ていませんので、私も建設省という、ものを作ることを志向している省庁から来ている人

間の一般論としていわせていただきますと、先生がおっしゃいましたように、今あるもの

をいかに使うかということについては最近意識が高まってきているかと思います。建設省

というのはそもそも名前がおかしくて、そのうちただの修繕省ぐらいになってしまうので

5４



はないかというようなことを自らいうことがあるぐらいで、どんどんものを作っていくの

は、もちろん必要のあるところには作りますが、今あるものをいかに息の長いものにし、

それをどのようにDユースしていくかという話については、具体的な,例がバツと出なくて

申し訳ありませんが、意識自体はそういうふうに変わってきていると思います。

実際に今回の全総の中の大都市のリノベーションというものもあくまでもリノベーショ

ンであって、修復であり、更新であり、有効活用であるという意識は、先生がおっしゃっ

たご指摘に沿うものかと思います。

●勝丼先ほど－つだけと申しあげたのですが、どうしても法律の専門家がおられるとい

うことで前から聞きたいと思っていたことをお聞かせいただきたいのです。頓先生、参加

と連携というところでこれからの方向性を示していると思うのですが、,例えば、牧原発に

しろ、沖縄の普天間基地にしろ、藤前の廃棄物処分場にしろ、これからの住民参加や住民

のコンセンサスをどうやって取っていくかということが一番大事だといっていいぐらい問

題になると思います。そこでどういう方法を我々としては模索していくか。間接民主主義

をとっているわけですが、直接投票をやるとか、そういった方向とそこまでいかないでど

うやって彼らとコンセンサスを作るか、そういう一つのルール作りみたいなものに対して

基本的な構想やお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

●頓非常に大きな課題でして、何か答えが出せるような話ではないのですがい例えば住

民参加や全総であれば、いかに地方公共団体の意見を聞くかといった話は、常にどうやっ

て聞いていくかということを今までも悩んできています。これから本当に法律改正をする

のであれば、法律の中にどういうふうに意見を聞いていく`仕組みを取り込むかというのを

これから検討しなければいけないということになっています。

現状で全総を作るときに何をやっているかといいますと、都道府県の意見は担当の方に

ヒヤリングをしたり、あるいはできた案を示してご意見をいただくという話から、それぞ

れの地域で一日国士市みたいなものをやって意見をいただき、一般の方も参加していただ

いてご意見をいただく、あるいは案を国土庁のホームページに載せて、そこでご意見をい

ただくといったことを実際にやっているのですが、果たしてそれが本当にいいのかどうか

というのは、一応やっているという言い訳にはなるのですが、それで十分かと問われると

非常につらいところがあります。

その一方で、国士審議会を作っているのは、なぜ審議会かというと、要するに国民全員

の意見を聞けないのがわかっているから、各界の意見を代表していえるような方に集まっ

ていただいてご審議いただくというのが審議会なのだと思います。一方、地方公共団体か

ら意見をいただく時に､県議会の議決をいただきましょうということがもし入っていれば、

間接民主主義に基づいていちおう意見をうかがうということになっているので、それ以上

本当に住民の意見を聞くのが聞くに越したことはないけれども、聞く必要があるのかどう

かという議論があります。

また、いちばん難しいのは、住民からの意見を伺うときにその住民の範囲をどうするか

という話になります。とくに長良川の河口堰を』作ります。住民の意見を聞きましょうとい

っても、住民というのはどこまでの範囲の人なのか。一つのﾉ|lの上下流までの流域圏の人
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にすればいいのか、それとも長良川というのは日本国にとって大事なものだから、日本の

全員の意見を聞くべきなのか､そういった住民の範囲を定めるのに非常に議論があります。

そういったところは各分野でみな悩んでいるところですので、これが本当にいちばんベス

トだという答えが申しあげられないのです。

いずれにしても、一つの解として、プロジェクトすべてを都市計画決定してしまったら

どうかという考え方もあるわけです。そうすると必ず公聴会を開いたり、説明したり、意

見をいただくということで、それはあくまでも住民の意見を直接聞くということです。し

かし、意見をいってもらったからといって、それを取り入れたかどうかというのは保証の

限りでは当然ないですし、同じ住民の方でも違う意見をいう方がたくさんいるので、最終

的には全然正反対の意見が出てきたら、どちらかの意見は必ず落ちるのです。

ということで、どこまで意見を取るのか、どこまで聞けば意見を聞いたということにな

るのかということについては各分野で検討されているところです。我々もこれから国士総

合開発法を改正するときに一緒に悩むことになろうかと思います。

●司会まだいろいろご質問あるいはご意見がおありかと思いますが、時間がまいりまし

たので討論はこれで打ち切らせていただきます。今回、村上先生、頓先生には貴重なお時

間をお使いいただいてパネルのためにご諦演くださいましてありがとうございました。あ

らためて御礼申しあげます。
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海域及び海浜地の管理の現状について

青山俊行

建設省河川局防災・海岸課海洋開発官

１．はじめに

四面環海の「海洋国日本」にとって、海洋（海域及び海浜地）は、古くから生産活動だけではなく、

生活の上からも深い関係にあった。これまでは、海洋は空気と同じように需要に比して圧倒的に供給

が多い「自由財」として観念されてきたが、我が国をめぐる豊かな海洋も、国民経済の発展に伴う無

限の開発可能性を有する海洋に対する期待感が高まりと、近年急速に高まりつつある海洋環境に対す

る関心によって、いつまでも「海は広いな大きいな…」といった牧歌的なものではなくなってきてい

る。

国際的にも、国連海洋法条約が発効し、海洋を巡る新しい時代の幕が開けており、これからは海洋

を「経済財」（利用上）若しくは「環境財」（環境保全上）として把握して、適切な管理を行ってい

くことが必要になってきている。国際的に見ると、主要国の多くでは海域の管理のための法制度が整

備されているが、わが国では、個別の公物管理法や規制法などによって、一定の区域や目的に対する

管理が行われてきただけで、海洋全体にわたる管理のための法制度は未だに整備されていない。

これらの個別の公物管理法や規制法などの隙間は、国有財産法や地方自治法などに基づいて地方自

治体が策定する規則や条例によって埋めらることになるが、地方自治体間の不整合や公物管理法や規

制法との不整合など、海洋のに関する法制度上の隙間を覆いきるものとはなっていない。

これらの現状と問題点について紹介する。

2.制度上の海域及び海浜地の位置付の経緯

明治以前は「所有権」の概念は明瞭ではなく、海域や海浜地も誰の所有に属するものでもなかった。

しかしながら、地租改正を進めるために、明治政府の手によって、土地の官有・民有が定められるこ

ととなり、明治７年１１月７日太政官布告第１２０号の「地所名称区分改定」において、「山岳丘陵

林薮原野河jjZ湖沼池沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地ニアラザルモノ」は、全て第３種官有地と
された。この中には、海浜地の規定はない。地租改正の準､備のために行われた民事'慣例調査によれば、

海浜地は概ね１２０間（２１６ｍ）とされており、その多くは海の一部として官有地に区別されたも

のと推定されるが、「地租.条例取扱心得書」によれば、有租地第二類中雑種地には網千場。鰯千場・

浜地。舟揚場・海岸砂地が含まれており、民有地に区別された海浜地も存在したと思われる。

このように、地租改正を契機として、海域及び海浜地は官有地として管理されることになったが、

その利用については、古来からの「先利用主義」により利用調整がなされるという状態が長く続いて
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きた。これは、問題が多発するほどの利用はなく、その利用も以前からの漁業や舟運にがほとんどで

あったためと思われる。

工業化が進み、経済活動が活発化するに従って、臨海部の埋立が盛んになると、起業者と漁業権者

や水面占用者などの水面権利者との軋礫が増加してきた。これに対応し、手続を明確にするとともに、

起業者の権利を明確にし、埋立の進捗を図るために、大正１０年に「公有水面埋立法」が定められて

いる。このほかにも、利用に関する法律は、これまでにも利用に関する各種の法制度が整備されてき

たが、海域及び海浜地全体の利用調整のための制度は、まだ確立されていない。

3.現状の法制度おける海域及び海浜地の位置付

現在、行政法上の「海」は、公物（国、公共団体等の行政主体が直接に公の目的に供用する個々の

有体物）であり、さらに、公物の中でも、公共用物（直接に、一般公衆の共同の使用に供される公

物）で、自然公物（自然の状態において、そのまま公の用に供され得る実態を持つ公物）としての性

格を持つものとされている。

海域及び海浜地の管理に関連する法律としては、以下のようなものがある。

①．「港湾法」「漁港法」「海岸法」

港湾･漁港・海岸という公物を管理するための法律であり、その目的に付随して、それぞれの対象

区域内（港湾区域、公告水域、港湾隣接地域、漁港区域、海岸保全区域）における海域及び海浜地の

公物管理法としての役割も果たしていることから、これらの法律の占用許可を得れば、国有財産法の

使用収益許可を得る必要はない。

ただし、「港湾法」「漁港法」は、港湾や漁港のために積極的に利用するという性格から、対象区

域を港湾や漁港として専用するものであり当該区域の積極的利用を図るための諸規定があるが、「海

岸法」は災害から海岸を防護するという消極的な目的しか有しておらず、そのため水面の占用許可制

度を有していない。

②．「自然公園法」「水産資源保護法」「港則法」など

特定の目的から海域及び海浜地の利用行為の規制を行う法律であり、一般的禁止とその解除として

の許可制を規定しており、特許制（占用許可など）は有していない。したがって、国有財産としての

海域及び海浜地の使用収益を行おうとする場合には、これらの法律の許可に加えて、国有財産法の許

可を得る必要がある。

また、許可申請に対しては法目的に反しない限り許可せざるを得ず、海域及び海浜地の総合的な保

全や利用という視点は持ち得ない。

③．「国有財産法」

国有の公物の管理に関する一般法として、他の法令に特別の定めのない場合は本法により国有財産

の使用の規制をしている。

④．「公有水面埋立法」

水面を埋立て土地として利用するについての手続を定めた法律で、国有財産法の特例法にあたる。

多様な観点からの総合的な公益判断を行うものであるが、対象が限定されており、海域の管理のため

の法制度とは言い難い。

⑤．「地方自治法」

第２条第２項及び第３項によれば、地方公共団体は、法令に基づく事務のほか、その区域内におけ

る公物の管理を行うものとされている。この規定をもとに、第１４条第１項に基づく行政事務条例と
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して、海域や海浜地の管理に関する条例を定めている例がある。

以上のように、海域及び海浜地は本来「公物」であるが、「海岸法」「港湾法」などの公物管理法

によって管理されているのは、その一部にすぎず、ほとんどの海域と多くの海浜地の公物としての管

理は、いわゆる「法定外公共物」として、国有財産法に基づいた規則や自治体の条例によって行われ

ているのが実態である。

4.国有財産としての海域及び海浜地の管理の現状と問題点

前述したように、歴史的な経緯から、領海内の海は国有地と考えられるが、国有財産としての海の

解釈には異論があるところである。海は海水とその底地からなる総合体であり、海水が国有財産とは

言い難い以上、海という総合体については所有権概念は及ばない。また、海（海面・海底）に所有権

（財産的支配）が成立するかについては、積極論と消極論があり定説はないが、海のうち財産として

有効に支配管理が可能であって財産価値のあるもの（海底）は、国有財産と解されている。

また、国有海浜地は全体で約６５０k1112と推定されており、この内、約４５０km2が海岸保全区域に

含まれ、法定外公共物として国有財産法の管理に委ねられている海浜地は約１８０k,2である。

国有の海域及び海浜地は、「建設省設置法（昭和２３年法律第１１３号）」第３条第２２項の「水

面（港湾内の水面を除く）の利用、改良、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督を行

うこと」という規定に基づいて、建設省所管の国有財産として管理することになっており、行政実務

上は、「建設省所管国有財産取扱規則（昭和３０年建設省訓令第１号）」に基づき、都道府県知事が

建設省所管国有財産の部局長として管理を行うことになっている。

都道府県は、海域や国有海浜地の管理を行うために規則等を定め、これに基づき管理している。国

有財産の管理の主たる事務は、境界の画定と「国有財産法」第１８条第３項「行政財産は、その用途

又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる」による使用又は収益

の許可である。使用収益の許可とは、例えば、特定人に対し、海水浴場の脱衣場等に使用するために

その区域及び期間を定め、使用料を徴収して占用を許可することである。

「国有財産法」は、財産管理に主眼をおいた一般法であるため、代執行などの監督処分や罰則規定

が欠如しており、不法占拠などに対して十分な行政処分ができないなど、多様化する海域及び海浜地

の利用に的確に対処することができないという問題を持っている。

海域及び海浜地の管理に関する都道府県の条,例や規則を表に示す。

各県によって内容が異なっており、ひとつとして同一なものはないが、全く何の規定も持たない岩

手県を除く全ての県で、財産管理としての最小限の規定である、占・使用と土石採取の許可と料金の

規定を設けている。和歌山県や鳥取県のように許可と料金の徴収に限定しているのは例外で、程度の

差はあれ、財産管理の概念を拡大して、機能管理的な規定を設けている。禁止行為や罰則規定まで設

けている県も十数県ある。また、国有財産の概念を逸脱し、水面までを対･象としている県も多い。

国有財産の管理という観点から定められた規則では、前述したように、代執行ができないなど、公

物としての海域や海浜地の機能管理を行うためには限界があることから、条・例を制定している県もあ

る。

広島県では、昭和２３年に制定された「公有水面･使用条`例」によって海域の管理を行ってきたが、

海上レストランの設置等、海域の利用形態が変化してきたことから、新たな対応が必要となり、平成

３年に「広島の海の管理に関する条I例」を制定している。この条例の大きな特徴は、海上浮体施設、

5９



人工地盤方式の工作物など海域を土地的に利用する場合や、マリーナの泊地など海域を面的に占用す

る場合などは、知事は学識経験者からなる広島県海域利用審査会の意見を聞かなければならないこと

を定めている点である。

実際に行われている海域についての使用許可の事例としては、海底ケーブルなど管類の敷設、海砂

利の採取、漁場の造成、橋梁の建設などがある。件数はそれほど多くはなく、海域の使用許可を行っ

ている県の平均で、年間数十件程度となっている。

海底ケーブル敷設などの場合、隣接県で規定に差があることから、一方の県では利用料が徴収され、

一方の県では徴集されなかったり、利用料に著しい差があるなどについて、申請者からの苦情がある。

また、海域部における県境が明確でないこと、工作物の構造基準がないこと、現地の確認が困難なこ

となど、実際に許可を行う際にも問題は多いようである。

また、国有財産としての海浜地は「自由使用」が原則であるが、釣り人とサーファーなどの利用者

相互間、４ＷＤと海浜植物の保護などの利用者と環境との間のトラブルが数多く見られるようになっ

てきている。これは今まで、いわば予定調和的になされてきた利用者間のルールが、地域の慣習など

で、だいたい収まっていたのに対し、利用が変わってきたことによるもので、国有財産法に基づいた

規則では対応できないことから、条例を定めている自治体も見受けられる。

５今後の課題

海洋全体にわたる管理のための法制度の整備が必要であるという認識は古くからあり、建設省では、

昭和４８年に領海内の海面及び海浜地の管理のために「沿岸海域の公共的管理に関する法律（案）」

を策定したが、国会提出にいたらなかった。その内容は、以下の通りである。

①．海域利用の合理化・整序化

海域の占用あるいは砂利資源の採取などについて特許制度を創設し、また私有海面についても行為

規制を行うことにより、海域の合理的利用の砿,保、各種利用の整序化を図ること。必要な場合は、海

水浴場におけるモーターボートの取締など自由使用間の調整も行うこと。

②。海洋環境の保全

自然環境保全法等の対･象とならない程度の海域においても、必要な場合は環境保全の観点から利用

規制を行うこと。

③、財産的管理の明確化

海域占用料、海砂利採取料等についての徴集、帰属等を統一、明確化すること。

④、沿岸海域整備事業の施行

沿岸海域の公共的利用を促進し又は海洋環境を保全するために、廃船・廃油の処理、養浜、植樹、

海水浴場整瓠傭などの沿岸海域整備事業を行うこと。

⑤、海域管理体制の確立

上記内容を確保するため、沿岸海域の公物管理者を明確にするとともに、監督処分制度を創設して

沿岸海域管理体制を確立すること。

現時点で見てみると、内容的に不十分な点も多く、新ためて検討する必要があるが、現在抱えてい

る諸問題を解決するためのひとつの方向性を示すものといえ、今後の参考となろう。

また、行政改革の一環として、地方分権の議論がなされているところであるが、本年５月２９日に

閣議決定「地方分権推進計画」では、「いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路（溜池、湖沼を含

む）として、現に公共の用に供しているものの道路法、河川法等の公物管理法の適用若しくは準用の

－６０－



ない公共物で、その地盤が国有財産となっているものについては、その財産を市町村に譲与し、機能

管理、財産管理とも自治事務とするものとし、機能を喪失しているものについては、国において直接

管理を行うものとする。…略…里道、水路以外の法定外公共物（海岸等）の取扱いについて

は、引き続き検討を進め、その適切な管理のあり方についての方針を決定するものとする」とされて

おり、国有財産としての海域及び海浜地の今後の管理をどのように考えるかについて、早急に結論を

出すことが求められているところである.
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｢わが国の海洋開発政策の現状と諸課題について」

染野憲治

通商産業省資源エネルギー庁長官官房総務課海洋開発室

１はじめに

本日はまずはじめに、昨年、閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」につい

て、これがまとめられた背景、内容をご説明させて頂きます。次ぎに、現在、当省の産業構造審議

会で論じられている議論から、特に今後の産業政策のうち政府の果たす役割として指摘されている

点を紹介させて頂き、このような指摘を踏まえた海洋開発政策の今後の方向性と当省での具体的な

取組について、ご説明したいと思います。なお、海洋開発政策の今後の方向性に関する部分につい

ては、審議会での議論等を踏まえて整理したものではありますが、基本的に個人的な見解に基づく

もので公的なものではありません。

２経済構造改革の背景

わが国の経済社会システムは、現在大きな転換期にあります。経済のグローバル化によって大競

争時代が到来しており、結果としてわが国の中期的問題の一つとして産業の空洞化が懸念されてい

ます。この最大要因は流通、税、雇用形態、金融コスト等の高コスト構造にあります。また、長期

的問題としては、急速な高齢化の進展により、人手不足、貯蓄率の減少という状況の中で経済活力

が十分確保できるのかという懸念も生じています。具体的に述べれば、６５歳以上の人口割合が10％

から20％の２倍になるのに、米国の61年に対し、日本ではたった21年と予測されており、急激な高

齢化が進みます。これに伴い、平成７年度で65兆円の社会保障費が30年後には約４倍の274兆円に

増加すると予測されています。今後、労働力人口の減少が見込まれており、従来の社会保障制度で

は－人当たりの負担が急激に増えていくことが危棋されます。これを放置すれば、保険料の増額か

福祉の切り捨てで対処せざるを得ません。この点について、経済構造審議会での議論では、経済の

効率化により生産額のパイを大きくすること、一方で、福祉医療や年金にもっと民間活力を入れた

りして効率化を図る、その課程で現在の福祉水準を少し下げざるを得ないのではないかということ。

この両方の作業が必要と考えられました。具体的には、①経済構造改革（新規事業創出、高コスト

構造是正など事業環境の整備。技術進歩率の増加、高齢者及び女性の就労機会の増加。）、②社会

保障制度改革（年金制度及び医療制度改革）、③財政構造改革（公共投資の削減）を行う必要があ

るという結論になりました。

このうち経済鱗造改革については、平成８年12月に「経済構造の変革と創造のためのプログラ

ム」を閣議決定しました。その大きな３つの柱は、①新規産業の創出のための環境整備、②高コス
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卜構造是正や企業組織と労働をめぐる諸制度の改革などによる国際的に魅力ある事業環境の創出、

③経済活力の維持・向上の観点からの公的負担の抑制となっております。その後、関係省庁連携会

議の開催、産．学の関係者及び関係省庁からのヒアリング等を行い、これらを踏まえ、平成９年５

月に「経済構造の変革と創造のための行動計画」を閣議決定しました。

３新規産業15分野の創出に向けた環境整備

行動計画の中でも、新規産業の創出のための環境整備は中心的なテーマです。その促進策として、

今後成長が期待される15の新規産業分野を掲げ、各産業固有の課題を解決するための「新規産業創

出環境整備プログラム」を策定しました。これは、各分野ごとのニーズを踏まえ、規制緩和、核と

なる技術の開発、知的基盤整備、社会資本整備などの環境整備の施策をきめ細かく、そして総合的

に推進するための平成13年頃までを目途とした中期的な実行計画です。つまり、平成13年頃までに

実施していく施策を具体的に記述することで、今後開発されていく分野が端的に分かるようにし、

これにより、これから政府が行っていく研究開発や技術開発の方向性を、民間分野の方々に読み

取って頂くというメッセージ的な役割を持っています。

海洋関連分野も、この15分野のうちの一つとして位置づけられ、海洋に関する新規産業の創出や

既存産業の高度化を図るべく、従来の規制の見直しや技術開発等に関する施策をとりまとめました。

この際、他の分野の計画と共通することでありますが、複数省庁にまたがる内容が多く、その実行

には関係省庁の緊密な連携が欠かせません。このため、各分野毎に「関係省庁連携会議」を整備し

ました。海洋関連分野についても15省庁からなる同会議が設置されています。また、民間事業者か

らの問い合わせなどに対しては、関係省庁の連携によりワンストップ・ファーストトラック（迅速

な処理）で対･応することとしています。

４行動計画における海洋関連分野に関する取組

本行動計画における海洋関連分野に関する具体的な取組については、「４．総合的な施策パッケ

ージ」に記載されているとおりで、①海洋利用空間の創出、②海洋・沿岸域環境の保全・創出、③

海洋生物資源の高度利用、④海洋性レクリエーションの振興等、⑤規制緩和等の５つに分かれてい

ます。なお、本行動計画は新規産業の創出を意図しているため、既に成熟化している産業に関する

施策、学術的色彩が強い施策、平成13年以降を目途とする長期的な施策等については、具体的には

記述しておりません。

それぞれの項目毎に、主な施策を紹介しますと、

①海洋利用空間の創出では、沿岸域空間の確,保のため、沖合人工島の整備、超大型浮体式海洋

構造物（メガフロート）の技術開発等の施策が挙げられています。

②海洋。沿岸域環境の保全。創出では、海洋環境の保全・創出に配慮し、持続的な海洋。沿岸

域の開発・利用を可能にするため、海洋・沿岸域環境の調査・モニタリング、情報の蓄積・

整備、自然環境との調和及び周辺環境への影響緩和のための技術開発、閉鎖性水域における

水質・底質の改善等の事業、人工の藻場・干潟の造成を始めとするミテイゲーション手法の

調査、検討が挙げられています。

③海洋生物資源の高度利用では、魚介類の自給率の低下という状況を踏まえ、我が国周辺水域

の水産資源・生産量の増大への取組を推進していくため、水産資源の維持培養と漁場の高度
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利用、つくり育てる漁業の推進、養殖の持続的推進、資源管理型漁業の推進等に必要な技術

開発等を行います。

④海洋性レクリエーションの振興等では、国民の余暇活動におけるニーズに対･応し、海洋性レ

クリエーションへの振興を図るため、係留・保管施設、ボートパーク等の整備等、安全で利

用しやすい親水空間の整備、波高・iiM`位等の観測及び伝達のための情報基盤整備等に取り組

みます。

⑤規制緩和等では、各事業の発展のため、浮体構造物に係る多重規制の見直し、全国総合開発

計画における「沿岸域圏管理」の推進の提示、日本海祥データセンターの海洋データ収集,

処理・保管・提供の充実、マリンイントラネットの実現に向けた検討等を行います。

この行動計画については、政府は、実効ある経済構造改革の進展を図るため、毎年、経済構造改

革の進展の状況、関連施策の実施状況等について検討を行うなど適切なフォローアップを行うこと

としています。

このため、昨年12月に、経済構造改革の内容を深化し、動きを加速化させるため、「行動計画」

の着実な推進はもとより、可能な限りの計画の前倒しと新たな施策の追加を含むフォローアップを

行いました。海洋関連分野に関して、本フオローアツプにおいて、新規に追加又は内容が具体化さ

れた施策等については次ぎのとおりです。

①超大型浮体式海洋構造物の技術開発の推進として、洋上に製,作された浮体モデルを用いた実

証実験等により、平成９年度中に建造技術を確立し、その実用化に関する課題を検討。予算

として「超大型浮臘体式海洋構造物の総合的信頼性評価に関する調査研究」を88百万円計上。

②環境復元技術のマニュアルの取りまとめ、普及・`促進として、失われた自然を復元し快適な

環境を創出するための環:境復元技術のマニュアルの取りまとめ、普及。促進を図る゜平成10

年度以降も施策を継続的に実施するため、その旨を踏まえた記述に改訂。予算として「瀬戸

内海の適正環境創造のためのミチゲーション技術の適用に関する研究」を68百万円計上。

③浮体構造物に係る規制緩和として、浮体構造物に係る建築基準法、船舶安全法、港湾法、消

防法の規制について、関`係省庁間で規制内容を精査・調整のうえ、平成９年度中に技術基準

の整合性を図るなど所要の措置を講ずるもの。

④全国総合開発計画の策定として、新しい全国総合開発計画については、平成９年夏前を目途

に策定することとされていたが、時期を同じくして財政構造改革の方向性が示されたことを

踏まえ、さらに時間をかけて検討することとなったもの。平成９年10月の国士審議会に、計

画部会から新しい全国総合開発計画の骨格となる「計画部会審議経過報告」について報告が

あったところ。今後は10年度末を目途として、新しい全国総合開発計画策定に向けた作業を

行うもの。予算として「海洋利用推進検討費」を９百万円計上。

⑤海洋関連情報の整備として、平成９年10月に関係省庁連携会議の下に、海洋関連情報ワーキ

ンググループを設置し、各省庁等で整備している海洋関連情報についての収集・処理。保管

及び提供等の現状について整理を行っているところ。

今後も、内外の諸情勢、経済構造改革の進展の状況、関連施策の実施状況等について検討を行う

など本行動計画の適切なフォローアップを行うこととしています。
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５経済構造改革の更なる発展へ向けた検討薊課題

政府として経済構造改革の更なる発展に取り組むため、現在も引き続き、産業構造審議会におい

て、今後の通商産業政策について検討が行われています。

本年６月に開催された産業構造審議会総合部会では、事業環境の整備に当たっての産業分野ごと

の課題の対応の必要性を指摘し、「新規・成長が見込まれる分野の重点的規制緩和、各産業の生産

・流通構造の特性を踏まえた情報化やリサイクルシステムの構築、強みを活かした国際標準の獲得、

各分野の技術力の国際比較を踏まえた戦略的産業技術開発、個別産業の通商問題対応、といった産

業からのアプローチが必要である」とし、「①今後、特に需要の拡大が見込まれるバイオ、宇宙等

の新規成長15分野に対応した産業等新たな発展段階を迎えている産業、②これまで規制が強く支配

し効率化・国際化が遅れているサービス産業等については、産業ごとの発展段階、時代の変化に対

応した政策アプローチをとる必要がある」と指摘しています。置き換えて言えば、海洋関連分野に

ついても、その発展段階、時代の変化に対応した政策アプローチを考えていかなければならないと

いう指摘です。

また、本年７月には、産業織造審議会総合部会基本問題小委員会が、我が国の経済にとっての中

長期的課題について報告書を取りまとめました。本報告書では、政府の役割として、「生産性の向

上に向けた努力は、一義的には個人や企業の自らの責任において行われることが基本であるが、我

が国の場合、例えば自己責任の下に適切な判断を下す根拠となる正確な情報の流通の不足など、こ

うした努力を促す市場機能の前提条件が未整備という面があり、こうした分野に関して、政府に期

待される役割も大きい」と述べています。さらに、具体的に政府が取り組むべきこととして挙げら

れている点として、規制緩和については「多様性を許容する規制制度改革として、企業や個人の経

済合理的な行為を過度に規制する制度について、スケジュールの前倒しを含め、引き続き積極的か

つ速やかに撤廃。緩和を行うべきである。これに加え、公的な規制のみならず、民間における償行

の中にも社会的非効率を招いたり、市場機能の発揮を妨げるおそれのあるものがあり、これら公的

規制の撤廃・緩和と併せて、いわゆる『民民規制』」の取扱いについても検討する必要がある」と

しています。また、市場機能の環境整備として、「これまでの日本型のシステムに揺らぎが見られ

る中、市場機能への過度の信頼は『市場の失敗』を招きパフォーマンスの向上につながらないの

ではないか、という懸念や疑問の声もある。こうした懸念や疑問を払拭するためにも、市場が健全

かつ有効に機能することが必要であり、『市場の失敗』を回避するためにも、市場機能が健全に発

揮されるための環境を整備していくことが政府の役割として重要である。市場に参加する者が正確

な情報に基づき適切な判断が行えるよう、情報の開示のみならず、その流通のために必要な、情報

の不完全性（非対称性）を補うための環境を整`備する」こと、また、「技術開発や教育など、企業

や個人のパフォーマンスの向上につながる『準公共財』」としての経営資源の供給のためのインフ

ラを整備する」ことを挙げています。指摘を踏まえれば、海洋関連分野に関する具体的な施策アプ

ローチとしても、民民規制も含めた規制緩和、情報整備や技術開発等の準公共財の整備が重要と考

えられます。
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６今後の海洋開発政策の方向性と通商産業省の取組

行動計画の「４．総合的な施策パッケージ」を整理しますと、これらの施策は大きく２つの分野

に分けることが可能かと思います。一つは、海洋利用産業の育成に関する施策で、具体的には、メ

ガフロート、つくり育てる漁業、海洋性レクリーエション等の特定分野について、その産業の育成

を意図した技術開発、規制緩和、社会資本整備等が挙げられます。もう一つは、海洋利用のための

環境整備に関する施策で、具体的には、ミテイゲーション・水質保全対策などの環境保全・創出、

海洋・沿岸域情報整備、五全総などの海洋・沿岸域開発調整に係る施策など海洋開発全般に関連す

る横断的な施策であります。

これらの２分野について、それぞれ政府として行うべき施策については、異なったアプローチと

なり、先に述べた産業構造審議会での議論等を踏まえれば、次ぎのように整理できると思います。

まず前者の分野については、公共性の極めてテーマについては、必要な調査研究、技術開発、所要

のガイドライン策定等の施策を政府として実施していくべきと考えられます。例えば、海洋環境保

全に関する施策や、経済性等の観点から民間資本のみでの取組が困難な海底資源。エネルギー開発

等がこれに当たります。ただし、政策の実施に当たっては、産。学。宮の共同研究の推進や従来公

的部門によって行われてきた社会資本の整備。運営等について民間事業者の資金、経営ノウハウ等

を導入し、民間主導で効率的・効果的に社会資本の整備等を行う手法（いわゆるPFI〉などにより、

効率的に進めていく必要があります。一方、後者の分野については、いわゆる準公共財の整備とい

う観点から推進すべき施策ではありますが、その際に、産・学のニーズを踏まえることが重要と思

います。例えば、海洋に関する情報の開示・流通等の知的基盤整備や人材の育成・流動化等の人材

蕊轤整`備については、国としてもニーズを見極めた上で進めていく必要があると考えます。また、

ここでも産。学・宮の共同研究を進めていくことは、情報の共有化や人材の流動化のために資する

ものと思われます。そして、両分野とも共通する課題として、規制緩和の推進が挙げられます。特

に海洋開発に関しては、重複的な規制が行われているが、関連法律間での明文的な調整規定が置か

れていない例（例えば、区域指定に関する法令としての漁業法、鉱業法、捲湾法、海岸法）や適用

法令の不明確性、レジャー利用と漁業利用間での摩擦、利害調整といった問題が従前より指摘され

ている状況にあります。これらの点について、今後、一層の規制緩和、沿岸域開発の在り方の検討

等が重要と考えられます。

最後に、両分野に関して、今後の通商産業省の取組として計画していることを紹介させて頂きま

す。

まず、海洋利用産業の例としては、海洋鉱物資源開発に関する施策が挙げられます。これは長期

的な観点に立った施策であるため、行動計画では具体的な施策としては記述されておりませんが、

我が国の資源セキュリティを考えれば、将来的に推進していく必要のある分野と考えております。

この分野に関して最近の状況をご説明しますと、平成８年６月に我が国は国連海洋法条約を批准し

ました。本条約は周知のとおり、領海、排他的経済水域、大陸棚、深海底、海洋環境の保護等、海

洋全般についての包括的な条約であり、国|際社会における海洋の法的秩序の確立に資するものです。

同条約は全部で17の部と９の附属書で構成されており、そのうち特に第６部の大陸棚及び第１1部の

深海底に関する規定については、海底鉱物資源開発に密接な関係を持っています。

大陸棚については、同条約では、大陸棚を原則として基線から200海里までの海面下の区域の海

底及びその下としていますが、大陸縁辺部が200海里を超えて延びている場合には、所要の条件を
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充足するときは、350海里を超えない範囲で延長を認めております。この場合、大陸棚の延長を主

張するためには、所要のデータを、できる限り速やかに、遅くても平成18年７月までに国連（大陸

棚の限界に関する委員会）に提出しなければなりません。当省では、一般的に、大陸棚には、石油

・天然ガス等の資源が存在する可能性が比較的高いことから、平成10年度より、地質調査船「白嶺

丸」を用いて、大陸棚延長の可能性のある海域について石油・天然ガス等の資源地質調査及び解析

を行うこととしております。

深海底については、いわゆるマンガン団塊に関し、深海底の探査・開発は国際海底機構が管理す

ることとされています。各締約国は、第11部、関連付属書の規定等の遵守を確保するために必要な

措置をとることにより、機構を援助するものとされており、具体的には、各締約国は、国内法にお

いて深海底の探査・開発を許可にかからしめるとともに、許可を与えた事業者等を適切に監督する

義務を負うこととなります。我が国としては、深海底鉱業暫定措置法の運用によって、当該義務を

履行することとしています。現在、機構は、深海底の探査のための詳細な規則手続（マイニング・

コード）を策定しており、深海底の探査に伴う海洋環境の保全、鉱区確保に伴い課される負担の在

り方等に関して機構の場における交渉に対応しているものであります。また、当省では、将来の各

国による鉱区獲得調整も想定し、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト鉱床に関して深海底探査

船「第２白嶺丸」を用いて、地形。地質構造調査、賦存状況調査等を実施しております。

さらに、メタンハイドレート、海水溶存リチウム、深胸水等の新しい海洋資源の可能性について

も検討を行っていく必要があると考えております。

一方、海洋利用のための環境整備の例としては、海洋環境情報の整備の推進を考えております。

行動計画でも、海洋‘沿岸域の「開発に必要な沿岸域の生態系等の海洋環境の情報が不足している

現状にかんがみ、今後、着実に情報の灘噸，整備を進めていくことが必要」であり、また「現状で

は、情報が各種機関に分散するなど、利用者の利便性を図る体制等が不十分であり、情報を利用す

る際の障害となっている。このため、国、地方公共団体及び海洋調査研究機関等は、十分な連携を

図り、可能な限り海洋・沿岸域関連の情報を事業者等が利用しやすい形に整螂傭し、提供していくこ

とが必要である｜と記述しています。このため、ご承知のと始り、これまでも我が国の総合的な海

洋データバンクである日本海洋データセンターにおいて海洋データの収集・処理。保管．提供を行

われておりますが、行動計画では、この一層の充実が掲げられております。また、実際の海洋デー

タの収集については、科学技術庁、環境庁、農林水産省、運輸省、建設省、通商産業省等において、

それぞれ行われているところであります。

しかしながら、事業者からのヒアリングや海洋情報のニーズに関する調査等によれば、特に海洋

生物、海洋汚染に関するデータの集積が不十分であるという結果も出ております。これらの情報の

整備は学術研究のための必要性にとどまらず、環境アセスメントやミチゲーション等環境の保全．

創出に関する事業や海洋レジャー産業等にも有益なものと想像されます。このため、本年度、当省

では、関係省庁の協力を頂き、海洋．沿岸域の生物、生態系等の海洋環境に関する情報について、

必要とされる情報の質及び量、流通の状況、提供の方法､形態等について調査，分析し、現状の海

洋環境情報の収集。管理・加工・提供の方法等の問題点を明らかにして、改善策を検討する事業を

計画しております。

躯



７まとめ

最近の厳しい財政状況等を踏まえれば、海洋開発に限らず従来の政策に見られた大型のナショナ

ルプロジェクトの実施による需要の創出といった政策アプローチは困難になってきていると思われ

ます。また、技術開発等の施策の実施に当たっても、開始・中間・最終の各段階で政策・技術評価

の実施により、厳しく事業の費用便益。効率性を考えていくことが求められています。このような

状況を踏まえれば、今後は、産。学・宮の各々の連携と分担により、限られた人的。財的資源を有

効に活用していくことが、これまで以上に重要となっていくと考えております。

6９



■討論３

●司会（吉田）ただいまからしばらくの時間は､会場の皆様方から講師の方へのご質問、

あるいはコメントをいただく時間にしたいと思います。ご承知のように、海洋工学連絡会

の海洋エ学パネルとlilH1しますのは、できるだけ時宜にかなったテーマについて、その道の

フロントあるいは第一人者の方々にお話をいただき、それはご自分の分野、ご自身が毎日

仕事をしておられる分野から－歩離れた、あるいは二歩離れたところの講師の方のお話を

じかに聞いていただき、そして今からの質疑応答の時間はできるだけ十分な時間をとって

いますので、その時間を利用して本で読まれるというよりは実際にやっておられる方々、

講師になっていただいた方々に直接お聞きすることにより、隣の分野に関して日ごろ疑問

に思っておられることを直接開いていたただける場を作るということを非常に重要な目的

にしています。時間の割りi振りもそういうことができるようできるだけ配慮してあるつも

りです。講師の方々にはお話しいただいてお疲れのところですが、もう少し頑張っていた

だき、会場からのご意見を聞いていただく、あるいは質問にお答えいただければ大変あり

がたいと思います。

それでは会場からのご質問、あるいはコメント、ご感想等をいただきたいと思います。

●国富（日本鋼管○Ｂ）両講師の方に関係がある、また私は個人的な考え方を持ってお

りますのでいろいろ反論もあるかと思いますが、二点についてちょっとお聞きしたいと感

じたことを申しあげます。

通商産業省の資料のに|ｺにあるように、海洋環境の創設、保全に配慮して積極的に取り組

む、これは非常に結榊なことです。開発利用に先立って環境影辮評IHiを十分考慮する、こ

れもいいことです。しかしながら、どうも今までの各省の計画というものは、まず予算か

ら決定して再評価をあまりしないで、予算が決定すれば実行に移すケースがあるのではな

いかと感じています。これこそ税金のムダになるばかりか、地元住民とのトラブルまで非

常に多いというふうに思います。具釧体的な例はここでは省きますが、国としてこういうこ

とは反省すべきではないか。これは私の個人的な意見として、どちらの先生でもかまいま

せんけれどお聞きしたいと思います。

二番目に、東京湾は今までどんどん埋立を進めており、自然海岸がほとんどなくなって

きているのではないか。もちろん海岸利用を促進するためにスロープや砂浜も部分的に計

画し、作られています。通産省の染野さんの資料の４ページ下段に非常にいい言葉が書か

れていますが、果たしてこれが実行されているのかどうか。あるいはほとんどが岸壁化し

ている。これは自然を無視した人間の勝手な行動だと私は思います。したがって、自然を

残す努力をもっと重視すべきであると思います。今後いろＩハろ予算化するにあたって、本

当に実際に書かれていることを実行するかしないか、このへんをちょっとお聞きしたいと

思います。

●青山（建設省）予算がついたら遮二無二やってしまうというのは何となくわが省がよ

くいわれているような話でして、ちょっと前に長良川の河口堰の問題があり、そのあと農

林水産省の諌早湾の話もありましたが、昨今では吉野川の第一'一堰等か、いろいろと批判が
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あります。基本的にそういう問題意識はわれわれ自身も持っていますが、これは建設省だ

けではないのですが、いわゆる公共事業の再評価のシステムを作るべきだといわれ、これ

は総理からの指示もあり関･係省庁が、特に公共事業をやっている省庁で相談をし、ある程

度年限が経った事業についてはその機能や目的がそもそもにおいて今必要があるのか、経

済効果があるのかをも含めて見直すシステムを今年度中に導入するということです。建設

省でいうと直轄の事業もありますし、公団と都道府県との事業もありますが、全部実施す

べく通達を流したところです。

基本的には、新規採択になってから５年間は事業が着手できないといったものについて

は再評,価を行う｡事業が順調に進んで工事が始まっているものでも長期間にわたるもの､１０

年間経ったらそもそもの目的がまだあるのかということも含めて見直すということについ

て、これは学識経験者による評価委員会を作り、その中で再評価をしていただくわけです。

それで、ちょっと考え直したらということがあれば、やめるというのも一つの手ですし、

規模を縮小するとか、代替案を考えるということも含めてやっていこうという仕組みを現

在つくって、直轄についてはたぶんこの８月に委員会の発足ということになろうかと思い

ます。いわれている趣旨は十分わかっておりまして、その方向に向けて努力をしていると

ころです。

岸壁化の話がありましたが、これは全国的に見るとさんたんたる状態のようでして、今

年と来年にかけて少しち密なデータをとってみようと思っています。あまり具･体的なデー

タは今はわからないのですが、埋立がすごい勢いで増え、海岸が悪いとよくいわれていじ

められるのですが、その多くが埋立の影響が非常に大きい。それと、これは身内の話です

が、道路、鉄道のたぐいが、用地買収そのものや地形上の問題があり、海に護岸を作り道

路をつけるというところにコンクリートブロックを山のように入れているとか、そういう

意味では昔の自然海岸をずいぶんつぶしている例がたしかに多かったというのは事実だと

思います。

海岸事業のほうでは、最近やっているのはほとんどが砂浜の復元をしろという地元の要

望に応えるような事業が多くなっており、少しずつ海岸事業の中でもそういうことをやろ

うとしていますし、また運輸省の港湾事業などでも、通産省のペーパーにミテイゲーショ

ンという言葉がありましたが、できるだけ新しく埋立をせざるを得ないときにはミテイゲ

ーションをして新たな環境の回復を図る、もしくは昔失ったものをもう一度取り戻す、そ

ういう努力をされていると聞いています。

変わった話では、埋立をするとどうなるのかということです。それまで海に自由に接し

ていた市民が海に接することができなくなる。工場の敷地で危険物があるなど、大阪湾で

は６割の海岸線が立入禁止になっているのです.この前、岡山に行った時にも、かなりの

埋立で市民が海に行けなくなり、海に行くためには車に乗って隣の梅まで行かないといけ

ない。昔は自分の家の前まであったということもあり、同じ岸壁化して埋立地にするにし

ても、海に接する権利を回復するという名目で各工場にお願いして、岸壁に通路を作って

立ち入りさせてもらうとか、そういう工夫も一部ではしているようです。・世論の動きはそ

ういうことだということがみんなわかって少しずつは方向転換しているのですが、いかん

せん、戦後５０年間の蓄積で非常に莫大な埋立地があり、今後それをどういうふうにして

いくのかということについてはこれからも頑張っていきたいと思っています。
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⑪司会染野さんいかがでしょうか。

●染野（通商産業省）今ご説明いただいたことだけでも十分だと思いますが、多少補足

しますと、海洋環境の再評価を行ってもなかなかとまらないのではないかという話に関し

ては、今ご説明いただいたとおり、評価を行う評価委員会を設置していくということは通

産省も同じです。少し広げていえば、これはいわゆる公共的な事業だけでなく、技術の開

発に関しても中間評価を行っていくことが必要だということです。長期的な事業も最初に

始めた時と比べて、１０年ぐらいの長いプロジェクトですと５年ぐらい経つとある程度j始

めたときと社会情勢が変わっていたり、そういう方向で延々と技術開発プロジェクトをや

っていく必要があるかどうかということが問われることが多くあるわけです。

しかしながら今までは、－度始まってしまうと１０年間は最初の計画で突っ走ってしま

うことが多く見られ､こういうようなことではよろしくないのではないかということから、

まず始まるときにそもそもこのやり方が効率的なのか、諸外国にこんなのがあるのだから

やる必要はないのではないかというところから見て、やはり国としてやるべきだとした場

合、ある程度進んだ時点で中間評価と、さらに最終段階でそれなりの所用の目的が達成で

きたかどうかの最終評価を外部の有識者の人を呼びましてやってもらうということで、い

ろいろな指針を作ってやっているところです。

もう一点、自然を残す努力に関しては、先ほどの施策の部分に関してですが、バリアフ

リー化や、「海と緑の健康地域づくり」、「いきいき海の子、浜づくり」と霧いてあるので

すが、今までの海岸の開発はおそらく建設省や運輸省、あるいは農水省で開発してきたの

ですが、逆にそのユーザー側という意味で、「海と緑の健康地域づくり」あるいは「いき

いき海の子、浜づくり」というのは、それぞれ厚生省や文部省がプランニングの段階に入

っており、海をどういうふうに使っていくかということを考えています。さらにバリアフ

リーでスロープの設置等というのは、お年寄りの方々が海を楽しむ時に、今のような海岸

の開発の仕方ではなかなか接触することが難しいのではないかという観点から、このよう

な考え方を計画の中に生かしてもらいたいということを、厚生省的な観点からアプローチ

しているものです。

こういうユーザー側思考に立った計画づくりが反映されてくると、徐々にかもしれませ

んが、考え方が変わっていくのではないか。先ほど産業構造審議会の議論を盛んに説明し

ていたのですが、この中でも今いわれているのは、今までの施策は産業という人たちを見

てやってきて、個を見ていない、個人を見ていないという指摘が出ていまして、これから

は個人のニーズに立った施策が一般的にどこの省庁でも認められていくのではないかと思

います。そういう点で多少変わってくるところもあるのではないかと期待しています。

●小寺山（九州大学）特に通産省の研究事業に関して私は非常に興味を持っています。

同じような海洋工学の研究をしており、テーマで申しあげると、今お話の中に出てきたメ

タンハイドレートや、深海石油の掘削技術の開発など非常に魅力的な研究事業が行われて

います。産官学の協力ということも話されましたが、非常にいいテーマですから、大学で

そういうことを研究している者にとってはぜひ協力したい、積)腫的に参加したいという気
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持ちがあっても、実際には事業主`体が石油公団であったり何かするわけで、なかなか協力

する道筋がないと思っています。

例えば、計画を始める前に公開のシンポジウムをもつとか、途中でどういう技術的問題

が発生していて、自分たちはそれをどういうふうに解決しようとしているのかというよう

なことをシンポジウム等を通してオープンにしてもらえれば、我々は例えば文部省だと科

学技術研究費というものがありますから、それを申請して自分の予算で協力することがで

きると思うのです。やり始めると日本的な考え方で、よそからの援助を仰ぐということが

何か情けないと思う節があり、そういうことはどこの省庁もされませんが、たくさんの研

究者がいるわけだからそういう方法を積極的に利用する方がいいのではないか。確かに今

新しい研究の補助のスタイルを通産省も運輸省もやっていますが、そういうこと以外に、

すでに始まっている、あるいは計画している大きなプロジェクトに対し、広く研究者を集

めるということも考えてもらえればいいなと思います。

●染野おっしゃるとおりでして、石油公団や今までの事業をどういうふうにやっている

かというのは私もすべて知っているわけではありませんが、おそらく今いわれたようにシ

ンポジウムとかそういうことをやるというような形でいろいろな』情報をオープンにしてい

くこと、あるいは今課題がどうなっているかということをオープンにしていくというのは、

これからやらなければいけないだろうと思います。先ほども申しましたように、政策ある

いは技術関係の評価というのはこういう話でして、それらについて今どういう段階になっ

ているかを基本的にオープンにするということで進められているので、その仁'二Iで出てくる

ものについてはこれからも公開されると思います。

ただ、メタンハイドレートでも、深海掘削でもそうですが、資源関`係の内容について非

公開の情報が多いというのは、技術的な部分については非常にセンシティブなところがあ

るのではないかと思います。得られたデータを国益として諸外国に知られていいかどうか

とか、どこの海域を調査しているかという自身でもわりとセンシテイブに扱うところがあ

るものですから､現状ではなかなかオープンにされてこなかったのではないかと思います。

あるいは技術についてもどこまでわが国の技術が進んでいるかというのは、諸外国といろ

いろな交渉を行うにあたっては非常に微妙なところがある情報なので、そういう点でなか

なか公開されてこなかったということで、それは今後もある程度やむを得ない部分もある

のかと思います。その一方で、今いわれたようなご指摘を踏まえて、技術評価や途中段階

の内容についてのいろいろな問題点はオープンにし、研究をしている方のお知恵を拝借し

ていくようにしないと、こちらとしてもこれからはいけないだろうと思います。あまり答

えになっていませんが、戻りましたら、そういうことをやっている担当者によく言い聞か

せておきますので、よろしくお願いします。

●麻生（秋田大学）先ほど染谷さんのご講演で、通産省としては将来的に深海底の海洋

鉱物資源の開発を重要視しているというお話があったのですが、聞くところによると、従

来からマンガン団塊の採掘システム研究所を置いてマンガン団塊の採掘技術についてかな

り研究していましたが、昨年度の海洋実験をもって一応終了したと聞いています。今後と

もその技術は継続して、もちろん政府の援助で研究を続けられるのか、それともその技術
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を温存して時期が来るまで凍結されるのか、そのへんのところをまずお聞かせ願いたいと

思います。

最近、国際会議等に出ますと、ドイツがマンガン団塊の採掘後の環境に対するアブター

エフェクトについて非常によく研究しています。日本ではそのへんの研究はどういうふう

になっているのでしょうか。

三点目は、通産省としては、現段階で西暦何年になればマンガン団塊を商業的に採掘す

るようになると考えておられるのか、そのへんのところをお閏かせ頂きたいと思います。

⑪染野第一点ですが、深海底のマンガン団塊に関して、鮪そら<ここでいわれているの

はマンガン技術研究組合という組合が鉱工業技術組合を作ってやっていた調査で、これは

たしかにご質問のとおり昨年度で事業を終了し、一応所期の目的を達成したということで

研究成果については終わっています。

マンガン団塊に関しては現在も、最後の質問ともからむのですが、商業化が一体いつに

なるかという目途がなかなか立っていない状況にあります。通産省としていつだというの

はまだ述べたことはおそらくないと思います。ちょっと数字にl圭|,億がないのですが、たし

か最後に出ている公式のレポートでは、国際海底機構の科学関係の担当者のグループによ

って２０１０年まではおそらく商業化されないだろうという数字が－つのメルクマールにな

っていると思っていまして、おそらくそれより前は難しいのだろうと思います。

実際に諸外国の動向を見ても、日本だけでなくて、実際にマンガンの調査をやっている

のは開発時期が多少ずれているインド、韓国や中国といった国が出てきているところで、

早々にやっていたアメリカなどのコンソーシアムという民間企業で組んでやっていたとこ

ろやフランスなどは、マンガン団塊については一応終了ということで今のところ保留状況

のような感じになっています。

’三|本はどうするかという話ですが、日本も基本的には今の時点では同じようなことでは

ないかと思っています。マンガン組合の終了もそうですが、関係する企業として所管の法

人を一本化して「ドルド」というわが国で開発主体となって産官で出資している会社があ

り、ここの事業としていろいろな技術のノウハウを残していったり、研究成果、データ等

は残していくということがありますが、マンガンに関しては当面はとりあえずお鼠休みにな

るかと思っています。

逆に、今開発としてシフトしてきているのは、コバルトリッチクラストあるいは海底熱

水鉱床といった新しいタイプの鉱床にいろいろの調査なども移ってきているので、通産省

で今やっている調査はマンガン団塊ではなくて、コバルトリッチあるいは海底熱水といっ

た別タイプの鉱床の調査と、それを調査するにあたっての技術開発をやっているところで

す。おそらく全体的な動向はしばしそういう方向にウエイトを移していくのではないかと

思いますが、このへんの施策については確かにまだオーソライズしていない状況にあり、

実は通産省としてもそのへんは今後検討していかなければいけないと思って内部的に勉強

している状況です。

ドイツの環境影響についての話がありましたが、このへんは私もあまり専門でないので

聞いたレベルの話ですが、わが国も採掘にあたっての環境関係に関する調査や影響の勉強

は相当進んでいると聞いています。主にこれをやっているところは金属工業事業団で、昨
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P,

年の１１月に日本でこれに関するシンポジウムを行いました。国際海底機構の事務総長も

みえて、この分野に関してのいろいろな研究者間の発表なども行っています。環境関係と

いうのはわが国としても重要視されていますし、機構での議論でもいちばん問題となって

いるのは、採鉱したあとの環境影響がどうなるのだということですので、これに関しては

引き続き金属工業事業団などを通じてわが国としても研究していく分野だと思っていま

す。

●麻生もう一つ、先ほどアメリカもフランスもそうですが、日本もいちおう技術を凍結

して時期が来たら解凍するのだという話でしたが、解凍するまでに十何年も経ったらその

間技術は進歩していますから、その技術はもはや古くなってしまい、使いものにならない

のではないかという危煥はないのでしょうか。

●染野その辺は何とも難しいところで、技術の,保持が難しいというのはお話しのとおり

だと思います。ただ、技術の保持というのは、保持するためだけに一銭もお金をかけない

で保持できるのかというと、いろいろなアフターケアをしていくと結構お金がかさむもの

で、予算のどこに重点を置いていくかといった場合に、マンガンだけに予算をかけていく

というのもなかなか非効率的なところがあり、おそらくコバルトリッチクラストや海底熱

水鉱床の調査や技術開発をするときに、必然的にいろいろな情報の収集を行っていくこと

で少しでもカバーしていくということしかないかという気がします。

ただ、完全に凍結しまったくやらないというより、そのときの情勢を見て、諸外国とも

比較し、他に負けないようにしていくということは当然重要だと思います。深海底鉱物資

源開発がそもそも行われた昭和５０年代の初めは、日本はこのへんの技術が非常に遅れて

いて、当時の新聞記事を見ると、’三１本は何をやっているのか、さぼっているといわれさん

ざん叩かれ、早くこの技術に追いつけといって始まったわけです。それからしまして、昨

年度のマンガン技術組合が終わるにあたり、最終評価の委員会では評価としては諸外国な

みに追いついたということで、この時点では非常に褒められるべきだというようにいわれ

ています。

ただ、あのときに追い付けといったはずのマスコミや一般の人は、今になるとこんなこ

とをやる必要があったのかといわれる方もあり、今この状況にいれば言うことは誰でも簡

単ですが、あの時は誰もがここまで頑張らないといけないといったわけです。その成果が

あって、あれだけの努力を産学でいただきここまで追いつけたというところがあると思う

ので、その成果が古くなったり、あるいはまた離されてしまうことがないよう、メンテナ

ンスもいろいろ考えていかなければならないと思います。ただ、メンテナンスのやり方が

果たしてお金をかけてということがいいのか、どういう方法があるかは、要は今のこの経

済状況では金はないが知恵を出してやれといわれているので、そういう中で何らかのやり

方をまた考えていく必要があると思います。

●勝井（大成建設）青山さんにお聞きします。先ほど別の方からご質問があったのです

が、埋立や鰄何とかで海岸線が切り立ってきて、そこを元の自然に戻したほうがいいという

ような意見があり、私どももまったくそう思っています。いわゆる環境修復という形をど
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んどんこれから公的資金を使って進めていったほうがいいのではないかということを、民

間の研究団体で1号I木型ミテイゲーションという形で提案したことがあります。

例えば、東京湾などに埋立で,使われていないところ等、大阪湾でもいろいろあると思う

のですが、環境を修復するということがアメリカなどでもかなり盛んにやられつつあり、

日本も今ある海岸を保全しながら環境に配慮するということだけではなく、もう少し積極

的に自然を取り戻していくという方向があってもいいのではないかと、個人的に考えてい

ます。

それに関連して、海岸がかなり国有財産になっているといいながらも、埋立地みたいな

ところは私有地になっているので、そういったところをどんどん買い上げていったら、防

災上あるいは環:境上も、都道府県に渡してもいいと思うのですが、国有地の方が管理がし

やすいのではないか。そういった形で私権を制限していくという方向で、規制緩和とは逆

行しますが、環境保全と防災という意味では私権を制限し、国有地にしていくほうがいい

のではないかと思います。‘例えばフランスでは海浜の１００ｍ以内には新しい建造物を作っ

てはいけないという新しい法律が出来ているそうですが、そのへんを踏まえて今後の環境

修復に関しての見解をお聞かせいただきたいと思います。

●青山おっしゃるとおりといいますか、環境の修復についてはできるだけやっていかな

くてはいけないということから、建設省だけでなく他の省庁でも、特に港湾の中ではそれ

まで岸壁だったところに突然人工海浜地ができるというのを運輸省もいろいろやられてい

るようで、できるだけそういう方向にしたいと思っているようですが、実際にやってみる

とかなり予算がかかるのです。埋立地というのは浅いところを埋め立てるのがいちばん経

済性がいいもので､浅いところを埋め立て､その前面にもう一度海浜地を作ろうとすると、

べらぼうな金をかけないと元に戻らないというおかしな状態になっているのが実態であ

り、さてどうしたものかということがよくわからない話になっています。

それと、埋立地を買い上げたらというのも、これもまたおかしな話で、もともと国有財

産のところを埋め立ててそこに私権を発生させたところをまた国が買い戻すというのも、

さていかがかなという気がします。ただ､お話があったように、海岸にいろいろな施設や、

ものを作って海岸を守るとか、環境をやるために突堤を作ったり云々ということをやって

いる国は日本ぐらいしかなく、他の国は砂が流れていったらもう一度ブルドーザーで砂を

持ち上げるとか、フランスでは土地をどんどん買っていっているのです。変な工事をやる

よりも海のそばの土地をどんどん買い上げるということをやっているので、我々も、例え

ば|釿崖絶壁をよく地元から崩れそうだから護岸をやってくれといわれますが、それだった

ら土地を買ってしまったほうが安いのではないかという気がしています。海岸事業という

のは基本的には用地買収がないといわれていますが、何らかの形で用地買収をする事業が

あってもいいかという気がしています。

ただ、いかんせん、戦後５０年間にやってきている岸壁の長さはすごい距離になるもの

ですから、一朝一夕にこれを昔に戻すということについてはかなり時間がかかるだろうと

思っています。

●豊田（三菱重工業ＯＢ）通産省の総括班長の染野さんにお伺いします。実は今お話を
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お聞きしていまして、ずいぶん通産省さんも変わりつつあるのだなという気がしました。

と申しますのは、私は９年前に定年になるまで三菱重工業にいまして、昭和４８年（1973

年）にできた時からずっと定年になるまで海洋開発担当で日本海洋開発産業協会（Ｊｏｌ

Ａ）に、や工業技術院の海底石油生産システムを通じてお世話になりました。その頃に我

々がやっていたのは、石油関連で予算はほとんどが石油特会です。マンガンノジュールも

よく知っているのですが、途中で計画を変更していました。というのは一般会計ですから

大変苦しんでいるのを三菱重エ業の友人がやっており知っています。

今日のお話の最後の方で、一つは海洋鉱物資源開発をやるとのことでした。このうちの

石油の方は石独特会があるから、わりあいと予算が潤沢ではないかと思います｡マンガン、

コバルトリッチクラストや熱水鉱床、あるいはもう一つの海洋環境'情報の整備などは通産

省としては予算的になかなかやりずらいのではないかと思います。やっていただくのは大

変結構なことですが、これはわれわれ産業人として、産業界にとって大変ありがたいので、

今こういう財政が苦しい時になかなか一般会計から取りにくいのではないかと思います。

そのへんの内輪話というかを、ちょっとお話しいただきましたらと思います。

●染野内輪話ですので、ここだけの話にしていただくということでご説明させていただ

きたいと思います。先ほど非常にカッコよく説明しましたが、裏から見ますとガタが見え

るというような政策になっていまして、おっしゃるとおり予算が非常に厳しく、通産省の

大きな予算である鉱物資源の方は一般会計といわれる予算で行っています。一般会計のお

金で来年度の鉱物資源関係は、たしか７億9,000万円ほどの金額の予算があるかと思いま

す｡調査にかかる費用が大半ですが、そういう予算があります｡石油開発に関するものも、

調査に関するもの、あるいは－部技術開発のものもあり、これは石油特別会計で、これは

予算の仕組みの話ですので聞かれても何のことだかわからないというのもあるかと思いま

すが、そちらも９億円ぐらいの予算があります。

それと比較をして海洋環境情報という話ですが、こういう予算はほとんどつかないもの

で、今回改めてついたのは、経済構造改革というものがあるので新規産業創出のための基

}礎調査だから多少行うこととし、今はまだ予算額をいくらくれるか決まっていません。お

そらく桁にしますと９億とか７億から二つぐらいゼロをとったお金でやれといわれるもの

だと思います。要は700万円とかそれぐらいのお金でやってくれという話です。

実際に調査をするのはそのぐらいの規模で何とかやるのでしょうが、やったあとにこれ

を運営していくというのは、通産省の所掌という中では非常に難しいところです。こうい

うデータを集め何かをプランニングしていくとなると予算規模が一気に膨らむわけです。

こういうことをどうしていくかというのは、調査をやる前から方向を決めてもしょうがな

いのですが、日本海洋データセンター（ＪｏＤＣ）で実際に海洋環境に関する情報を防災

という観点で集めるようなことを今年からやり始めました。４月１１ﾖ付けだったと思いま

すが、新しい専門の部屋ができまして、こちらで防災のためにいろいろな海洋環境や、あ

るいは海岸域の情報を整備し、ＧＩＳ等を利用した形でいろいろな情報を整備していこう

という動きがあります。我々の施策もそういうなかで反映されていくよううまく他省庁に

バトンタッチしていければよいと考えています。

このへんの施策はあまり実績のある省庁のところにしやしやり出てやっても、屋上屋を
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架すことになったり、縄張り争いをしてもしょうがないというのが、はっきりいって我々

の室員たちの考えです。役所というと縄張り争いをしているように思われますが、だいた

いそういうものもなくなってきており、今はそういうことをするよりもちゃんと国民のニ

ーズを聞いて･仕事をしようという意識が、私が見る限りでは強くなっているのだと思いま

す。そういう中では必要なところを、研究者の方々もそうですし、民間の事業者の方々も

そうですし、`何をやってほしいかということを日々聞いて、その中で必要なことを適切に

最低限の予算でやるという考え方なのかと思います。

もう少し余談を続けますと、新規産業の育成に関し、これを統括する部署として新規産

業課という課がわが省のに'二'にあります。その中からも指示をされている話で、なるべくい

ろいろな民間の人たちに接触する機会をもって下さいとされています。接触する機会とい

うのはくつに夜に会えというわけではなく、こういう機会や、あるいは別途それなりの公

式な委員会なり勉強会なりで集って、その中でニーズの吸い上げをやらないと行政の方向

を間違ってしまうというところがあるので、そういうことを積極的にやってほしいといわ

れています。だから、我々もこの施策を行うにあたっては、金はないですが、そういう知

恵と我々の時間労働で何とかなる部分で対処していくようにしたいと思っています。

石油特会やマンガンノジュールに比べ、こういう新規産業の分野は本当に始めたばかり

ですから、いわゆる通産省の中でもベンチャー企業みたいな部分です。予算的には全然桁

も違いますし、まだどうなっていくかわからない分野ですが、少しずつこういうことも伸

ばしていければと考えて始めています。そういう点で、今'三|来られた方麹に調査やお願い

をすることがありましたら、できればなるべく無･償でご協力いただけるとありがたいと思

います。よろしくお願いします。

●菱田（海洋科学技術センター）防災の関連で、これは通産省と建設省の両方の方にお

聞きしたいのですが、海岸,保全地域が４５５平方kmあり、いわゆる国有財･産管理で１８０平方

kmが建設省の管轄で、都道府県に委勵圧する部分もあるし、野放しに近いところもあるとい

う話がありました。防災という意味では、私は専門が地球環境問題や海洋の変動の問題を

やっていまして、温暖化の問題が京都会議でかなりいろいろ議論されました。大学の先生

でも、海岸を工事をしなければいけないというとき、将来の話と思われていますが、ＩＰ

ＣＣの報告でも２０６０年に６cmも海面が上昇するというレポートがあり、実際に防災とい

う点では、高潮や津波の被害が海面上昇に伴って、実際にはもっと大きくなるのではない

かという話が出ているのです。

これに対して建設省の場合は海岸行政ですし、運輸省は港湾、磯水管は漁港ということ

で海岸を保全するという議論と、先ほどの自然環境を守るために岸壁にするのではなく猪

にしてしまえという議論と、いろいろコンフリクトするところがいっぱいあるわけです。

そういうことを各省の関連の人たちが国全,体で横断的に議論するようなできる場があるの

か、あるいはそうするというような話があるのか、それもＮＧ○みたいな人たちも入れて

議論するか、相当これは複雑な問題なので簡単にはお答えできないのかもしれないのです

が、どういう考え方をもって議論されているのか、現状のところをちょっとお聞きしたい

のです。

つまり、何兆円というお金を学者の中にはじいている人がいます。将来の見通しもあり

7８



ますから予測が不十分なのに対･応できないという議論もあると思うのですが、そういうこ

とは一体どのへんまで現実的な対応として、特にこれは都市部や地方で全然話が違うとは

思いますが、ともかく行政の担当としてどういう議論が行われているのかということをお

,伺いしたいと思います。答えられる範囲で結構ですがよろしくお願いします。

④青山海面上昇が防災_'二で沿岸部にどういう影響があるのかということは、海岸関係の

４省庁で集まっていろいろと検討したことがあります。例えば、水位が５０ｃｍ上がったか

らといって堤防を３０ｃｍあげればいいというふうにはならないもので、水深をその分だけ

深くとるということは波の打ち上げ高が増えるということから、例えば５０ｃｍだったら堤

防を１ｍ以上あげなくてはいけないとか、場所によって複雑な問題があり、必ずしも金額

がどのぐらいというのも大づかみで鮴何兆円という数字を出したことがあります。それだけ

ではなく、港湾そのものの問題もあって、港湾そのものも作り替えしなくてはいけないと

いう話も運輸省ではじきだし、みんなで持ち寄ったことがありいます。

各省ということもありますが、国会の先生方がずいぶん興味をもって何回か各省を呼ん

で聞かれたことがあります。今、海岸の年間の予算は2,000億円とかそういう感じでやっ

ています。毎年これぐらいの金を入れてももたないという話でため息をついておしまいと

いうことが実状で、実感として具体的にそれに向けてどのようなアクションをするのかと

いうことについては、いろいろ計算はしたけれど、具体的にどうするかということについ

てはあまり真剣な議論には至っていないというのが実態です。

水位が上がるということ以外にも、気象条件が変わって台風の発生の頻度が大きくなっ

たらもっとやれるのでは態いかとか、他の要因も心配な部分があります。必ずしも水面が

上昇すること以外に、温暖化になった時の台風の発生や、通常でしたら日本海は冬季風浪

があって云々という話になります。そういったものが全部変わってくると海岸に押し寄せ

てくる外力そのものが変わってくるので、みんなでため息をついて、さてどうしよう。さ

りながら、毎年災害があるので、その日暮しに追われているというのが実態です。

時々みんなで集まって議論していますが、堤防を単に上げるということだけはやりたく

ない。砂浜がたくさんあれば波を防げるので、できるだけ堤防を上げて梅と町を遮断する

ということだけはやめたいと話しているのが実態です。

●菱田今のことで、例えば気候のモデル研究では、むしろ台風などは温'暖化すると日本

付近は減るという結果が出ています。だから、単純な話ではないと思うのですが、もし本

当にアイスサージみたいなことが起れば、海岸を上げるよりもむしろ人間が逃げる相談を

した方がいいという議論もあるかと思います。このへんに関しては工学系の人はあまり真

剣な議論はしていないというか、途中で放棄してしまうというか、現実に非常に難しい問

題とは思うのですが、自然科学的に見てもしっかりした根拠がまだあるわけではないとい

う部分もあります。

UD青山

いうと、

が起き、

要は、今の段階でそれを騒いだからといって、じゃあ具体的に何かできるのかと

今やっているような事業の延長しかないのです。例えば、東京湾で本格的な高漸

仮に江東地帯全部が高潮の被害を受けたとすると、まったく変わると思います。
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伊勢湾で高潮堤防をバーツと作っていったのと同じように、東京、大阪や名古屋という大

都市圏が高潮で大きな被害を受けた時に、たぶん全llZlEが動くのだろうと思います。今の段

階では、どうもわれわれのＰＲが下手だというのがあるのかもしれませんが、イメージが

まだ皆さんに浸透していない段階で、そのために堤防を上げますとか、何のために何をや

りますということをいう段階にはまだ至っていないということです。

●菱田オランダやフランスあたりでは温暖化に対して非常にシビアなものの見方や議論

があります。日本ではマスコミは確かにいろいろ地球環;境問題を騒いでいるのですが、行

政のほうで一体どういう考えをしているのかというのに非常に関心がありましたので、ど

うもありがとうございました。

⑪司会あと－件だけお受けしたいと思っています。簡単にご質問ください。

●成田（○ＮＲアジア事務所）先ほど通産省の海洋開発でもベンチャー型の創造的なこ

とをいろいろ検討されているという話でした。’三|本全体としてそういうことが非常に重要

だということはわかっているのですが、海洋の分野でベンチャー型というと、レジャー等

いろいろあるかもしれませんが、なかなか難しいのではないかという感じがあります。海

という性格もありますし、浮体構造物やメタンハイドレートなど非常に夢のある大変いい

研究をやっているので、その辺をこれから伸ばしていくという方向について本当に経済構

造改革をやろうと思ったら、産業を活性化するようなことに重点を置いておいた方がいい

のではないかという気がしまして、お考えをお伺いできればと思います。

●染野どんどん個人的な意見に近くなってしまうのですが、大規模なプロジェクトはた

しかに今もあります。メタンハイドレートもそうですし、鉱物資源もそうですし、石油や

あるいは海洋関係のエネルギーもあるかと思います。そういうものに関しての取組みはそ

れはそれとして必要だと考えています。ただ、その取組み自身が経済構造改革の中にいろ

いろと記述されていないのは、かなり長期的な話であって、もう少し我々も勉強しておか

ないといけないのかもしれませんが、今聞く限り、まだ学術の段階になっているものや、

事業採算性がなかなかとれないものが多いのもおそらく事実だろうと思います。特<に深

海底鉱物資源というのはまさにそうだと思います。そういうもののアプローチの仕方をど

うやっていくかということは、それはそれとして考えなければいけないですし、あるいは

技術的な開発というので国規模でやらなければいけないものはプライオリティ_をつけて

やっていくべきだと思います。

もう一点、ベンチャーとしてといったような話は、そこまでいかなくとも、地域産業お

こし、あるいはそういうシーズがあってそれを育てることによって海の活用の仕方を考え

ていくような産業は本当にないのだろうかということを我々としては考えています。勉強

した末にないといわれるかもしれませんが、そんな勉強の一つが、先ほどいったような海

水中のリチウムを回収できないのかとか、深層水という水の話もそうですし、まだまだい

ろいろネタがあるのではないかという気がしています。海を利用したレジャーやタラソテ

ラピーとか、ああいう海洋性のレクリエーションみたいなものもあるかもしれませんし、
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あるいは我々も知らないような海洋関係のバイオみたいなものがあったりするかもしれま

せん。あるいは海洋環境のミテイゲーシヨンみたいなものの中でそれを専門としてくる産

業が将来的には出てくるのかと,思います。

そういうものについては一気に技術開発をするというよりも、ネタ探し、あるいは技術

はあるけれど商業化されてはいないものの、産学官でのお見合いみたいな場を作っていく

ことや、アプローチの仕方がたぶん違うのだと思います。そういうことで少しでも産業が

育成されていく、活性化されていけばいいと思っています。主に私がやっているのは、そ

ういうふうに金を使わないで轍何とかお見合いとかでうまく産業化を育成させようというよ

うな錬金術師みたいなことしかやっていないのですが、そういう施策もそれは一つとして

やっていければいいと思います。たぶんアプローチの．仕方やお金のかけ方が違うのだと思

います。

●司会どうもありがとうございました。後ろの方を含めてまだご質問があるかと思いま

すが、予定の時間になりましたのでこれで終わりにさせていただきます。後ほど懇親会が

開かれますので、機会がありましたら個人的にご質問いただくことにして、午後の後半の

ご講演とそれに関わる質疑応答はこれで終わりにさせていただこうと思います。お二人の

講師の方には非常に長時間にわたりまして熱心に対･応いただきました。御礼を申しあげた

いと思います。どうもありがとうございました。
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会 挨拶閉

海洋工学連絡会運'営委員会副委員長前田久明

海洋工学連絡会運営委員会副委員長として閉会のご挨拶をしたいと思います。本日は朝

早くからただいまの時間に至るまで、長時間にわたり第１８回海洋工学パネルにご参加下

さいまして、ありがとうございます。ここは学生の教室ですのでお尻がくたびれた方もい

るかと思います。あるいは学生時代を思い出した方もいらっしゃると思います。

今回、「海洋開発と法との関わり－未来を築く政策と法整備」の観点から、海洋工学に

関係する６省庁の代表の先生方にお越し頂き、貴重な情報を提`供して頂きました。お忙し

いなか、講演原稿の準備をして下さいました講師の先生方に厚く御礼申し上げます。

この様に多方面の省庁の方だのお話をこの場で聞くことが出来るのも、この６つの学協

会で運営している幅広い海洋工学の分野をカバーしている、私たちの海洋工学連絡会の強

みであると思っています。

本日は運輸省から秋岡先生、水産を代表する形で東京水産大学の多屋先生、科学技術庁

の村上先生、国土庁からは頓先生、建設省の青山先生と通商産業省から染野先生に、各省

庁の海洋政策と法との関わりについて伺うことが出来ました。お話を伺っておりまして、

海洋開発の健全な発展のためには、それなりの法整』備も必要であると思いました。また、

いろいろな省庁間の法律関係のコンフリクトの問題をどうやってうまくマネジメントして

いけばよいか等、大きな問題点があるということも分かりました。これからどういったこ

とを考えていかなければならないか、また、政策面についても貴重な情報を提供して頂き

ました。ご参加の皆様にも大変参考になったことと存じます。改めて講師の先生方に御礼

申し上げます。

今回も特に後半の総合討論では､本当にホンネで講師の先生にお話頂きましたし、また、

討論では皆様から講演内容の理解を深めるよういろいろと貢献して頂き、質疑を頂いた皆

'懐にも感謝申し上げたいと思います。

本日の内容はたびたび申し上げましたとおり、討論内容を録音しておりますので、これ

をおこして活字にし、報告書に掲載します。後日、論文と併せてご参加の皆様にお送りし

ますので、お楽しみにして頂きたいと存じます。

本日ご参加の皆様は合計で］０４名ということでございまして、中には２４名の学生も入

っております。この後、懇親会を開きたいと思いますが、この場で、また、フェース・ト

ウー・フェースの情報交換をして頂けたらと思います。この懇親会も我々の海洋工学パネ

ルの重要なアクテイピティーの一つと考えていますので、どうぞお時間のある方はご参加

頂けたらと思います。

これを持ちまして、第１８回海洋工学パネルの閉会のご挨拶とさせて頂きます。どうも

ありがとうございました。
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